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〈論 説〉

西アジアの農業 と社会

後 藤 晃

1972年 か ら75年 にか けて,文 部 省 の科 学 研 究 費 を得 て イ ラ ン南部 の マ ル ヴ

ダ シ ト地 方 で 農村 調 査 が実施 され た。 テ ー マ は 「イ ラ ン農 村 の人 文地理 学 的研

究」,地 理学 を 中心 に,文 化 人類 学,歴 史学,獣 医学,農 業 経 済学 の分 野 で メ ン

バ ーが 構成 され,延 べ10か 月 に わ た り二 つ の 村 に住 み 込 ん で イ ンテ ンシ ブな

調 査 が行 われ た。 調 査 の対 象地 域 はイ ラ ン南西 部 の フ ァー ル ス州 のマ ル ヴ ダシ

ト地 方 で あ る。 この地 方 は年 間 降水 量 が300mmを 切 る乾 燥地 に位 置 し,河 川

や ガ ナ ー トの水 利 施 設 か ら水 を 引 く農 業 地 帯 が80kmに 及 ぶ 大 オ ア シ スで あ

る。 筆 者 は メ ンバ ーの一 人 と して農 業経 済 を分 担 したが,二 っ の村 の調査 に加

えて オア シスの多 くの村 を訪 れ て観 察 と ヒヤ リングを行 った。 また,1977年 か

ら78年 にか け て1年 間,テ ヘ ラ ンの研 究 所 の所 員 と して滞 在 し,こ の間 に再 び

この地 方 を訪 れ て再 調 査 を実 施 しまた イ ラ ンの各 地 の 農 村 を観 察 す る機 会 を

もった。

この農村 調 査 の報 告 は これ まで に6編 の論 文 に ま とめ られ て い る。 その後,

研 究 テ ー マ が 移 わ った こ と もあ り調 査 資 料 は しま い込 まれ 忘 れ られ た存 在 と

な った。 しか し,最 近 にな って 資料 を改 め て 見直 す機 会 が あ り,新 た な興 味深

い問 題 に遭遇 して この資料 を もと に再 構 成 を試 み る意 欲 にか き 立て られ,「 商

経 論 叢』 の場 を 借 りて ま とめ る こと に した。

調査 に は誤 謬 はつ き もので あ る。 と くに異 文化 世界 に関 わ る調 査で は,調 査

者 の思 い こみ や 先入観 が強 い時 に この危 険 が 大 き い。 無 意識 の うち に†観 的解

釈 を ほ ど こ して い た り既 存 の理論 に 当て は め て い る ことが 多 い。 この点 で20

年 以上 の歳 月 は客 観 化 を 可能 と し,誤 謬 か らか な り解 放 され て い るので は ない

か と思 って い る。 論 文 は テ ーマ ごと に分 け,第1回 は農業 の伝統 技術 と農業 制
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度 に焦 点 を当 て,第2回 で地 宅 制 と村 落,第3回 以 降 で1g世 紀 か ら現 代 に至 る

時代 の農 業社 会 を イ ラ ン経 済 史 の 中 で論 じる予定 で い る。 したが って,農 村 調

査 を軸 に据 え なが ら も 「西 ア ジアの農 業 と社 会 」 とい う大 きな枠 組 み で構 成 す

る こ とにな る。

日 次

第一 章 西アジア農業の伝統技術 と自然条件

は じめに

一一 自然環境 と農業 の条件

半乾燥地 の乾地農業と伝統技術

オァシス灌概農 業の伝統技術

第 章 村落社会 と農業 の諸制度

はじめに

…・ 村落社会 と耕地制度

二 共同耕作制度 と農業の技術

第一章 西 アジア農業の伝統技術 と自然条件

は じ め に

本 章 の課題 は,西 ア ジ アの乾 燥 ・半乾燥 地 に お け る農 業 の伝統 技 術 を 記述 す

る こ とにあ る。 半乾燥 地 農 業 で は,イ ラ ンの ホ ー ラマ バ ー ド地 方 と ヨル ダ ンの

ア ジル ン地 方 の いわ ゆ る乾 地 農 業 を,乾 燥 地 農 業 で はマ ル ヴダ シ ト地 方 の オ ア

シ ス灌 概 農 業 を対 象 とす る。 いず れ も実 態 調 査 に もとつ く もので あ る。 農 業技

術 につ い て は農 学 が専 門 とす る と ころで あ り実 験 デ ー タを駆 使 した研 究 と競 う

こ とは到 底 で きな い。 しか し7こ こで は,一 つ に は伝 統 農 業 の技 術 が 農 民 に

よ って どの よ うに組 みrて られ て きた を確認 す る こと にあ る。 農 業 は一 回性 の

もので はな く長 期 に安 定 した生 産 が保 障 され な けれ ば な らず,ま た 自然 を条 件

に成 り 甑っ とい う性 格 を もっ。 この二 っ の課 題 が 伝統 技術 によ って どの よ うに

解決 され て きた の か,こ れ が第 一 の問 題 関心 で あ る。 また一 っ は,村 社 会 にみ

られ る諸 制度 の技 術 的契 機 を確 認 す る こ とで あ る。 伝統 技 術 は村 社 会 の システ

ム と密 接 に関連 し,土 地 の利 用 と労 働 の側 面 で の農民 の 一ff-f...同 関係 を土 台 に成 立
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して きた。 もちろん村 の共同関係 が技術 のみに規定 され る訳で はない。農業社

会 をめ ぐる政治経済的 な外 的関係が影響す る。 しか し,西 欧の前近代 の農業制

度 は伝統技術 である三 圃式農業 とこの技術 に規定 された開放耕地制 と密接 な関

係 にあった し,日 本の小農制度 と小農 によって構成 された村落 の社会 と土地所

有関係 も水 田稲作の技術を抜 きに して論 じることがで きないので あ り,技 術 か

らの接近 もまた不 口∫避 とい ってよい。

さて,湿 潤な 日本 の気候 に馴染 んで きた我 々にとって は,乾 燥 ・半乾燥地で

どん な農業 が営 まれて きたのか想像 し難 い。生産性 の低 いプ リ ミテ ィブな もの

を想定す る人 も多 い。 しか し,歴 史を振 り返 るとf西 ア ジアで は1万 年 ほど前

に採集 と狩猟の経済か ら農業化 と家畜化 が始 まって いる。生産力 の高 い農 業を

基礎 に占代文明 もこの地域 で起 こった。時代 は下が るが,西 欧中心 の世界資本

主義 システムが形成 された時代 に,国 際分業 の一環 をな した西ア ジアの産業 は

農業 であ った。乾燥気候 は農業生産の制約的条件 をな したが,生 産力的 にはむ

しろかな り高 い水準 にあ った とい って よい。

農業 に関連す る技術 は生産力を高 ある方向で蓄積 されて きた。乾燥 ・半乾燥

地 では水の利用が きわめて重要で あ り灌概水利 の技術 は高度 に発達 して きた。

オアシスが農業地帯 と して開発 されたの はこの水利技術 を基礎 に している。 し

か し,村 落 や農民 の問題 でいえば,農 業生産 の継続性が重要 となる。果実を土

地 か ら略奪 す る収奪 的な ものではないか ら,農 業技術 は再生産 のメカニ ズムを

もたなければな らない。作物を栽培すれば地 力は衰え る し雑草を放置すればそ

の猛威 で収穫 は大 き く減退す ることにな る。 また,水 不足 は作物の生育 を阻害

す る。 このため,地 力を維持 し,雑 草 を防除 し,土 壌 に水 を保持す ることが技

術 の不 可欠の課題 とな る。 この技術 は一般 に農法 と呼 ばれてお り・一年 ない し

数年 で一巡す る作業 の体系 の中に技術 が集約 されている。一定の条件の下で安

定 しかっな るだ け多 くの収量 を獲得で きるよ うに工夫 された技術の体系が農法

であ るといって もよい。

しか し,こ の技術 も自然条件 の違 いによ って異なる。技術 は気候 に適応 し気

候的制約 を克服 す る方1Lt・jで編成 されて きたか ら湿潤地 と乾燥地 で は適正 とされ
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図H西 アジアの降水量分布

サ ハ ラ沙漠

500km

る技術の内容 は異なる。 日本 の農業 の伝統技術 と西 アジアのそれ とは同 じで は

ない。 したが って,筋 道 と して はまず農業条件 としての気候や地形 などの記述

か らは じめ るのが妥当であ り,次 いで,こ の自然 を条件 として成 り立つ伝統的

な農業 の もっ技術 の体系を検討す る。また,乾 燥 ・半乾燥地農業 も,灌 概農業 と

非灌概農業 では条件 は同 じではない。灌概農業 では人 工的な灌概 によって湿潤

地 と似た環境 を作 り得 る。そ こで,こ こでは これを分 けて記述 す ることにす る。

一・ 自然環境 と農業の条件

1.沙 漠 と オ ア シス

西 ア ジ アは どの よ うな気 候 的 特徴 を も って い るか。 この お お よ その 目安 とな

るのが降 水 量 の分 布 で あ る。 図1-1を み て まず 気 がつ くの は,乾 燥 した気 候 が

優越 して い るが,降 水 量 は地 方 によ って か な りの差 が あ り地 域牲 が大 きい とい

う こ とで あ る。 黒 海 と カ ス ピ海 の南 岸 に は降 水 量 が1000mmを 越 え る温 帯 湿

潤 の気候 帯 が帯 状 に走 りy地 中海 を囲 む一帯 も比 較 的降 水量 が多 い。 しか し,

面 積 で み る と400mm以 下 の と こ ろが圧 倒 して お り,西 ア ジ ア を乾 燥 地 帯 と
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い って大 きな誤 りは な いだ ろ う。

年 間平 均 気 温 を み る と これ も地 域 差 が あ る。 トル コ東 部 か らイ ラ ンにか けた

lh間 部 は冬季 の気 温 が低 く年 較 差 が大 きい。しか し,† 要 な農 業 地帯 に限 る と,

年平 均 気 温 は15度 な い し20度 で あ り,17度 前後 の と ころを基 準 に気 候 を観 察

に も とつ いて区 分 す る とおお よそ次 の よ うに な る。

極 乾燥 地100mm以 下

乾 燥 地100～300mm

半乾 燥 地300～600mm

極 乾 燥 地 の 景観 的 特徴 は沙 漠 で あ る。 また,乾 燥 地 も植 生 が乏 し く半 ば沙 漠

で あ る。 降 水 量 が300mmに 近 くな る と麦 が み られ る と ころが あ るが・ 農 業 は

基 本 的 に灌 概 が条件 とな る。 半乾 燥地 は ステ ップか ら地 中海性 気 候 の一 帯 を含

む 。350mmを 越 え る と天 水 の みで 農業 を営 む こ とが ・∫能 とな るが・ 乾燥 が制

約要因をな害.こ の降糧 による気候の境界 は長て温 によって移動す るか らこの

区分 は 目安 に過 ぎな いが,西 ア ジアのr業 条 件 を知 る上で の助 けに は な る。

極乾 燥 地 の 沙漠 と して は,北 ア フ リカ を横 断 しさ らに紅 海 を渡 って ア ラ ビア

半 島 に続 くサハ ラ沙 漠 とハ ー リー沙 漠,こ こか ら東 ア ラ ブの シ リア地 方 に張 り

出 して い る シ リア沙漠,そ れ に イ ラ ン中 央部 の大 盆地 に位 置す るキ ャビール と

ル ー トの二 っ の 沙漠 が 知 られ て い る。 これ ら沙 漠 の気 候 的特 徴 は年 間 を通 して

高 気 圧 が 優越 し雨量 が きわ めて少 な い こと,ま た気 温 は高 く日較 差 が 大 きい こ

とが挙 げ られ る。 このた あ,侵 食 を受 け易 く,植 生 は著 し く貧 弱 で地 表 が む き

出 しにな って い る こ とが 多 い。 ただ,沙 漠 もそ の表情 は多 様 で,地 質 学 的 に は

砂 沙 漠,礫 沙 漠,岩 沙 漠,土 沙 漠 に大 別 され る。 砂 沙漠 や岩沙 漠 で は植 物 ら し

き もの が ほ とん どみ られ な い が,土 沙 漠 に は貧 弱 で はあ るが植生 の み られ る と

ころが あ る。 沙漠 の遊 牧民 の 言語 を起 源 とす る ア ラ ビア語 で は,植 生 の有 無 に

よ って沙漠 はサ ハ ラー とハ ー デ ィア とに分 けて 表現 され て い る。 サハ ラ ー は空

虚 な沙 漠 とい う語 意 か ら植 生 ら しき ものが存 在 しな い空 間 を意 味 して い るが,

ハ ー デ ィア は貧 弱 で はあ るが草 が生 え遊 牧 民 が活 動 で き る空間 で あ る。 も っと

も,植 生 が み られ ると はい え こ こに生育 す る植物 は乾燥 に耐 え る種 類 に限定 さ
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れ,成 長 も緩 慢 で あ る こ とか ら自然 の もつ 植 物 の生 産 力 は温帯 湿 潤 地 帯 の50

分 の1以 下 に過 ぎな い。 この た あ家 畜 の扶 養 力 は小 さ く,家 畜 に経 済 を依 存 す

る遊 牧 民 の人 口 も少 な い。

しか し,こ の極 乾燥 と乾燥 地 に も帯 状 に伸 びた ま た島 の よ うに点 在 す る人 口

密 度 の高 い と ころが あ る。 この最大 の帯 は ナイ ル川 とチ グ リス=ユ ー フ ラテ ス

川 流域 にs島 は イ ラ ン内 陸 部 の オ ア シス地 帯 にあ る。 今 日,エ ジプ トの 人 口 は

6000万 を越 え て い るが・そ の ほ とん ど は国 土 の わ ずか2%に 過 ぎな いナ イ ル川

流域 に集 中 して い る。 ま た規模 は小 さいが ア ラ ビア半 島 な どの極乾 燥 地 に も人

口密 度 の 高 い とこ ろが点 在 して い る。 これ はい うまで もな く河川 や湧 水
,ま た

地 下 水 の恵 み を受 け た農 業 地帯 で あ る。 ナ イ ル川 はア フ リカ内陸 部 の 降 雨地 帯

の 雨水 を集 め た外 来 河川 で あ り,下 流 の沙 漠 を潤 して こ こに農 業地 帯 を成1rさ
(2)

せ て お り・ チ グ リス=ユ ー フ ラテ ス川 も トル コの降 雨地 帯 の水 を集 め て乾燥 地

を潤 して い る。 また イ ラ ンで は,ザ ー グ ロ ス山地 な ど乾 燥 地 を囲 む 山地 や 山脈

か ら流 下 す る川 や伏 流水 の恵 み を受 け,こ こに農 業地 帯 が 発展 して きた
。 いず

れ も様 々な水 利 ・3.:7の手 段 を もって農 業 用 水が 獲 得 され て い る。

この極 乾 燥 地 と乾 燥 地 に開 け た農 業 地帯 は一 般 に オア シ ス と呼 ばれ て い る
。

こ こで営 まれ る農 業 は生 産 性 が 高 く,規 模 の大 きな オ ア シスで は この 生産 力 を

基礎 に大 きな人 口が扶 養 され また都 市が形成 されて きた。 オア シス とい う 言葉

の もつ イ メー ジか ら,沙 漠 の 中 に点 在 す る 「水 場」 を思 い浮 か べ る人 も多 い
。

被圧 地 下水 層 が地 表 に現 れ た り断層 に よ り地 下 水 が地 表 に現 れ た い わ ゆ る泉地

性 オ ア シ スで あ る。 もちろん こ う した 「水 場」 も間 違 いな くオア シスで あ る。

しか し,地 域 社 会 の構 造 や経 済 の諸活 動 との関 連 で オ ア シ ス とい う場 合 に は よ

り規 模 が 大 き く豊 か な生産 力 を育 ん で きた農 業 地 帯 を指 す の が一 般 的 で あ る
。

ナ イ ル川 流域 は 言 うに及 ばず,イ ラ ンに も濃尾 平野 や筑後 平野 に匹 敵 す る規 模

を もっ オ ア シ スが 多 くみ られ る。 日本 の平 野 が水 利 事業 によ ってす ぐれ た水 田

地 帯 に な った よ うに,オ ア シス もま た 占代 以 来 の水 利事 業 に よ って河 川 や地下

水が 開発 され て す ぐれ た農 業 地帯 に発 展 した の で あ り,人 の営 為 に よ る人 工 的

な創造 物 で あ る とい って よ い。
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2.地 中海性 気 候 と ステ ップ

植 生 を よ り ど ころ と した気候 区 分 と して はケ ッペ ンに よ る もの が よ く知 られ

て い る。 彼 は植 生 を細 か く分 類 して気 候 区分 図 を作成 したが,こ の区分 法 に従

うと,中 東 の気 候 はお お よ そ次 の3っ(細 か くは5つ)か らな って い る。

1.温 帯 気候(地 中海性気候 と温帯多雨気候)

2.亜 寒 帯 多 雨気 候

3.乾 燥 気 候(沙 漠気候 とステ ップ気候)

黒海 とカ ス ピ海 の沿 岸 地 帯 に は,年 間 を通 して降 雨 に恵 まれ た密 な樹 木 植生

を もっ 湿潤 な温帯 多 雨地帯 が あ る。 また,地 中海 沿 岸 部 とザ ー グ ロス山地 の北
くの

部 か ら西部 にか けて ブナ林 を一次林 とす る地中海性気候帯 が伸 びてい る。 夏は

中緯度高圧帯 におおわれ雨が少 ないが冬 には低気圧の活動で降 雨が訪れ温帯冬

雨地帯 であ る。 ただ,今 日で は自然林 は姿を消 しa山 岳地帯 を除いて農地化が

進 み,柑 橘類 や ブ ドウの果樹 農業 と麦類 を中心 と した穀作農業 が営 まれ てい

る。

この温帯気候帯 と沙漠気候帯 の間 にはステ ップ気候 の一帯 がある。 ステ ップ

は本来,中 央 アジアに広 が る温帯草原 の地帯 を呼んだ地域的名称 だが,ケ ッペ

ンは これを植生 区分 として半乾燥地 のイ ネ科や ヨモギな どの草が生 え}潅 木 な

どが疎林 を形成す る気候帯 に拡大 して用 いた。夏季高温の西ア ジアでは年 間降

水量 が おおよそ300～500mmの 範 囲 の地域 が ステ ップに相 当 し,農 地 と放牧

地の拡 大や燃料用 に木を伐採 したことで今 日では林 の多 くは姿を消 してい る。

農耕 や牧畜な ど自然への依存度が高 い生産活動 は植生 によ ってその特徴 を捉

え ることが 可能であ り,こ うした植物相 は農業の条件を知 る上での手がか りに

な る。地中海性気候帯 とステ ップで 言えば,沙 漠気候帯 と同様 にかつ ては牧畜

民や遊牧民 の生業 の場 をな していた。牧 草 は不足気味 であ り,灌 概 による牧草

生産 によ らない限 り集約 的な牧 畜 は難 しい。 このため放牧地を季節的に移動す

る移牧 や遊牧 が一般的であ った。 しか し,気 候条件の違 いか ら家畜 の種類 に違

いがみ られた。沙漠気候帯 の遊牧民,た とえばベ ドウィンのセな家畜 は ラクダ

であ ったの に対 して,草 の量 が相対的 に多 くしか もよ り柔 らかな草が生え るこ
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とか ら羊 とヤ ギが 多 く飼 養 され て きた。 また,降 水 量が 多 い ほ ど草 の生 産 力 は

大 き く,七 地 の もっ家 畜 の扶 養 力 は降水 量 と相 関性 を も って い るか ら,よ り多

くの家 畜 を生産 す る能 力 が あ り人 口 もまた多 く扶 養 され た。 例 え ば,イ ラ ンで

は1g世 紀 半 ば に1000万 人 前後 の人 口が あ った と推定 され て い るが,こ の4分

の1を1 _;し て ステ ップを活 動 の場 とす る遊 牧 民 が 占め て い窪.西 ア ジ ァの ス

テ ップ気候帯 ではまた天水 のみ による農業生産が 可能 であ り,農 業 も農耕 と牧

畜が複合 した経営を特徴 と して いた。家畜の飼料 と して は周辺 の草地 が利用 さ

れ,か な り遠方の季節的 な放牧地 に移動 す る移牧 も一般的であ った。つ ま り,

農耕 と牧t*i!生 業形態で いえば農民 と遊牧民が ともに生存で きる環境 にあ り,

このため土地をめ ぐる農民 と遊牧民 が競合 した時代があ った。 しか し,今 目で

は人 口圧 と農業 の機械化 によ って農地 が限界地 にまで広 が ってい る。

農業 の条件 とい うことで は,ス テ ップや地 中海性気候帯 は灌概 な しで も農業

生産 が可能な ところを含 み,こ の点 で沙漠気候 と大 きな違 いがある。晩秋か ら

春 にかけた季節が雨季に当たるいわゆる冬 雨地帯 であ り,こ の雨 に合 わせて冬

作 を圭と した農業が発達 した。冬作 の中心 は小 麦 と大麦であ る。 ただ,雨 量 が

少 ないために灌概農業 と比 べ ると生産性 は低 く,乾 季であ る夏 には土壌 は乾 き

夏作生産 の環境 はよ くない。夏季の乾燥が厳 しいために夏作の栽培 は制限を受

け,農 牧複合経営 も牧草や カブを輪作体系 に組 み込んだ西欧 にみ られ たような

集約 的な ものではな く休閑農業 を特徴 と して いた。生産 力を高い水準 に押 し上

げる集約的農業へ の転換 には ここで は灌概が条件 とな るのであ る。

しか しt半 乾燥地帯 では雑草 との対決がそれ ほど深刻で はないため,作 物の

栽培化 は灌概 を条件 と したオアシスよ り容易で あった。 この ことは農業 の起 源

をた どる上 で興味深 い事実 を提供 して くれ る。 採集 と狩猟の中か ら農耕 と牧畜

が初あて出現 したのは,ほ ぼ1万 年前,西 ア ジアの地中海性気候帯 とステ ップ

にお いてであ った ことが考 占学 の遺跡調査 によって知 られている。 もっと も起

源 とい うことで は交渉のなか った複数 の地域 を挙 げるのが妥 当と思 われ るが,

西 アジアで は,今 日の農業 に とって と くにす ぐれた環境 とはいえない半乾燥地

が舞台 となったのであ る。氷河が後退 し温暖化 がは じまった当時 の植生 を花粉
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分析か ら推定す ると,な らやか しが疎林 を作 り,麦 類や豆類 また亜麻 な どの野

生種 の群落 を羊 ・や ぎなどの有蹄類 が群 れをな して棲息 していた風景 が浮か び

上が(5)。農耕 はこうした群落 をっ くる植物 の栽培化で,牧 畜 は群を なす有蹄類

の家畜化で始 まったが,こ の地方の気候が小 さな集団 と簡単な道具 によ って農
くの

業を行 うには適 した環境であ った と考え られ るのである。 その後,小 麦 の改良

種が加 わ り,羊 や山羊に加えて牛 などが家畜化 されなが ら今 日に至 るまで この

地方 に特徴的 な農耕 と牧畜 の複合 した農業 の原型 がで きあが った。 つま り,低

位 の技 術 と小 さな集 団で農業 を行 うに は適 した環境 であ った とい うこ とで あ

る。農業の中心が高度 な灌概 の技術 を要す るオア シスに移 るにはさ らに高 い生

産力 と人 口を必要 と した。

3.イ ラ ンにお け る自然条 件 と農業

次 に,本 稿 で 主 に対 象 とす る イ ラ ンにつ いて農 業環 境 と して の 自然 を概観 す

る。 イ ラ ンの国 土 面積 は 日本 の約4倍 あ るが,こ こで も気 候 は複雑 で あ り農業

の条 件 は一 様 で はな い。 国土 のお よそ4分 の3は 年 間降 水量 が300mm以 下 の

乾燥 地 で 占め られて お り,地 形 は この乾 燥地 を底 と した縁 の一 部 が欠 けた スー

プ皿 の よ うな 巨大 な盆 地 構造 を な して い る。1111の最底 部 に 当た る巾央 の盆地 に

ル ー トとキ ャ ビー ルの2っ の大 沙 漠 が位 置 し,Illlの縁 は アル ボル ス山脈 や ザ ー

グ ロス山地 な どの高 地部 か らな って い る。図1-2に 降 水 量 の分 布図(図1-1)を

重 ね る とわ か る よ うに,乾 燥 度 は周辺 部 か ら大盆 地 の底 に向 か うほ ど高 く}植

生 も これ に したが って希薄 に な る。 沙 漠 で は植生 ら しき もの が存 在 しな いが,

周 辺 に向 か うに した が って乾 燥 に強 い宿根 性 の草 が登 場 し,さ らに この外 側 の

山地 に至 りステ ップ と地 中海 性気 候 の植生 が現 れ る。

こ の山 地 は河 川 の 流 れ で い え ば分 水 嶺 を な して い る。 スー プ 皿 の 中 央 に 向

か って流 れ る河 川 は乾 燥 した 大盆地 の 中央部 に 向か って流 下 し,オ ア シスを潤

して そ の多 くは沙 漠 に消 え る。 一 方,1皿 の外 に向 か って流 れ る河 川 は カ ス ピ海

や ペ ル シ ア湾 に流 れ込 み こ こに沖 積 平野 を作 る。 イ ラ ンの 主要 な農 業 地帯 で あ

るオ ア シス は この分 水 嶺 の 内側 にあ り,巨 大 な 皿の縁 か ら盆 地 に向 か って下 る
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図1-2 イランの地形図

(253)

鑛

/曝

欝

糠噂

帆

櫃

3

糾
ブ
＼嘉熱

激
鶴灘樽

内 陣 盆 地 と ペ ル シr湾 ・内 海 と の 分 水 嶺

● マ ル ヴ ダ シ ト地 方

(出 所)A.Birken,TubingenAtlasdesVorderenOrient,OniveresitatTubingen,BIX16,

1986

乾燥 地 に大盆 地 を囲 んで ドー ナ ッ ツ状 に分 布 して い る。 年 間 降水 量で はお お よ

そ50～300mmの と ころ に当 た る。 こ こ に ブチの よ うに点 在 しそ れぞ れ が 日本

の沖 積平 野 並 みの規 模 を もって い る。 占代 以 来,こ こに潜在 す る地 ド水 や地 表

水 が開 発 され農業 地 帯 が開 か れて きた。
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図1-3イ ランの気候 分布 と農耕地

農業地帯 ● 並な オア シス都 市

(出 所)P.Beamount,TheMldd如East・AOω97α ρ肋 α'Study,London=JohnWiley&Sons

Ltd.,1976,pp,448-449よ り 竹ワ戊o

表1-1主 要 なオ ア シス都市 の年 間降水 量(1961～70年,mrn)

ア ヘ フ ン

イ ス フ ァ ハ ン

シ ー ラ ー ズ

ケ ル マ ン

zoo

97

289

139
-1一

マ シ パ ッ ド

セ ム ナ ン

ヤ ズ ド

ザ ヘ ダ ン

222

125

52

91

(出1?斤StatisticalC(,ntreofIran,StatisticalY〔 ♪arb()okoflran197374,

p.17)
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表1-2イ ラ ン各州 の農地 率 と灌溜i地率

州名 農地率 灌概地率

a 非灌概農業地帯

ク ル デ ィス タ ン 14.7 16.5

ケ ル マ ン シ ャ ー 2U.6 2p.2

ホ ー ラ マ バ ー一 ド 9.8 30.3

b 灌概が条件 となる地方

ケ ルマ ン 1.6 s7.o

エ ス フ ァ ハ ン 1.4 79.2

C aとbの 複合 した地 方

フ ー ゼ ス タ ン 9.8 52.6

フ ァ ー ル ス 1.6 41.2

ホ ラー サ ン 5.0 58.0

(出 所)イ ラ ン農 業 統 計,1960,35ペ ー ジ

表1-3主 要な内陸河川の流水量

(251)

最大 最小(㎡/sec)

ザーヤ ンデ川50010

カラジ川1234.2

ヘルマ ンド川16307 .5

ザールイン川3004

(出所)IranAlmanac,】966

る。 これ に対 して ステ ップや地 中海 性 気 候帯 で は,

なた め に 山岳地 や急 傾 斜地 な ど地 形 的制 約 を受 けな い と こ ろは おお む ね農 地 化

が 可能 で あ り,し たが って農地 分布 も密 に な る。 表1遭 は これ を州 ごとにみ た

もの で あ る。 非 灌 概農 業 の優越 す るaグ ル ー プの地 方 は,非 灌 概農 業 の限 界 地

に位 置す るbグ ル ー プ と比 べ て農地 率 が格段 に 高 い。 しか し,農 地 に占 め る灌

概地 の割 合 で はbグ ル ー プが 高 く7～8割 を 占め,乾 燥 地 が灌 概農 業 地 帯 で あ

る こ とを示 して い る。 た だ,2,3割 ほ ど の非 灌 概 農地 が あ るが,こ こで の乾 地

農 業 は水 不足 の た め著 しく不安 定 で あ る。

こ う して み る と,農 業 の環 境 とい う点 で 乾燥 地 は ス テ ップや地 中海 性 気 候 帯

よ りも劣 って い るよ うにみ え る。 天 水 依 存 の農 業 に は不適 で しか も水 の豊 富 な

外 来河 川 を もっ ナ イル川流 域 な どと比 べ る と地 表 水 も地 下水 もそ の潜 在 量 が 少

農地分布図をみ ると,沙 漠地

帯 にはあぼ しい農業地帯 はない

ことがわか る。 ここか ら周辺 に

向か うに したが って オア シスに

点在 す る農業地帯 が現 れは じめ

る。 そ して,周 辺 の山地 と くに

ザ ーグロス山地 に向か って農地

はさ らに増加 し,年 間降水量が

お よそ300mmの 線 を境 に して

農 地 率 が 急 に高 くな る。 これ

は,こ の線 が非灌概農業 の限界

線 に相 当す るためで あ る。300

mmを 切 るところでは,農 業 は

灌概 を条件 に成 り立ち灌概水利

に恵 まれ た ところに農地 が分布

している。 非灌概で麦 も生産 さ

れてい るが あ くまで補助的で あ

降雨のみで農業生産 が 可能
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図1-4イ ラ ンにお けるオ ア シスの概 念図

ガナー ト 〔=コ 農耕地

Oガ ナー ト灌概村
口 都 市

● 河川灌概村

な い。 表1-3は イ ラ ンの代 表 的 な河 川 とそ の流 水 量 を示 した もの だが,内 陸河

川 は一 般 的 に は流 量 が少 な く乾 季 に は伏 流 す る貧 弱 な もの が多 い。 しか し,近

代 以 前 に農 業 地帯 と して発 展 を みせ たの は,大 盆地 を ドーナ ッツ状 に囲 む乾燥

地 で あ った。 こ こに ブチ の よ うに点 在 す るオ ア シスが イ ラ ンの セ要 な農業 生 産

力 の基盤 を な し都 市の 多 く も この オア シスに 立地 して い た。 これ は灌 概農 業 は

非 灌 概 農業 と比 べ て高 か ったか らに ほか な らな い。 図1-4は オ ア シ スの概 念 図

を 示 して い る。 周 囲 の 山 は樹 木 が ほ とん どみ られ な い侵 食 を 受 け た岩 山 で あ

り,そ のす そ野 に平 原 が広 が りこ こに農業 地 帯 が 開 けて い る。 これ はオ ア シス

ー 般 に共通 す る景観 で あ る。 内 陸河 川 は[li地 の降 雨 や融 雪水 を集 め て 内陸盆 地

の沙 漠 に向 か って流下 し,途 中 で オア シスを潤 して,そ の下流 で塩 の湖 に流 れ

込 む か伏 流 して消 滅 す る。 またLl麓 に は 豊富 な地下 水 が あ り湧 水 のみ られ る と

ころ もあ る。
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この よ うに多様 な水 源 か ら灌 概用 水 が獲 得 され る と ころ に オア シスが形 成 さ

れ て きた が,規 模 の大 きな農 業地 帯 が成 立 す るに は地 形 が 平坦 で あ る こ とが 条

件 と な る。 オ ア シ スは概 して広 大 な平 坦 地 か らな り,こ の点 で 山間部 の農 業 地

帯 と きわ だ った違 い を示 す。 山間部 の傾 斜地 で は,ス プ リンク ラーが普 及 す る

以 前 に は灌 概 のた め に段畑 の形 成 が必 要 とな り,こ の た め農地 規 模 も小 さな も

のが 多 い。

地形 は地 殻 変動 と侵 食 に よ って長期 に形 を変 えて きた。 イ ラ ンの背骨 を なす

ザ ー グロ ス山地 は,標 高 が1000な い し2000m,そ の幅 は300な い し600キ ロ

f7}

に及 び,摺 曲運動 によ ってで きた多 くのlIlの連 な りで構成 されている。 しか し

その地形 的景観 は複雑 で,山 地 の東側 と西側 とで対照をな し,中 央か ら西側 に

かけた一帯 は地殻 変動 の作用 を比較的 よ く表現 し,}こ に急峻 な山の連 な りと起

伏 の多 い丘陵 で構成 されて いるのに対 して,東 側 は侵食 を受 けて岩が露 出 し,

山脈 の間 に土砂 の堆積 によ って形成 された平坦 部が発達 している。適度の降 雨

があ り叢林 の植生を もっ ところと比べて乾燥地 は地表が裸 出 し機械的 な風化作

用 や降雨時の激 しい流水で侵食を受 け易い。 この堆積が広 い平坦 部を山脈 の間

に形成 し,オ ア シスの多 くはこの平坦部 の開発 とりわ け水利開発 によ って形

図1-5ガ ナー トの構造

d

f

..一ｺ一

(注)地 ド水路 はその長 さがlkm前 後か ら'3⑪kmを 越 え るもの まで多様だが,5～10kmの

規模 を もっ ものが多 い。
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成 され た(図1-17)。 また,北 部 の アル ボ ル ス山脈 の南側 で は,降 水 量 に比較 的

恵 まれ た この山脈 か ら流 下 す る河川 や 地 下水 が,山 麓 の扇状 地 に続 く平 坦 部 に

オ ア シ スを発 達 させ た。

オ ア シ スの地 下 水 を利 用 す る水 利施 設 と して よ く知 られ て い るの が ガナ ー ト

で あ る。そ の歴 史 は古 く起 源 を6000年 以 上 も遡 る ことがで きる。図1-5か らわ

か るよ うに,母 井 戸 と長 い地 下 水 路 そ れ に建 設 と修 理 の た め の多 くの竪坑 とか

らな り,山 か ら流 下 す る地下 水 を地下 水路 に よ って重 力 に抗 す る ことな く地 表

に導 く構造 を特 徴 と して もっ た め,ll麓 に続 く平 坦地 の オ ア シ スに適 合 した水

利施 設 とい うこ とが で きる。 母 井 戸 は,良 質 で豊 富 な 地下 水 が流 下 す るLI」裾 近

くに掘 られ,深 さ は10な い し30mの もの が 多 い。 母 井 戸 か ら伸 び る地 下 水路

は帯 水 層 を貫 き この水 を集 めて1万 分 の1な い し2の 緩 い傾斜 で流下 し水 路 が

地下 か ら地 表 に現 れ た とこ ろか ら農地 が開 け る。 この ため,地 下 水 路 の長 さは

地下 水 の深 さ と地形 によ って決 ま り,井 戸 が深 く地 表 の傾斜 が緩 い と ころで は

30キ ロメ ー トルを越 え る長 い もの もあ る。 しか し,イ ラ ン全土 で み る と5な い

し10キ ロ メー トル の もの が多 く,そ の数 は代 替 的 な 水利 施 設 で あ る ポ ンプ揚

図1-6マ シバ ッ ド市 周辺 のガナ ー トシ ステム

黛 、

＼ ・
路隙弛ト

路
一
水

ナ
表

市ドノハシ

ガ
地
村

マ

(出 所)P.Beamount,op.cit,P・101
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水 井 戸 が普 及 す る以 前 に は3万 な い し4万 あ った と いわ れて い るが,そ の多 く

が オ ア シス に分布 して いた。

図1-6は,ガ ナ ー一トが 主 要 な灌概 手 段 を なす イ ラ ン北 東部 の マ シパ ッ ド地 方

の オ ア シ スを傭 瞼 した もの で あ る。 山 に挟 まれ た広 い谷 平 原 に は,そ の中央 を

川 が縦 貫 し,山 裾 か ら沢 山 の ガナ ー トが 谷平 原 に向 か って伸 びて い る。 この地

方 の ガ ナー トもそ の 長 さが5な い し10キ ロ程 度 で あ り,地 下 水 路 の 出 口付 近

に集 落 が形 成 され この集 落 の位 置す る先 か ら農地 が 開 けて い る。 こ う した水利

施 設 に は歴 史 が刻 まれて お り,今 日み られ る よ うな大 規模 な農 業地 帯 が 成 立す

る まで に は多 くの労 力 と資金 が っ ぎ込 ま れて きた。1キ ロ メー トル掘 るの に農

民20人 ない し50人 の年 収 分 に相 当す る費用 が か か ると 言われ て おfig},ま た地

下 水 路 は壊 れ やす く土砂 が た ま るた め に修 理 と土砂 の除 去 に毎年 多 くの労 働 が

必 要 とされ る。 しか し,こ の オ ア シ スにみ るよ うに無 数 の ガ ナー トが掘 られ て

き たの は,こ の 建 設 と維 持 の費 用 を補 って ト分 な余 剰 が獲 得 で きた か らで あ

る。

要 す るに,オ ア シ ス は大 沙 漠 を ドー ナ ッ ツ状 に囲 む,年 間 降 水 量 で は50～

300mmのIIIに 続 く標 高800な い し1200mの 平坦 部 に位 置 し,河 川 や地下 水 が

豊か な と ころ に開 発 され た農 業地 帯 で あ る。 歴 史の 各 時代 で 中央 や地 方 の権 力

者 はオ ア シスを制 す る こ とに よ って安定 した支 配 と文化 を維持 し水 利事 業 に熱

意 を示 した が,こ れ はオ ア シスが高 い生 産 力 を保 証 す る潜 在 力 を も って い たか

らに ほか な らな い。

4.灌 慨農業 と乾地農業 の生産性比較 と農地利用 の類型

次 に,農 業生 産性 お よび農地利 用 の形態 を気候 との関係 でみ てみ よ う。乾

燥 ・半乾燥 の気候 は農業 に様々な面で制約要因 とな った。非灌概農業で は,水

の不足 は作物 に とってマイナスの要素であ り収量 に影響 したが}ま た栽培作物

の種類 と農地 の利用 を も制約 した。 夏季 が乾燥高温 の気候 であ ることか ら夏作

に とっての環境 は悪 く,降 雨が450mmを 越 え るあた りで乾燥 に強 い作物 の栽

培が初 めて可能 とな る。一方,灌 概農業 は湿潤地 と同 じ環境 を作 る ことが 可能
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とな るか ら灌概用水が豊富 に

供給 されれば作物 に とって乾

燥 は直接 的な制約要 因 とはな

らない。 ただ,水 の絶対量 が

不足 す るところで は耕地 への

供給量 が制限 され るために乾

燥 はや は り制約要 因 とな る。

この点で,イ ランの多 くの オ

ァシスは水不足 を条件 として

成 立 した農業 とい うことがで

きる。

乾燥 ・¥/乾燥地 で は,灌 概

の有無 が生産性 を大 きく規定

す ることか ら灌概農業 と非灌

概農業 の間 に明確 な区別 が さ

西 アジアの農業 と社会17

表14シ リアの非 潅1既小 麦 の県別 平均 単収 と主 要

都市 の年間 降水量

年間降 水 量(mm)11ha当 り収 量
(1988-89有 三)(1989勾 三,kg)

一
ダ マ ス カ ス1

ア レ ッポ

ノ＼マ

ア ル ハ サ ケ

タル トウ ス

リ ッ トキ ァ

115

223

240

182

540

588

264

461

428

×06

988

1,685

(出 所SyrianRepublicMinistryofAgricultureand

AgrarianReform,TheAnnualAgricultural

StutisticalAbstract1989,p.41)

表1-5シ リアの非 潅溜i小麦 のha当 りの収 量 推移

(全 国 ・ド均,kg)

1984年

1985研

1986年

693kg1987[#三

1,035kg1988臼 占1

1・350kg1989年

988kg

1,609kg

432kg

(出所 同f-,P,41)

れて きた。 イ ラ ンで は前者 を アー ビー,後 者 を デ イ ミー と言いf作 物 もま た灌

概 の有無 で,ア ー ビー小 麦,デ イ ミー小 麦 と区別 して呼 ばれ て い る。1960年 の

農 業 統 計 か ら麦類 の作付 け面 積 と土地 生 産 性 を比 較 す る と,面 積 で は ア ー ビー

が173万ha,デ イ ミー が348万haで あ り,デ イ ミー は ア ー ビー の2倍 強 だ

が,ha当 た りの 収 量 は ア ー ビー が1182kg,デ イ ミーが482kgで,こ の 間 に

2.4倍 の 開 きが あ った。また,言 うまで もな いが,非 灌 概 農 業 で は降 水量 が多 い

ほ ど土地 生 産性 は高 く相 関 性 が高 い。 降水 量 が少 な い と単収 は低 く,一 般 に乾

地 農業 と呼 ばれ る乾燥 ・半乾 燥地 の環境 に適 応 した非灌 概 農 業 も年 闇 降 水 量 が

300mmを 切 る と経 営 と して成 立 しな い。 表1-4は,シ リアの事例 で非 灌 概小

麦 の 単位 面 積 当 た りの平 均 収 量 と主要 都 市の年 間 降 水量 を県 別 に示 した もので

あ る。 都 市の 降水 量 はそ の県 を代 表 して い る とは必 ず しもいえ ず あ くまで も目

安 に過 ぎな いが,相 関性 が お お よそわ か るで あ ろ う。

降 水 量 の限 界生 産 性 が 大 きい こ とは,ま た降 水 量 の毎年 の変 動 で収 量 が 大 き
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表1-6マ ルヴダ シ ト地方における く変 動 す る こ とを 意 味 して い る
。 しか も乾

集間降水量と糊 小麦の収 燥 ・糀 燥 地で は季節 的変動 も大 きいか ら,

降 雨 の 不 規 則 性 に よ って 収 量 は 大 き く左 右

され,こ の こ とが乾 地 農 業 を不 安定 で危 険度

の高 い もの と して い る。表1-5は これ を シ リ

アの 事例 で み た もの で あ る。 また マ ル ヴ ダ シ

ト地 方 の 一つ の村 の事 例 で み た のが表1-6で あ る。 ただ,表 で は季節 的変 動 が

示 され て いな い。 作 物 に と って は適 時 の雨 が必 要で あ り,収 量 は年 間 の 雨 の総

量 のみ に対 応 しな い。

以 上 か ら推察 で きる と思 わ れ るが,11月 か ら4月 が雨 季 で 夏 が乾 燥 高温 で あ

る乾燥 ・半乾 燥地 で は,年 間 の平 均 気 温 が15～17度 とい う条件 で,農 業 経 営 は

次 の よ うな特 徴 を もっ。

① 年 間 平均 降 水 量200～250mmが 乾地 農 業 の限 界 で あ る。200mmを 切 る

と非 灌 概 で は栽培 自体 が不 可能 で あ り,イ ラ ン中 部 の イ ス フ ァハ ンや ヤ ズ

ド,北 西部 の マ シバ ッ ドな どで は非 灌 概 麦 はみ られ な い。

②300mrn前 後 で は非 灌 概 麦 は栽 培 が 可能 だが,生 産 性 が 著 しく低 くか っ

不 安 定 な た め あ くまで 灌 概 農 業 に補 足 的 位 置 を 占 め る に過 ぎな い。例 え

ば,マ ル ヴ ダ シ ト地 方 で は非 灌 概農 地 は農 地 全 体 の24%を 占 めて い る もの

の非 灌概 の麦 は灌 概農 地 の外 延 部 で栽 培 され,こ れ のみ で農 家経 営 を成 り

疏たせ て い る村 は全 く存 在 しな い。 半定 住 の遊 牧 民居 住 地域 で 乾地 農 業 が

営 まれ て い るが,こ こで は経 営 の 中心 を な す の は牧 畜 で あ り補 足 的 で あ

る点 で は同 じで あ る。

③350mm前 後 が乾 地 農 業 で経 営 が成 り 立っ お お よ そ の限 界 とな る。 もっ

と も地 域 に よ って条 件 の違 い はあ るが,ザ ー グ ロス山 地 で み る と400mm

を越 え るホ ー ラマバ ー ド地 方 の 丘陵 地 で は盛 ん で あ り,北 西 部 の タ ブ リー

ズ周 辺 や トル コの アナ トリア山地 の ア ンカ ラ周辺 で は冬 季 が 寒冷 で あ る こ

と もあ りa350rnm前 後 で も乾 地 農 業 が経 営 と して成 り 、kって い る。 もっ

と も,こ の限 界線 は気温 が低 けれ ば 雨量 が よ り少 な い方 へ と シ フ トし,高

年間降水量 kg/ha
一一_ →皿_

1971年 441mm 270

1972年 153mm 90

1973年 337mm 450
一、._一.._一 一_L 一}一 一四一 一_
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表 凹 年間平均降水量と農地の利用形態

非 灌 概 農 業

450mm以 ド

450～600mm

600～800mm

800mm以L

灌概農業

2イi三1fノ{三

2イrlf乍,3イi{2f乍,

2年2作,1年1作

1年1作 ～1年2イ 乍

2壬f三1イ ノ芦～2{F5イ ㌃三

(麦 のみ)

2年2作(麦 と夏作 の輪作)

(麦 と夏作 の輪作,夏 作 の 単作)

(麦 と夏 作 の 輪 作,夏 作 の 単作 な

い し輪作)

(多 様 な作付 け体 系)

(年 平均気温 が15度 前後の イラ ンおよび トル コ中西部 の事例 による)

けれ ば逆 に シフ トす る。

水 の条 件 の違 い は栽 培 作 物 の種 類 や農地 の利 用 の あ り方 に も影 響 す る。 栽培

作物 で は灌 概 農業 で 選択 の幅 が広 く,非 灌 概 の乾 地 農業 で は降水 量 が少 な い ほ

どそ の幅 が狭 ま る。 前者 は通 年 で灌概 が 口∫能 な た め高温 乾 燥 の夏 も各 種作 物 の

栽 培 が 可能 で あ るの に対 し,後 者 で は夏 季 にお け る蒸 発 が激 しく作 物 も乾 燥 と

の競 争 に さ らされ るため,乾 燥 度 の高 い とこ ろで は栽培 自体 が不 可能 で あ る。

年 間 降水 量 が450mmを 越 え るあた りか ら夏作 栽 培 が み られ 出す が,こ の場 合

も耐 乾性 の作 物 に限 られ る。 つ ま り,非 灌 概 農 業 で は栽 培 作 物 が乾燥 度 に よ っ

てa;的 に規 定 され る。 表1-7は この関係 を イ ラ ンと トル コに お け る筆 者 の観

察 に よ って類 型化 した もの で あ る。

乾燥 と農 地 利 用 の形 態 の関係 をみ ると乾 燥度 が 高 い ほ ど利 用率 が低 くな る。

乾 地 農 業 が 経 営 と して 成 りIyつ に は年 間 の平 均 気 温 が15度 の と ころ で350

mm以Lの 降 水 量 が必 要 だ が,こ の降 水 量 で は夏作 は基 本 的 に不 ・∫能 で あ り,

農 地 の利 用 は麦 単作 の2年1作 とな る。 麦 の作付 け頻度 は降 水 量が300mmを

切 るよ うな限 界 地 で は さ らに低 く,雨 季 が始 ま る晩 秋 に雨 の到来 が遅 れ る と播

種 が で きず結 果 と して3年 な い し数 年 に1回 とな り偶 然 的性 格 を帯 び る。

450mmを 越 え るあ た りか ら夏作 が み られ は じめ,麦 と夏 作 の隔 年 で の 輪作

が ・∫能 とな る。 しか し,こ の場 合 の夏作 は乾燥 に強 い作 物 に限 られ,比 較 的 多

様 な作 物 が み られ るの は600mmを 越 え た あ た りか らで あ る。 これ を トル コの

ア ナ ト リア高 原 で み る と,年 間 降水 量 が350mmの ア ンカ ラ周 辺 で は2年1作
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の麦 の単作地が広が っているが,こ こか ら東南方 向に向か うと徐 々に トウモ ロ

コシが現われは じめ,さ らに年 間降水 量が500mmの カイセ リに至 るとピー・ト

や じゃがい もが登場す る。 また,イ スタ ンブールの西の年間降水量 が600mm

の辺 りで ひまわ りが現 れ るが,い ず れ も麦 との隔年 での輪 作で栽培 され てい

る。 もっとも,近 年 スプ リンクラー灌概が普及 し,カ イセ リ周辺の じゃが い も

で 言えば単収が2倍 以上 に高 まった。 これは逆 にいえば非灌概 による夏作 の単

収がか な り低 い ことを示 している。

一方
,灌 概農業 は通年 で灌概 を行 うことが 可能であ るか ら夏季 の栽培作物 に

制約 が基本的 にはない。灌概 を頻繁 に行 い水集約化 を進 めれば農地 の利用率 も

高め ることが 可能であ る。例えば,ト ルコの地 中海沿岸地 帯の綿作地帯で は連

作 されf水 量が 豊富 なナイル流域で は2年5作 や2年4作 の輪作 で非常 に集約

度 の高 い農業が営 まれてい る。 しか し,灌 概農業地帯一般で農地 の高 い利用率

が実現 されて いる訳 ではない。 灌概用水量 が絶対的に少 ないところで は,集 約

度 を高めるよ りも作付 け地 を移動 す る方が高 い収量 を得 られ るのであ り,園 芸

的に野 菜を栽培す る近郊農業や集落 に隣接 した園地を除 くとイ ランのオアシス

もこの理由か ら農地 の利用率 は決 して高 くない。

以上 か らわか るよ うに,乾 燥 ・半乾燥地帯 では灌概農業 と非灌概農業 を問わ

ず水 は制約要素 であ った。降水量 の不足であれ灌概用水の不足 であれ,水 の不

足が農業生産 の基本 的な条件 とな っていた。で は,こ の条件 の もとで農民 はど

のよ うな技術 を もって再生産 をはか っていたのか。次 にこの技術 について乾地

農業 と灌概農業 に分 けて検討 してみ ることとす る。

二 半乾燥地の乾地農業と伝統技術

1.農 耕 方 式

半乾 燥 地 は降水 量 の変 動 が激 しい。 あ る年 に500mmを 越 えて も次 の年 も同

程 度 の雨 量が あ る と は限 らず,数 年 に一 度 は 皐魅 の年 が訪 れ る。 ま た時 期 的 な

変 動 も大 き く雨 は気 ま ぐれ で適 時 に雨が あ る とは限 らな い。 表1-8は,ヨ ル ダ

ンの ア ンマ ンか ら北 へ30kmほ ど の気 象 観 測 所 に お け る降 水 量 を示 して い る
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表1-8ヨ ルダ ンの ア ジル ン地 方 にお ける降水量

年lll月
閉■

12月 1月 2月
ll

3月14月
一一一

76116

109126
1

150126

年
　一

1954-55140

1955-561144

19565719

_一一

98

123

132i

2

113

87
1

4s

33

133

5月

6285mm

!i558mm
71595mm

1957-58・66173197i1161141476mm

l958-5921358714941101323mm

　　二:0153一壷L量 劃 一量L墨 ⊥1鍵
(出所)Antoun,R.H.,ArabVillage,Bloomington,197,p.4

が,こ の 地 方 の 農 業 の 不 安 定 性 が うか が え る。 一 般 に 非 灌 概 農 業 は安 定 度 の乏

しい農 業 と い って よ い。

こ の気 候 を 条 件 に 営 ま れ る農 業 は技 術 的 に ど の よ う な特 徴 を も って い る か,

イ ラ ン と ヨル ダ ンの 具 体 的 な 事例 で み る こ と に す る。 対 象 とす る の は ザ ー グ ロ

ス山 地 の 背 骨 の 西 側 に位 置 す る ホ ー ラ マ バ ー ド地 方 と ヨル ダ ン渓 谷 の 東 岸 の 台

地 に あ る ア ジ ル ン地 方 で あ る。 前 者 は1970年 代 半 ば に 筆 者 に よ って,後 者 は
Cy)

1960年 代 初 め にR.ア ン トンに よ って調 査 され た。 いず れ の地 方 も11月 か ら

翌 年 の4月 までが 雨季 に当 た る冬 雨地 帯 で あ り,年 間 降 水 量が 早越 の年 を除 く

と450ミ リ前後 の 半乾 燥 地 帯 に位 置 して い る。 夏 季 は いず れ も高温 乾燥 だ が,

冬 季 は ホー ラマバ ー ド地 方 が山地 にあ るた め低 温 だが ア ジル ン地 方 は比 較 的温

暖 で あ る とい う点 で違 いが あ る。 まず農 事 暦 を もとに農耕 方式 を概 観 して み よ

う。

1)ホ ーラマバー ド地方の農事暦

ホ ー ラマバ ー ド地 方 はザ ー グ ロ ス山地 の 中西 部 に位 置 して い る。 山 が入 り組

み農 地 は この山 の間 に開 け た平 坦 部 と緩 傾斜 地 に広 が り,平 坦 部 で灌 概農 業 が

み られ る もの の傾斜 地 で は天 水 依存 の乾 地 農業 が営 まれ て い る。 栽 培 作物 は冬

作 の小 麦 と大麦 が 中心 を な し,と もに主食 で あ るパ ンの原 料 で あ り,大 麦 は家

畜 の飼 料 と して も利 用 され る。 ま た,夏 作 と して家 畜 飼 料 で あ る牧草 や野 菜 そ

れ に工芸 作 物 が一栽培 され て い るが,そ の割 合 は高 くない。
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表1-9ホ ー ラマバ ー ド州 にお け る作 付 け面積 と

灌灘地 率

X241)

年間 作付 け面積
(1000ha)

麦(小 麦 と大麦)

綿 花

雑穀

L芸 作物

野 菜

飼料

灌概地率
cis
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1:∴ll:l
o.iioo.0

1.3100.0

9.251.9

10.569.8

(出 所)イ ラ ン統 計 局,『 イ ラ ン農 業 統 計 』1960,P・59 ,

60

図1-7ホ ー ラマバ ー ド地 方 の乾 地農業 の農事 暦

1211';1

　ヘ ユ　へ　
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.._.治 ピ

皿 小麦の作付期間

誌一鳳 刈跡地放牧期間

・。。・.・ 降雨期

6

非灌概麦 は降雨 の到来 とと も

に種 まきが始 まる。 しか し,降

雨がなか なか来ない時 には,空

を見上 げて降 雨が来 るのを期待

して播種作業 に入 る。 播種後 に

適度 の雨が あれば作付 けは一応

うま くい った ことになるが,雨

が来 なければ種 と労 力を失 うこ

ともあ り,ま た傾斜地で は豪雨

があ ると種 も流れ て苦労が報わ

れない ことにな る。

農地 の利用形態 は一様 で はな

い。 平坦部 の灌概農地で は麦 と

夏作 を輪作で利用す るところが

多い。 しか し,緩 傾斜地 の乾地

農業地帯 には麦の 単作地 が広が

り,こ の地方 の農地全体 の4分

の3近 くは非灌概麦 の単作地 と

な ってい る。 夏季 は気温 が高 く

かっ乾燥 が厳 しく夏作 には適 し

て いな いとい うことが この理 由

である。 農地 は休閑 を挟んで麦

の2年1作 で利 用 され る ことが

多 い。

11月 の播種 に先 立ち9月 な い し10月 に耕起 が あ る。 トラク ター一の普 及 後 は

プ ラ ウが 使 わ れ たが,60年 代 前 半 まで は雄 牛2頭 で牽 引 す る黎 が 用 い られ た
。

耕 す こ とで土 壌 を砕 き保 水 力 が 高 め られ る。 播 種 は手播 きに よ る。 抱 え た袋 か

らっ か み と りば ら蒔 く散 播 の方 式 で あ る。 イ ラ ン東部 に は黎 に種 撒 き用 の筒 の
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つ い た いわ ゆ るseedploughが 夏作 に使 わ れて い る と ころが あ るが,麦 に限 っ

て い え ば手 撒 きが一般 的で あ り条 播 は ほ とん どみ られ な い。

播 種 に続 いて砕 土 作業 が あ る。 トラク ター によ るデ ィス クハ ローで あ り,上

を砕 い て平 らに しさ らに種 を土 で覆 い,砕 ⊥,均 平,覆 土 を兼 ね て い るが,機

械 化以 前 に は黎耕 また はマ ー レ(maleh)に よ るいわ ゆ る杷耕 が行 われ た。マ ー

レは,お よそ120cm×30clnの 大 き さを もっ板 に沢[[1の 木 釘 を打 ちっ け た形 を

して お り,人 が この 上 に乗 り両端 の紐 を範 に結 ん で雄 牛2頭 に牽 引 させ た(図1

-8)
。 この同 じ目的 を もっ農 具 に ダ ンデ(dandeh)と 呼 ばれ るサ メの 歯 を 、`rてた

よ うな形 を した農 具 を使 う地 方 もあ り,ま た黎 で代 替 させ ると ころ もあ る。杷

耕 は雨 に よ る種 の流 出 を抑 え る効 果 も もち,ま た発 芽 を促 す 上 で欠 か せ な い作

業 とな って い る。

また,化 学 肥 料 の普 及後 に は播 種 に先11っ て肥 料 が 施 され たが,普 及 前 に は

施肥 は一 般 的 で はなか った。 畜舎 に堆積 した家 畜 の 糞が 施用 さ れ る こ とはあ っ

た。 しか し,家 畜 の数 が少 な く しか も昼 間 は放牧 され た ため に畜 舎 の糞 はそ の

量 に限 りが あ り,集 落 に隣接 した園地 や灌 概農 地 に施 され たが,麦 の圃 場 はそ

の対 象 に な らなか った。 この た め地 力 水 準 は低 く,こ の地 方 の小 麦 の収 量 は

700kg/haに 達 しなか った。 も っと も,こ の低 い収 量 は地 力水 準 の低 さだ けが

理 由 で はな く,半 乾燥 地 の乾地 農 業 に運 命 づ け られ た水 不足 も大 き く影響 して

い る。

この よ うに,伝 統 的農 業 で は播 種 期 の作 業 は,黎 耕… 播 種一 杷 耕(牽 耕)の 順

で行 わ れ たが,興 味 深 いの は この一 連 の作 業以 降 翌 年7月 の収穫 まで の 間,

この作 付 け地 に対 して ほ とん ど何 の作 業 も行 われ な か った こ とで あ る。 除草 も

施 肥 もな く耕地 はそ の ま ま放 置 され た。 農作 業 は播 種 期 と収 穫 期 の2っ の 時期

に集 中 して い た。

収 穫作 業 は,刈 取 り 脱 穀 一 風選,の 順序 で行 わ れ た。 刈取 りは半 月状 の鎌

が使 われ た。 撒 播 の た め麦 は株 状 に ま とま って いな い。 このた め刈取 りは腕 で

抱 きか か え るよ うに して束 を つ くり長 い刃 を もっ 鎌 で 麦秤 の中程 で刈 取 と られ

た。 根 刈 りで な い の は,麦 を刈 取 った跡 地 が家 畜 の放牧 場 と して利 用 され た た



24商 経 論 叢 第34巻 第3号

図1-8 マー レによ る記耕

(239)

(注)板 の裏側 には沢Ihの 木釘が出 っ張 ってい る。

図1-9鎌(麦 用)
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図1-11ボ レと脱穀 風景
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め で あ る。 刈 跡 地 は各 農 家 の羊 ・ヤ ギ ・牛 のた め の夏 か ら秋 にか けて の 主要 な

放 牧 場 とな り,畑 に残 され た ワ ラが飼料 とな った。 この 目的 に よ って刈 跡 地 は

囲 い込 まれ る こ とはな く,村 の 共 同放牧 地 と して開 放 され た。 この時期,周 辺

の 山や 草地 も放 牧地 と して利用 され たが,刈 跡 地 の もっ重 要度 はか な り高 か っ

た とい って よ い。

刈 り取 った麦 は脱 穀 場 に運 ば れ,111に 積 まれ て脱穀 作 業 が は じま る。 この作

業 は複数 の農 民 の共 同 また家族 労 働 で行 わ れ る。 このlhを 少 しつ つ ホー クで周

辺 か ら崩 し,こ れ を ボ レ(borreh)で 踏 み回 る ことで 脱粒 し藁 を砕 く。 ボ レは2

頭 の雄 牛 や ロバ で牽 引 され た。 イ ラ ン北 西部 か ら トル コの アナ トリア山地 で は

同 じ作 業 に洗 濯 板 の よ うな筋 目の入 った板 に人 が乗 り家 畜 に牽 引 させ る農 具 が

用 い られ た。

脱粒 の あ とに風選 の作 業 が続 く。 これ は麦粒 と砕 か れ た藁 を風 の 力 を借 りて



26商 経 論 叢 第34巻 第3号 0237)

選別 す るとい うもので,ホ ー クでか き揚 げて藁を飛ば し麦粒を選 り分 ける。麦

粒 はさ らに飾 いにかけて細 かな藁 くず が除去 され る。そ して,脱 穀場 に残 った

藁は畜舎 に運ばれて家畜の飼料 として利用 され る。

麦 の刈跡地 は家畜 の放牧場 と して開放 され るが,放 牧 によって家畜 の糞が落

され,こ れが地力の回復 に少 なか らず効果 あると考えて いる。 もっと も家畜数

が少 ないため地 力回復 に1分 な糞が期待 で きる訳で はな く,地 力維持手段 と し

て刈跡地放牧 を過大 に評価す ることはで きないで あろう。放牧期間 も3,4か 月

で あ り,飼 料 としての藁がな くな る10月 か ら11月 にかけた季節 に黎で耕 され

る。 この作業の 日的 は,一 っ は固結 した耕地 を耕す ことで家畜 の糞や藁を⊥壌

中にす き込 む こと,ま だ一っ は雨季 の季節を迎 えて雨水 の 上壌 への浸透を促 す

ことにあ る。

その後 は,耕 起 した状態で4月 まで続 く雨季を経過 し,雨 季が終 り夏 の乾季

に入 る5月 頃に再び黎 で耕 され る。 この5月 の黎耕 は,雨 季に土壌 を潤 した湿

気が夏季の乾燥高温で土壌か ら蒸発す るのを防 ぎ,さ らに春 に発芽 した草を除

去す るとい う2っ の目的を もち,休 閑期における非常 に重要 な作業 となってい

る。耕起地 はこの状態で夏を経過 して10月 か ら11月 にか けて再び播種 のため

準備作業 に入 るのである。

2)ヨ ルダンのアジルン地方の農作業暦

次 に ヨル ダ ンの事 例 を み て み よ う。 ア ジル ン地 方 の降 水 量 は年 平均450mm

程度 で ホ ー ラマ バ ー ドとほぼ 同程 度 で あ り,表1-Sに み る よ うに年 間 また季節

的 な変 動 が 大 きい。 ただ冬 季 の気 温 が比 較 的 温 暖 な た め雨 季 に合 わ せ た春 作 の

栽培 が 可能 で あ る。 この春 作 の作 物 は レ ンズ豆,ひ よ こ豆,そ ら豆 な どの豆 類

で あ る。 また夏作 と して メイ ズや ゴマが栽 培 されて い るが,† 作 物 は冬作 の小

麦 と大 麦 で あ る。 ク フル=ア ル ニマ ー村 の場 合,麦 作 の 中間 年 に 豊類 を春 作 と

して栽培 し2年2作 で利 用 す る もの,麦,夏 作,春 作 を3年3作 で輪 作 す る も

の が あ る。 しか し,農 民 の多 くは,麦 と ゴマや メイ ズの2年2作 で農 地 を利 用

して い る。 この た め休 閑 の期 間 は麦 の2年1作 の 単作 地 よ りは短 く通 年 で土地
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図H2ヨ ルダ ンのア ジル ン地方 に

お ける乾 地農業 の農事 暦
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を休 ませ て い な い。 図1-12は この農 事 暦

を示 した もの で あ る。 農 地 は2つ に分 け ら

れ 栽 培 作 物 は こ の2耕 地 で 循 環 さ れ て い

る。

農 地 は土壌 状 態 に よ り異 な る呼 ば れ方 を

して い るが,こ の こ とは農 地 の利 用 の上 で

そ れぞ れ に意 味 が あ るため と考 え られ る。

(1)Bur:梨 耕 され て な い休 閑地,ま た

は梨 耕 され な いま まで数 年 間放 置 され

て い る休 閑地 。

(2)Hasid:小 麦 の収 穫 後 の刈 跡 地。 株

が その まま の状 態 で消耗 した土地 とさ

れ る。 刈 り取 り後 に放牧 場 とな り翌年

の春 まで休 閑 の状 態 に あ るが,こ の間

に2回 の黎 耕 が行 われ る。

(3)Krab:ゴ マ や 豆科 植 物 が作 付 け ら

れ たf地 。 豆類 は地 力 を高 め る作物 と

して栽培 され,穀 物 生 産 の た め の 土壌 の肥沃 度 を増 す準 備 段 階 とされ て い

る。

小 麦 と大 麦 は11月 か ら12月 にか け た時期 に播 種 が あ る。 この農 地 は2か 月

前の9月 に耕 され た土 地 で あ る。 雨季最 初 の 雨が いっ あ るか は不確 定 で あ り,

11月 に適 度 の雨 が降 れ ば これ に合 わせ て播 種 を行 う。そ して播 種後 に黎 に よ っ

て耕 され る。 ホー ラマバ ー ドの場 合 と異 な りこの村 で は杷 は使 われ ず,黎 耕 が

杷 耕 を も代替 して い た。 播種 後 にお こなわ れ る黎耕 は土を砕 き十壌 を均 しか っ

種 を土 で覆 う目的 を もつ作 業 と して あ った が,現 代 の トラク ター作 業 で いえ ば

プ ラウ とハ ロー両機 能 を黎 が備 え て い た とい う こ とで あ る。 摯 は,後 に示 す イ

ラ ンの 摯 と同様 に黎 先 が尖 ってお り,L壌 を反 転 させ こ とな くこれ を 切 るよ う

に耕 す の に適 した形 状 を な して い る。
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小麦 は7月 に刈 り取 られ,刈 跡地 は放牧地 として開放 され村 の羊やヤギの群

れが入 る。その後,9月 に摯耕 が行われ る。農民 は,こ の作業が固 ま った表土を

砕 いて土壌 に空気 を入 れ,ま た雨季 にお ける雨の浸透 を良 くして土壌 を潤す効

果があると考えている。

その後}雨 季の6か 月間 ほど休閑状態 におかれ,3月 か ら4月 に黎耕が2回

行 なわれ る。 これ は夏作 の準備作業だが,同 時 に雨季に土壌 を潤 した水分が蒸

発す るのを防 ぐ目的を ももっ と考え られ る。続 いて夏作の播種が あ り,種 を土

壌 に埋めて夏 の 日差 しを避 けて発芽を促す 目的で黎耕が再 び行 われ る。夏作物

は3,4か 月 ほどで収穫 の時期を迎 えるが,収 穫 された耕地 は麦 の場合 と同様 に

短期間で はあ るが放牧場 として開放 され る。そ して,10月 になると冬作 の準備

に入 り,黎 耕が行 われる。

この農事暦 をみ ると,ホ ーラマバ ー ドの場合 と同様 に,麦 作で は播種期 と収

穫期 に農 作業 が集中 し作付 け期間中 はまった く作業が行 われない。 ただ夏作 で

は除草作 業があ りこの点 に違 いが ある。一方,休 閑期 には念入 りな黎耕が施 さ

れ,2年 の作付 け循環 の間に4回 ない し5回 の黎耕があ る。そ して,こ の作 業に

は次 のよ うな多面 的な効果があ ると農民 に理解 されている。

1.固 結 した土壌 を砕 き柔 らか くす る。

2.土 壌 に空気を送 り込 む。

3.刈 株 を土壌 にすき込 み肥沃度を増 して作物 の生育を促す。

3.雑 草 を除 去 して防除を行 う。

4.種 に覆土 し土壌 を均 す。

5.土 壌 に水分 を維持す る。

いずれ も重要だが,降 水 量が少な く作物生産 に とって水 が制限要素 となるた

め,こ の うち土壌 の水分の維持が とくに重要度 が高 い。 この地方 には 「二 回の

黎耕 は一 回の灌概 に相 当す る」 という言い習わ しがあるが,こ れ は摯耕が土壌
(10)

の水 分 を維 持 す る保 水 に有効 で あ る こ とを示唆 して い る とい って よい。
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2.乾 地 農業 にお け る農 法

以 上,イ ラ ンの ホ ー ラマバ ー ドと ヨル ダ ンの ア ジル ンの2っ の地 方 にみ られ

る農耕 方 式 を農 事 暦 を もとに説 明 したが,多 くの 共通 点 が あ るの に気 づ く。 こ

の うち,農 法 の観点 か らと くに注 目され るの は次 の4点 で あ る。

1.か な り長 期 間 に わ た る休閑 期 が あ る。

2.農 作 業 は播 種 期 と収 穫 期 を除 くと休 閑期 に集 中 し,麦 作地 で は1r.毛期 に

農 作 業 は ま った く行 なわ れ な い。

3.休 閑 期 の 主 な農作 業 は黎耕 で あ り,こ の黎 耕 に多様 な機 能 が あ る。

4.刈 跡地 は家 畜 の放 牧 場 と して開放 され る。

これ は,休 閑 と休 閑期 の黎 耕 が農 法上 重要 な意 義 を もって い る こ とを示 唆 し

て い るが,で は保 水,地 力 維 持,ま た雑 草 防 除 に どの よ うな効 果 が あ るの だ ろ

うか,次 に農業 再 生 産 の この3っ の側面 を農 法 の視 点 か ら検 討 して み よ う。

1)保 水

乾地 農 業 が経 営 と して成 り、ヱつ に は,年 間平 均 気 温 が15度 の と ころで 少 な

くと も350mmの 年 間 降 水 量 が必 要 で あ り,よ り高 温 な と ころで は蒸 発 力 が 大

き いた め に さ らに多 くの 雨量 が必 要 とな る。 ちな み にザ ー グ ロ スlh地 の中部 の

乾燥 地 帯 の夏 の3か 月 の水 の 蒸発 量(容 器に水を張 って測定 した数値)は 東 京 の4

～5倍 で あ る。 このた め,雨 水 を な るべ く多 く土壌 に取 り込 み,蒸 発 を防 いで

この水 分 を土壌 に よ り多 く保持 す る こと は農業 技 術 の点 か らきわ め て重 要 な課

題 とな らざ るを得 ない。 乾 燥 ・半乾燥 地 で は降水 量 の 限 界生産 性 が 非常 に大 き

いた め に,こ の技 術 に よ って収 量 が 大 き く左右 され るの で あ る。

ヨル ダ ンの ア ジル ン地 方 で は 「二 回 の摯 耕 は一 回 の灌 概 に相 当す る」 とい う

百い習 わ しが あ ったが,黎 耕 が土壌 の 水分 を維 持 す る効 果 が あ る とす る認 識 は

イ ラ ンの農民 の間 に もみ られ る。 雨 季 の 前の 牽耕 は雨水 の 土壌 へ の浸透 を促 し

土 壌 の保水 力 を高 め,ま た,雨 季後 の初 夏 の黎 耕 は土 壌 か らの蒸 発 を抑 制 す る

効 果 が あ る。 乾燥 で固 結 し亀裂 の入 った耕地 の状 態 は水 分 の蒸 発 を 促 し,こ れ

を阻1トす る には黎耕 は不 可欠 とな る。
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図H3イ ランの乾燥 ・半乾燥地 で使われていた摯

魂

それ で は,保 水 の技術 は農 業 の再 生 産 の循 環 の なか で どの よ うに生 か され て

きた のだ ろ うか。 黎 耕 は農 地 利 用 が一 巡 す る2年 間 で,ホ ー ラマバ ー ド地 方 の

事例 で4回,ア ジル ン地 方 で5回 行 わ れ て い るが,こ の いず れ もが保 水 に意義

を も って い た といえ る。 一般 にs乾 地 農 業 は灌 概 農 業 よ り も黎耕 の回数 が多 い

が,こ れ は黎 耕 を繰 り返 す こ とに保水 の効 果 が あ った ため で あ る。

この2っ の地方 は,黎 耕 の時 期 にお いて も共 通 して い る。

・麦 の播 種 前,雨 季 に先 、アつ 時期 。

・麦 の収 穫後 ,刈 跡地 放牧 が終 わ る時 期。

・乾 季 に入 る頃 の時 期。

まず,播 種 前の 黎耕 は,上 壌 を柔 らか く砕 き,土 壌 に空 気 を送 りま た⊥ 壌 の
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雨水の保持能 力を高めて発芽 と生育 を促 す ことを 目的 と している。 この作業 は

耕種農業で は一般 に行われて いることだが,半 乾燥地で は摯耕 の多面的な機能

のなかで と くに雨水 の保持 が重要性 を もっ。土壌が有機質 を多 く含 み透水性 に

優 れて いる場合,年 間降水量 が600ミ リ前後 で雨季 に100セ ンチ程の深 さまで

雨水 が浸透 す るといわれて し職 しカaし酒 アジァの乾燥 ・半乾燥地 の土壌 は

一 般 に有機 質 が乏 し く単粒 化 して い るた め透 水性 に欠 け,雨 水 は土 壌 の深 層 に

まで達 しな い。 この土 壌 の性質 は多 くの地 方 で農 家 の建築 素 材 が土 に切 り藁 を

まぜ水 で練 って作 った 日下 しレ ンガで あ る こ とか ら もわか る。 雨 季 に先 立っ時

期 の 黎耕 は,耕 す こ とで 土壌 の透 水 性 を高 め る こ とに 目的 の一 っ が あ る と理解

して よ いだ ろ う。 た だ,こ の た め に は土壌 はな るべ く深 く耕 され る方 が よ い。

深 けれ ば深 い ほ ど雨水 は土壌 深 く浸透 す る。 実 際,ト ラク ターの導 入以 後 は湾

曲 した プ ラ ウで 土壌 を反転 し20な い し30セ ンチ の深 さ に耕 され て い る。 しか

し,雄 牛 が牽 引す る黎 は固 い土 壌 を10セ ンチ耕 す のが限 界 で あ った。

刈 跡 地 放 牧 終 了 後 の10月 頃 に行 わ れ る黎 耕 も同様 の 目的 を もっ。 休 閑 状 態

で経 過 す る雨季 の降 水 を で きるだ け多 く 七壌 に保 持 して,次 の夏 作 や麦 作 の た

め に利 用 す る。 この たあ に は雨 水 を土 壌 深 く浸 透 させ て維持 す る ことが必要 と

な る。 この期 の 黎耕 は主 と して この 目的 に よ る とい って よ い。

次 に,雨 季 を経過 し土壌 を潤 した水 分 が高温 乾 燥 の夏季 に蒸発 す るの を避 け

ね ば な らな い。 この作 業 が 雨季 が終 わ る ころ の黎耕 で あ る。 湿気 を帯 びた±壌

か らの蒸発 を防 ぐ保 水 の た めの作 業 で あ り,乾 地 農 業 地帯 で4,5月 頃 に黎 耕 が

行 わ れて きた。で は,夏 季 休 閑耕(乾 季に入 る前後の確耕)の 保 水 機能 は どの よ う

な メ カニ ズム に よ って い るか。 科 学 的 に は次 の よ うに説 明 され る。

太 陽 の熱 で地 表 が乾 燥 す る と,毛 細 管 現象 に よ り土壌 中 の水 分 は徐 々 に地 表

に吸 い上 げ られ る。 上 の粒 子 の間 の細 いす き間 が水分L昇 の道 を作 り,こ の物

理 的 作用 によ ってr_昇 した 水が 地 表 で失 われ るので あ る。 した が って,こ れ を

防 ぐに は この 毛細 管 を断 ち切 る こ とが必 要 で あ り,黎 耕 は このた め の作 業 で あ

る。 しか し,黎 耕 もや り方 によ って は蒸 発 を促 しか ね な い。 た とえ ば,西 ヨー

ロ ッパで 用 い られ た湾 曲 した プ ラ ウで は 土壌 を反転 させ て深 く耕 す た め水 分 を
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含 んだ 土壌 が太 陽 に さ らされ る こ とにな り有 効 で はな い。 む しろ,土 壌 を浅 く

撹絆 す る よ うに耕 す方 が効 果 は大 きい。 一般 に,西 ア ジアの摯 に は反 転 翼 はな

く,図H3に み る よ うに,土 を砕 くの に適 した形 状 を もっ ものが 多 い。支え の

部分 の構 造 に地 域 的 な特 徴 がみ られ,ア ングル を調 整 で き る もの もあ る。 しか

し,耕 す深 度 は比 較 的浅 く10cm前 後 で あ り,黎 先 が鋭 く尖 って い る もの が多

い。 浅 く耕 す理 由 は,土 壌 の窒素 分 の保 存,そ れ に作 土 とアル カ リ土 の心 土 と

を混 合 させ な い ため と もいわ れ て い るが,夏 の初 め の摯耕 で基本 的 に重 要 なの

は土 壌 か らの蒸発 を 防 ぐことに あ る とい って よ い。 この形 状 を もっ 摯で 浅 く土

壌 は切 るよ うに耕 す こ とで この効 果 が得 られ る。 黎 先 が 鋭 角 に 尖 って い るの

は,小 さな馬 力 で牽 引で きる とい う牽 引力 との関 係 もあ るがz土 壌 の毛 細 管 を

切 って 土壌 の水 分 を保持 す るの に適 した形 状 で もあ る といえ る。 ヨル ダ ンの ア

ジル ン地 方 もイ ラ ンと同様 に黎 先 の尖 ったい わ ゆ る爪 黎(nailplough)が 使 わ

(12)

れ て い た。 つ ま り,乾 燥 ・半乾燥 地 で は,土 壌 の湿気 を保 ち蒸 発 を防 ぐこ とが

農 法 上 重要 で あ る ことか ら,黎 もこれ に適 した形 状 を な して い た と考 え られ る

の で あ る。

以上,半 乾 燥地 の農 法 は 土壌 の保 水 を一 っ の主要 な課 題 と して体 系 づ け られ

て い た・ ア ン トンは ヨル ダ ンに お け る調 査 か ら 「水 は生 産 全体 に と って制 限要

素 と して あ り,農 民 の努力 は土 壌 の湿 気 を保 持 す る こ とに集 中 されて い る。 黎

耕 と休閑 と除草が この努力の3っ の側面であ る」 と述べ てい継 これ は西ア

ジアの¥f乾 燥 地 の乾地 農 業 に共通 して 言え る こ とで あ る。

2)地 力 維 持

農業の再生産 にと って保水 とともに重要 なのが地力維持で ある。作物生産 は

エ コロジカルな視点 か らみれば地力収奪的 な行為で あ り,優 良な 可耕地が限 り

な く存在す る場合 を除 けば,作 物生産 によ って減耗 した地力をなん らかの方法

で回復 す る ことが農業 の再生産 に必 要 とな る。 この一 っが定期 的な休閑 であ

る。土地 を休 ませ ることが地力維持 にどの程度有効 かにつ いては議論 のあ ると

ころであ る。休閑 の意義 を土地休養 っ ま り 「人間に休 日が必要で あると同様
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に,耕 地 に も休息が必要で ある」 とい うことは経験上確認 で きることだが,そ

の土地 を放置 して効果があるとい うことではな く,休 閑耕 を行 い土壌 を動的な
く　の

状態 にお くことで肥沃化度が高め られると考え られ る。休閑 と地力の関係で は

休閑地放牧が有 力であることも農民 に認 識 されて いる。

ヨー ロッパの伝統農業で は農耕 は牧畜 と複合 し地力の回復 に家畜が媒介 とさ

れた。畜舎 で肥料 が生産 され5休 閑地 に家畜 を放牧 して落 とした糞が地力回復

に役 、γて られた。農耕方式 に地力維持 の メカニズムが存在 して いたのであ る。

日本で も,金 肥 の施用 がみ られなか った ところでは林野で刈取 られた下草を鋤

き込む とい う肥料の外部補給 がなされたが,同 時に家畜 の糞 と藁で堆肥が作 ら

れ これを施す ことで地力維持が はか られた。 いずれ も,家 畜 が媒介 した とい う

点で有畜農業 とい って よい。

西 アジアの乾燥 ・半乾燥地で は,農 家 にとって家畜 は生活資料 の源泉であ り

所得源で もある。 肉はハ レの場で しか消費 されないが,乳 製品,毛,皮s糞 は

加工 され 日常 の生活 に欠かせない。 また,乾 燥 ・半乾燥地で は農業生産が降水

量 の変動 に左右 され不安定 であ ったか ら家畜 は危険分 散の役割 ももって いた。

しか し,こ こで も家畜 の糞が地力維持 に活用 された。麦作地帯 の秋 は,広 大 な

麦 の刈跡地 と沢lliの羊やヤギまた牛の放牧が風景をな してい るが,こ の家畜の

落 した糞が秋 の黎耕で土壌 にす き込 まれて減耗 した地 力の回復が はか られ たの

である。 また,畜 舎 に溜 った糞 は人の手 で畑 に施 された。

しか し,農 家の保有す る家畜の数 は必ず しも多 くない。1972年 の統計 による
(15)

とイ ラ ンの家畜 数 は羊 とヤ ギが4300万 頭,牛 が522万 頭 。この 中 に は遊 牧 民 の

家 畜 も含 まれ る と想 定 され,こ れ を差 し引 い たお お よ その計 算 で は,1農 家 当

た り平 均 の家 畜所 有 数 は羊 とヤ ギが12頭,牛 が1.5頭 程度 で あ る。乾地 農 業地

帯 で は この 平均 よ り多 い が羊 とヤ ギが20頭 を越 え る農 家 は それ 程 多 くな い。

畜 舎 で手 に入 る糞 は集 落 に隣接 す る園 地 に施 され て も圃場 に施 す に はま った く

不 十一分 で あ った とい って よ い。

西 ア ジア の乾 地 農業 で は圃場 で の牧 草 生 産 はあ ま り行 わ れ なか った。 夏 季 が

高 温乾 燥 で あ るた め に灌 概 農地 以 外 で の牧 草 生 産 が難 しい ことが その理 由で あ
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る。 このた～6主に放牧 の方式 が とられ た。 麦の刈跡地 や村周辺 の未利用地が季

節的 な放牧場 と して利用 されたが,季 節 的に家畜を遠方 に移動 させ る移牧 の方

式 も一般 にみ られた。 た とえば トル コの アナ トリア高原の麦作地帯 では,通 常

は春か ら夏 にか けて山地の草地 に家畜を移動 し,8月 末か ら9月 にかけて村 に

戻 して刈跡地や周辺 の草地 で放牧,冬 場 は干草や藁を飼料 に舎飼 いされ た。 イ

ランで も,伝 統 的にまた今 日で も移牧 が行われてい る。 この場合,周 辺 の山地

が放牧地 とな ったが,ま た晩秋か ら春 まで の季節,家 畜を遊牧民 に委託 し温暖

な地方へ遠距離移動 させ る方式が と くにザーグロス山地 では広 くみ られた。 こ

の ような家畜飼養 の方式 は,大 規模 な牧草栽培 が不 可能 な環境 にお いて合理性

を もっていた とい って よいが,家 畜 の糞を地 力回復 に利用す るという点 では効

率 は悪か った とい って よい。

3)雑 草 防 除

雑草の繁茂 は作物 の生育を損 うため農業 の再生産 には雑草防除 も重要 な課題

となる。 乾地農業 で は,雑 草防除 は繁茂 した雑草か らの蒸散作用で土壌 の水分

が失われ るのを防 ぐ保水の意義 を も同時 に もって いる。 ただ,降 水量が少な い

半乾燥地 では雑草 も生育が弱 くその害 は湿潤 なところほど深刻ではない。農地

として管理 されていない土地 をみて も,雑 草が うっそ うと茂 り ヒ地 を覆 い尽 く

す とい う状態 で はない。 このため農法的 には雑草防除 は保 水や地 力維持 ほど重

要性 を もたないとい ってよい。 しか し,こ れ は湿潤地程 ではない とい うことで

雑草防除が不要 である ことを意味 してはいな い。 草が少 ないのは防除が繰 り返

された結果で,努 力を怠 れば雑草 は繁茂 して作物生産 に重大な影響を及 ぼす 可

能性が あ り,雑 草防除の課題 も農耕方式 において技術的 に解決 されて きた と考

え るのが妥 当で あろ う。

トル コや イラ ンで は,年 間降水量が450mmを 越え る地方 で非灌概作物 とし

て トウモ ロコシ,ヒ マ ワ リ,綿 花 などの夏作 が栽培 され たが,こ の夏作地で は

手で抜 き取 るか簡 単な農 具を使 って掘 り起 こす除草作業がみ られ る。作物 もこ

の作業が 可能 なよ うに条 に植 え られ ることが多 く,条 間 を移動 しなが ら除草作
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業 が行 わ れ た。 これ に対 して,麦 作 地 で は種 はば ら撒 きの方 法 が と られ,立 毛

中 に除 草 作業 を行 うこ とは技 術 的 に不 ・∫能 で あ る。 麦 はそ の生 育 期 が 雨季 に当

た り,気 温 が 高 くな る4,5月 に は雑 草 の生 育 に もよ い季節 とな り}雑 草 との競

合 の度 合 い も高 ま る。

で は雑草 防 除 は農 耕 方式 の どの過程 で実 現 されて い るのか 。西 欧 の三 圃 式 農

法 に お け る雑 草 防 除 を加 用 信 文 は夏 季 休 閑 耕 に注 目 して次 の よ うに述 べ て い

る。「六 月 に行 われ る第 二 回休 閑 耕 コ夏 季休 閑耕 で は,土 壌 を4～8頭 の連 畜 に

よ る大型 有 輪黎 に よ って深 く耕 起 して,一 ヒ壌 の深 部 に まで 蔓延 す る凶 悪 な宿 根

性 雑 草(rootweeds)の 根 茎 を掘 り出 して拾 い集 め て・ これ を焼 却 した あ と・春

季休 閑 耕 の よ うにハ ローを か け る ことな く耕起 した ま まの凸 凹 の起 伏 のあ る状

態 において・烈 し嗅 の太陽 によ々)乾燥 を早めて・隆起 した槻 中に残 つ(炉

根 性 雑 草 の再 生 力 の強 い根 茎 の断 片 を も枯 死 させ る とい う機能 を も って い る」。

っ ま り,夏 季 休 閑耕 は雑 草 防 除 を 目的 と した作 業 で あ る と う ことで あ る。 西 ア

ジアの乾 地 農業 で も夏季 休 閑 耕 は農 法 上電 要 な意義 を もち,先 にみ た よ うに保

水 に欠 か せ な い作業 で あ った。 この た め,黎 も これ に適 した形状 を な し・ 西欧

の黎 の よ うに深 く耕 し土 壌 を反 転 させ る除 草 に適 した もの で は な い。 夏季 休 閑

耕 の 目的 の違 いが黎 の形 状 の違 いに反 映 して い る とい う ことで あ ろ う。

しか し,イ ラ ンの農 業技 術 を紹 介 した メフ ラバ ミーの 『農i琴」 に は,黎 耕 の

目的 と して保 水,肥 力 の増 加 に加 えて雑 草 防 除 を挙 げ,夏 季 休 閑耕 の効 果 を認

めて(17)41。っ ま り,雨 季後 に耕 す こ とが雑 草 除 去 の機 能 も兼 ね て い る とい うこ

とで あ る。 降 雨 期 の春 に芽 を 出 した雑 草 が実 をっ け る前 に そ の根 を 掘 り起 こ

し,乾 燥 と灼 熱 の 太陽 の 下で 枯死 させ るので あ る。 夏季 休 閑 耕 は保 水 を一 義 的

な 目的 と し,雑 草 問 題 は温 帯 多 雨地 帯 ほ ど深 刻 で はな いが・ この作業 に は雑草

防 除 も 目的 の一 っ と して あ った と理解 す るのが妥 当 と思 われ る。

4)限 界地における非灌潮農業

半乾燥地 は年間 また季節的な降水量の変動が大 きく農 業生産が不安定 である

ことはすで に繰 り返 し述 べて きた。わず かな降 雨の変化 が収 量 に大 き く影響
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図1-14マ ルヴダ シ ト地方 の月別 降水量
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しsこ のため土壌 の湿気 を維持

して作物生産 に有効 に利用す る

保水が農法上重視 されて きたの

である。 しか し,こ れ は一定以

上の雨量 が見込 め るところの話

であ り,降 水量が きわめて少 な

い限界地で はこう した技術 がみ

られ るとは限 らない。黎耕 は労

働 の投入 に見合 うだ けの増収 が

あ るか ら行われ るのであ り,見

込 めなければ省かれ る。乾地農

業 の限界地 では,雨 季の雨は土

壌 を潤 すがその量 が少 ないため

に土壌 の浅層 しか潤 さない。 こ

のため夏季の乾燥で容 易に失わ

れ 保水 作 業 は有 効 性 を もた な

か った。

これをイ ランのマル ヴダシ ト

地方 の事例 でみてみよ う。図1一

14は この地 方 の1968年 か ら6年 間 の年 間 降 水 量 と月 別 降 水量 の変 化 を示 した

もので あ る。 降 雨 は きま ぐれで変 動 が 激 しい。 年 間 降 水 量で は うち3年 が200

ミ リを 切 ってお り,作 物 に と って適 時 の雨 が あ る とは限 らな い。 作 物 の収量 も

不 規則 な降 雨 に よ って 大 き く左 右 され る こ と に な る。 また図H5は この地 方

の 一 っ の村,タ ー ジ ア ーバ ー ド村 の非 灌 概 農 地 に お け る農 作 業 暦 を 示 して い

る。 ホ ー ラマバ ー ド地 方 や ア ジル ン地 方 と比 べ る と きわ めて粗 放 で あ る こ とが

わか る。農 作 業 の プ ロセ スを た ど る と,ま ず,10月 末 か ら12月 の 間 に播 種 が あ

り手 で ば ら撒 か れ る。 耕 地 に は宿 根 性 の乾 燥 に強 い雑 草 が ま ば らに生 え,周 辺

の未 利 用地 と見紛 う状 態 にあ る。 乾燥 した土 壌 で は発 芽 しな いた め に播種 は通
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常 最 初 の適 当 な降 雨 を待 って行 わ

れ る。 雨次 第 で あ り,雨 季 の到 来

が遅 れ る と この時 期 を逸 す る こと

に な る。

播 種量 は概 して少 な い。1960年

の農 業統 計 に よ る と,非 灌概 小 麦

の播 種 量 は 全 国 平 均 で94kg/ha

で あ る。 年 間 降水 量 との 間 に相 関

性 がみ られ,降 水 量 が比較 的多 く

収 量 が550kg/haを 越 え る地 方 で

は播種 量 は平 均 で104kg/ha,200

kg/haを 割 る地 方 で は66kg/ha

と少 な い。 っ ま り,乾 燥 度 が 高 い

と ころ ほ ど薄 播 で あ る。 この理 由

と して,限 界地 農 業 の もっ ギ ャ ン

ブル的性 格 を も挙 げ る ことがで き
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図1-15非 灌 慨 小 麦 の 限界 地 に お け る農 事 暦

(マ ル ヴ ダ シ ト地 方 の ター ジア ーバ ー ド

村 の 事例)

ソ 刈取り.脱 穀

》

皿 小麦の作付期間

止一 逗 刈跡地放牧期間

・・鱒 ・・ 降雨期

るが,主 と して密 植 に よ る作 物 の土壌 中 の水 分 の過 剰 な吸 収 を避 け るた め と考

え られ る。

播種 に続 いて 砕 土 ・覆 土 作 業 が あ る。70年 代 に は トラク ター に装 填 さ れ た

デ ィス クハ ロ ーで行 わ れ て い た。 この作 業 によ って表 土が砕 かれ種 は土 に覆 わ

れ る。 しか し,播 種 に先 立っ耕 起作 業 は省 略 され た。

砕 土 ・覆 土 の作 業 の後 は翌 年7月 の刈 取 りまで耕地 はそ の まま に放 置 され,

除草 な どの管 理 作業 は一 切 行 わ れ な い。 ま った くの 雨 まか せで あ る。 また,収

穫後 も農地 はそ の ま ま放 置 され,刈 跡地 は放 牧場 と して利 用 され る ものの,翌

年 の最 初 の 雨 で ふ た た び 播 種 さ れ る まで 耕 起 な どの作 業 は一 切 行 わ れ な か っ

た。 非灌 概 農 業 に と って農 法 上 重要 な休 閑耕 がす べ て省 略 され た ので あ る。

つ ま り,農 法 ら しき もの は存 在 しなか った。 不安 定 で ギ ャ ンブル的農 業 で あ

る こ とに加 え て労働 を追 加 的 に投 入 して もそれ だ けの 見返 りが保 証 さ れな い厳
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しい条 件 にあ った ことで著 しく粗 放 な農 業 た らざ るを得 なか った の で あ り,こ

こで は灌 概 な く して は技 術 的 発展 の道 も完 全 に閉 ざ され て いた とい うこ とが で

き る。

3.休 閑 農 業

以上,イ ランと ヨル ダンの事例を中心 に乾地農業の伝統農法 をみて きたが,

半乾燥地 の農業 において も気候条件 に対応 した技術の体系があ ることが明 らか

になった。毎年安定 した生産を継続 しかっで きるだけ高 い収量 を得 ることが求

め られ,こ の技術が伝統 的な農耕方式 と して定着 していたのである。 ここで は

地 力維持や雑草防除に加 え保水 が重要な項 目をな して いた。 この点 でア ジァの

湿潤地帯 や西欧のそれ とは違 っていた。地力維持 には農耕 と牧畜の複合 した経

営が,保 水 には作物生産が一巡す る2年 間 に3回 ない しそれ以上行われ る黎耕

が有効 に機能 していた。 そ して,農 耕方式 において特徴的なのは こうした農業

の再牛産 が休 閑を媒介 に実現 された ことであ る。化学肥料の投 入が始 るまで,

肥料 は内部的に自給 され休閑地放牧が一定 の効果を もっていた し,保 水 と雑草

防除 は休 閑耕 で果 たされて きた。

こう した休閑を媒 介 と して再生産を はかる農業 は一般 に休閑農業 と呼ばれ,

農 業革命以 前の ヨー ロ ッパの農 耕方式 と も共通 す ると ころが多 い。飯沼二郎

は,休 閑農業 は乾燥度 の高い冬雨地帯で一般 的であ り,非 乾燥地帯 や乾燥度が

高 くて も夏 に雨季が あるところで は中耕農 業を特徴 とす ると して,基 本 的な農
く　 　

法の違 いを気候条件 の違 いで分類 した。 ここで言 う中耕農業 とは,農 業 の再生

産 に休閑を必要 とせず,除 草や保水 は立毛期 に畝間を耕 す ことで果 し,外 部的

に獲得 した肥料を施 す ことで地 力維持を はか る農業であ る。例えば,中 国の華

北 やイ ン ドでは条播,中 耕 と連年作付 けが技術 の体系をな し,こ の作 業の過程

で地 力維持,雑 草防除 保水 が果 たされ ている。 その理 由 と して彼 は 「夏 によ

り湿潤 な地域 に成1rし た巾耕農業で は,夏 に地 中の有機質が分解 し,も し夏 に

休閑 して地表を覆 う作物 がないな らば,そ れ らの有機質 は降雨によ って流失 し

地 力が劣化す る。 その うえ,翌 年 か ら雑草の繁茂が はげ しくな り,除 草 に多 く
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の労 働 を要 す る よ うにな る」 点 を挙 げ て い る。 これ に対 して乾燥 ・半乾燥 の冬

雨地 帯 で は,す で に 明 らか な よ うに,保 水 作 業 と して 夏季 の黎耕 が 不 可避 で あ

り,地 力維 持 の点 で も休 閑 を排 除 す る こ とはで きな か った。 トル コの アナ ト リ

ア高 原 の 事例 で み る と,年 間 降水 量が350mm前 後 の ア ンカ ラ周辺 で は農 地 は

麦 の2年1作 で利用 され,降 水 量 が これ よ り多 い と ころで は トウモ ロコ シな ど

の夏作 が加 わ るが,こ こで も夏 季休 閑耕 はそ の意義 を失 った訳 で はな か った。

ヨル ダ ンの 事 例 も同様 で あ る。夏 作 の栽 培 が ・∫能 な だ けの 降 水 量 が あ る とは

い って も水 はや は り制 約 要 素 で あ る こ とに変 わ りはな く休 閑 は解 消 され て い な

い 。

西 ヨー ロ ッパでは,17,18世 紀 の農業 革命 によ って休 閑農業か ら中耕農業へ

と移行 した。圃場 に家畜飼料 としての牧草や カブを導入す ることで飼料基盤 を

大幅 に高めて家畜 と肥料 の生産 を増 し,ま た播種 の方法を散播か ら条播 に転換

す ることで中耕除草 を可能 と した。 っ まり,休 閑を解消 して さらに生産力を高

ある農法的展開が起 こったのである。 しか しf西 ア ジアの乾燥 ・半乾燥地帯 で

は,圃 場 に家畜飼料 が導入 され ることは少 な くと乾地農業で はほどん どみ られ

なか った。夏季 の乾燥 高温 が牧 草や カブの導入を妨 げたか らで ある。このため,

西欧の農業がたどったよ うないわゆ る 「近代的農法」へ の転換 は実現 しなか っ

た。気候が 、アちはだか ったのであ る。 とはr-iえf技 術 の進歩がなか った訳 では

ない。20世 紀半ば以降 化学肥料 が普及 して肥料の外部的供給 が可能 とな って

休閑を媒介 としな くて も地力維持 を はか ることが ・J能とな った。播種法 も トラ

クターに条播機 を装埴 して それ までのば ら播 か ら条播 に移 りつつあ り,条 間を

中耕機 で耕す ことで除草 も可能 とな った。地力維持や雑草防除 に休閑が必ず し

も必要でな くな ったのであ る。実際 に トルコの地中海沿岸部や アナ トリア高原

またイ ランのいずれ も降水量の比較 的多 いところで は連年作付 けが行われ るよ

うにな っている。 このため休閑地率 は低下傾向を示 してい る。 しか し,乾 燥度

の比較的高 い ところでは相変 わ らず休閑農業が主流で ある。化学肥料の普及や

農業 の機械化 も作付 け体系か ら休閑を はずす ことがで きなか った。 この理由 は

技 術革新 の遅 れや農業社会 の制 度 にあ るので はな く,水 の問題 が解決 され な
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か った ことにあ る。 半乾燥地 の乾地農業 が逃れ ることので きないの は水 の不足

であ り,灌 概が行 われない限 り保水の伝統的技術 はその意義 を もち続 けて いる

といってよい。

三 オアシス灌概農業の伝統技術

1.オ ア シスの景観 と水利

乾地農 業で は少 ない降水 量がその技術 を規定 した。少 ない雨水 をいか に有効

に利用す るかが解決すべ き最 大の問題であ り,こ の技術 が農耕方式 に集約 され

ている。 これ に対 して灌概農業では水不足 は農業生産の絶 対的 な条件 とはな ら

ない。人11的 に灌 概 を施 す ことで上壌 の乾燥 を抑 え ることがで きるか らであ

る。灌概用水が 豊富 に供給 されれば太陽のエネルギーの恩恵 を受 けて農業生産

のす ぐれた環境 にさえな り得 る。 た とえば,外 来河川の恵 みを受 けたナイル川

流域で は高温乾燥 は年間 を通 して作物生産 のす ぐれた環境 とな り,2年5作 の

輪作体系を とる集約度 の高 い農業 が営 まれている。 ここでの年間の土地生産性

を降水 量が400mmの 半乾燥地 の乾地農業 と比 べ ると,お そ らくは10倍 前後

の開 きがあ るで あろう。 オア シスが 占代以来 の1こ要 な農 業地帯 をな し,国 家 の

プロジェク トとして人規模 な灌概 事業が進 め られて きたの も,人L的 な灌概 が

高い生産 力を保証 して きたか らにほかな らないc,

しか し,ナ イル川流域 の よ うに豊富 な水が供給 され た限 られた地域 を除 く

と,オ アシスで あ って も灌概用水 は必ず しも豊富 である訳でない。農地が開発

されれば水 は不足 し,水 集約的な農業を営 む ことはで きな くな る。 降水 量が少

ない ことは乾燥 ・半乾燥地 に水源を もっ河川や地 ド水 の水 量が少 ない ことを意

味 し,こ の ことが乾燥地 のオア シス農業のあ り方を規定す る。 イランのオアシ

スの場合,先 にみ たようにa中 央の極乾燥地 を ドーナ ッツ状 に囲 む乾燥地 に分

布 しているが,こ こには外来河川 は存在せず,灌 概用水 は乾燥 ・半乾燥地 の内

部 の限 られた余剰水か らな る。 このため,ザ ー グロ ス山地や アルボルス山脈な

どに源を発す る川 は乾季に伏流す る小 さな ものが多 く,年 間を通 して流 れが あ

る川 はその数 が きわめて少 ない。地 ド水 も同様 である。比較的豊富 な地 下水が
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み られ る ところ もそ の数 は非 常 に少 な い。 この た め オ ア シ スは まば らな島 の よ

うに点 在 して い る に過 ぎず,農 地 に対 して 水 は や は り人 い に不 足 して い る。

もっ と も,獲 得 で き る水量 以 上 に農 地 が開 発 され た とい うのが よ り正確 な 言い

方 か も知 れ な いが,い ず れ にせ よ,農 業生 産 に と って灌 概 用水 は不 足 し,農 地

を拡 大 しよ う とす る と水不 足 が ネ ックとな った。個 々 の村 で み る と,す べ て の

農 地 を灌 概 す るだ け の水 を もたず,水 集約 的 な農業 を営 む ことがで きる と ころ

は非常 に少 な い。 したが って,イ ラ ンの オア シ スは灌 概 農業 地 帯 で あ る点 で は

同 じで も農 業条 件 は ナ イル川 流域 とお よそ違 って い る。 ここで対 象 とす るマ ル

ヴダ シ ト地 方 の村 で は,年 間 の農 地 の利 用率 は60%前 後 で あ り,こ れ はナ イ ル

川流 域 の4分 の1に 過 ぎな い。 水 の 豊富 さの差 が水 集 約度 の差 に反 映 して い る

ので あ る。 ここで は イ ラ ンの オア シス灌 概 農業 の灌 概 と農 業 の伝統 的 な技術 を

扱 うが,以 上 か らわ か るよ うに灌 概農.,_般 で はな く,水 不 足 の制 約 を うけ る

オ ァ シスの事 例 で あ る。

マ ル ヴ ダ シ ト地 方 は テ ヘ ラ ンか ら南 へ900km,州 都 シー ラー ズか らは北 へ

30kmの ザ ー グ ロスLl」地 の 南東 部 に位 置す る谷平 原 で,河 川 と地 下 水 か ら灌 概

用 水 を獲 得 して開 け た典 型 的 な オ ア シス農 業 地 帯 で あ る。 図1-16は この オ ア

シ ス傭 畷 した もの だが,三 方 を[laで囲 まれ,侵 食 によ る広 大 な平 坦部 が形 成 さ

れ て お り,農 業 地 帯 が80kmに 渡 って 続 い て い る。 そ の幅 も広 い と こ ろで20

km以 上 に及 び,こ こに150を 越 え る村 が点 在 して い る。

イ ラ ンの多 くの オ ア シ ス と同様 に マル ヴ ダ シ ト地 方 もそ の歴 史 は 占い。先 史

時 代 の住 居 祉 が数 多 くあ り,谷 平原 の北 東 部 の 山際 に は アケ メ ネ ス朝 の神殿 と

して知 られ るペ ル セ ポ リスが谷 平 原 を見 下 ろ して い る。 また この時 代 の もの と

推 定 されて い る堰 や ガナ ー トの遺跡 か ら,少 な くと も紀 元 前4,5世 紀 に はか な

りの規 模 を もっ オ ア シ スと して開 けて い た こ とが わ か る。 灌概 水 利 の シ ステ ム

を概 観 す る と,谷 平 原 の ほ ぼ中央 を川幅 が30mほ どの コル川 が縦 貫 し,こ れ に

谷平 原 の 中央 部 で川 幅10mほ どの シー バ ン ド川 が 合 流 して い る。 流 量 は季 節

に よ って変 動 が 大 きいが乾 季 に枯 れ川 と な る こと はな い。 コル川 に は5つ の 石

(20)

積 み の堅固 な堰 が あ る。これ らは10世 紀 に建 設 され た もの で あ り,改 修 され て
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図H7マ ルヴダ シ ト地方の谷平原

醐r'耀 二騨嬢 羅 難蓮

流 域 一 帯 を潤 す1.kな 灌 概 施 設 と して現在 も多 くの村 の農 地 を潤 して い る。 ま

た,lh〕 麓 に は所 々に湧 水 が あ り,地 ド水 は ガナ ー トや畜 力井戸 によ って灌 概 用

水 と して利 用 されて い る。1960年 代 に入 って 山際 にポ ンプ揚 水 の井戸 が 設 置 さ

れ 始 め,ガ ナ ー トの一一部 は これ に代 替 され るよ うにな り,ま た畜 力井 戸 に も ポ

ンプが設 置 され て い る。 この よ うに,マ ル ヴ ダシ トの谷 平原 は灌概 手 段 と して

河川,ガ ナ ー ト,湧 水S畜 力 井戸,ポ ンプ揚 水井 戸 を灌 概 手段 とす る灌 概水 利

の コ ンプ レック ス地 帯 を な す オ ア シス と して の特 徴 を も って い る。

2.灌 概 方 式

このオア シスの農耕方式 と技術 を検討す るに先 、rってまず灌概の技術的特徴

を明 らかに してお く必要 がある。 この理由 は,一 つに伝統 的な灌概方式が農業

技術f=般 とくに農耕方式 を規定 して きたためであ り,ま た一つ に灌概技術 と農

業制度 との相互規定性を明確 にす るためであ る。灌概 のノ∫式 は通常,村 の土地

関係 や耕地制度 な ど農業生産 をめ ぐる諸制度 と密接 な関係 がある。村社会 は灌
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図H8ガ ナー トに代替す るポ ンプ揚水井戸の構造
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(注)構 造的 にはガナ ー トを踏襲 している。 しか し,井 戸か ら揚 水す るため,山 際 によ り近

い ところか ら灌概が 可能 とな る。 ヘイ ラーバー ド耕 作区の ポ ンプ揚 水井戸 は,地 ド水路

は70mで あ った。図1--5参 照

概用水 の獲得 と配分 において組織 的結合 が必要 とされたがa他 方で耕地 に水を

施す灌概 の具体 的技術が農業社 会のあ り方を も規定 して きた。

灌概の方式 とい うと,水 が漏れないよ うに床や畦を しっか りと固めて湛水す

る日本の水田や,畑 地 の畝 間灌概や スプ リンクラーを思 い浮 かべ る人が多い。

西 ア ジアで も多様 な灌概方式 がみ られ る。都市近郊の野菜栽培地 には畝を 肱て

て畝間を灌概す る方式 を とるところがあ りまた水盤を作 るところもある。 しか

し,イ ランのオア シスにみ られ る灌概方式 はこれ とは異な り,畦 を縦横 に 立て

て格 子状 の灌概区画を作 って これを一っ一っ灌概す る水盤法が一般 的であ り,

マル ヴダシ ト地方で もこの方式 が伝統的 にとられて きた。灌概区画を作 る畦 は

水田のよ うに半恒久的な もので はな く,灌 概 を必要 とす る作物 の栽培期間 だけ

機能 し,摯 で耕地 を耕す時 には崩 される。麦作地 の場合で 言うと,11月 頃に始

ま る種 まきと黎耕 に続 いて畦が立て られ,収 穫後の黎耕 によ って崩 され る。 っ

まり,圃 場で は灌概 のための畦が毎年繰 り返 し作 り直 され た。

図1-19は,マ ルヴダシ ト地方 の耕地 を手前の山か ら傭瞼 した ものであ る。耕

地 は畦 によって格 子状 に区 切 られ,谷 平原 の中央部 に向か って整然 と並んで い
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図1-19灌/F,/1.耕 地 の 遠 景
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図1-21灌 慨 区画へ の導入 方式
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る。 また,灌 概溝 が 区 画 に沿 って

伸 び て い るの が わ か る。 耕 地 の 斜

度 は,山 際 に近 い と こ ろ で は100

分 の1な い し200分 の1,平 原 の

中 央 部 に向 か うに したが って小 さ

く1000分 の2な い し1000分 の1

程 度 とな る。 この場 合,手 前 に ポ

ンプ揚 水 の井 戸 が あ り,汲 み上 げ

られ た水 は傾 斜 に沿 って 一 つ 一 つ

の灌 概 区 画 に導 か れ る。また,図1

-20は これ を 近 距 離 で み た もの で

あ る。 畦 を 、γて た ば か りの状 態 で

灌 概 は まだ行 わ れ て い な い た め,

畦 と灌 概 区 画 の 構 造 が よ くわ か

る。 区 画 の面積 は斜 度 が人 き い山

際 で小 さ く,谷 平原 の 中央 部 に向

か うに した が って斜 度 が小 さ く区

画 は相 対 的 に大 き く4～6ア ー ル

程 度 とな る。

この格 子 状 に並 ん だ灌 概 区 画 に

灌 概 用 水 を 導 く方 法 は2つ あ る

(図1-21)。 一 つ は,灌 概 溝 を せ き止

めて水位 を高 め,畦 を切 って灌概 区画 に直接 導水す る方法である。湛水す ると

畦 を塞 ぎ,灌 概溝をせ き止める位 置をず らしなが ら隣接す る灌概区画に対 して

順次同様 の作 業を繰 り返す。 また一つ は,灌 概溝か ら一 つの灌概 区画に水を導

き,湛 水す ると隣接 する区画 との間の畦 を切 り水 を送 る方法であ る。この場合,

それぞれの灌概区画に導水路の機能を ももたせて いる。耕地 の条件 によ ってい

ずれの方法 を とるかが選択 され るが,概 して傾斜度 の小 さな耕地 で後者の方法
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が と られ た。

この灌 概法 は,日 本 の水 田 を見慣 れ た もの に と って は非 常 に荒 っぽ く粗 放 な

もの にみ え る。 畦 か らは水 もれ が多 く,畑 床 が均 平 で あ る と は限 らな い ので潅

水 した時 の水 の深 さは均 一 に な らな い。 しか し,よ く観 察 す る と灌 概 区 画 の構

造 に様 々な工 夫 が凝 らされ て い るのが わか る・

1.畦 畔 と畑 床 の間 に畑 床 を囲 ん で浅 い溝(ケ ローキャシ)が 作 られて い る。導

水 され た灌 概用 水 は まず畑 床 を囲 む溝 に流 れ込 み,こ の ケ ロー キ ャシの水 位

が上 昇 す る と ここか ら畑 床 に向 か って徐 々に水 が 流 れ込 む。 畦 を 切 ると水 は

勢 いよ く灌 概 区 画 に流 れ込 み,こ の水 が直接 畑 床 に流 入 す る と土壌 や種 を流

しか ねず,ケ ロー キ ャシは この緩 衝 の役 割 を 果 た して い る。 また,灌 概 区 画

の間 の畦 を切 って 順 次灌 概 す る図1-21の(b)の 方 法 を と る場 合 に は,こ れ が

導水 路 の役 割 を も果 たす こ とに な る。

2.畑 床 を み る と,灌 概 区 画 の短 辺 に 平行(傾 斜の方向)に 無数 の小 さな溝(ケ

シャー)が あ る。 これ は黎耕 か杷 耕(ハ ロー)の 跡 で あ り,ケ ロー一キ ャシの水

位 が 上 昇 す る と水 は こ の ケ シ ャー に沿 って 畑 床 を潤 す よ うに 工夫 され て い

る。通 常,灌 概 前 の黎 耕 や杷 耕 は傾斜 と平行 の方 向 に行 わ れ るが,こ れ はケ

シ ャーの向 きを考 慮 して の ことで あ る。

3.比 較 的大 きな灌 概 区 画 で は耕地 が均 平で な い ため に水 が 偏在 し易 い。 この

場 合,灌 概 区 画 の ほぼ 中間 の ケ ロー キ ャシを 土盛 り(グ ーシェバ ン ド)で 塞 ぎ,

流 れ を 止め区 画 の半分 の灌 概 を行 い,そ の後 グ ー シ ェバ ン ドを 切 って残 りを

灌 概 す る方法 が と られ る。

農 事暦 につ いて は後 に詳 述 す るが,灌 概 に関 わ る諸 作業 を た ど る とまず準 備

の作 業 に多 くの時 間 と労 力 が必 要 とされ る。 麦作 地 の例 で み る と,黎 耕 一播 種

一 黎 耕一 畦 立 て,の 一 連 の作 業 が10月 か ら12月 は じめ の時期 に行 わ れ る。 畦

、7てに は コロー と呼 ばれ る農 具を用 い る。 これ は湾 曲 した方 形 の鉄 板 に柄 と鎖

のつ いた形 の農 具で あ りsこ の作 業 に は農民2人 の共 同作 業 が必 要 と され た。

一 方が柄 を も って鉄 板 を土 中 に さ し込 む と,他 ノ∫が鎖 を引 っ張 り土 を盛 りあげ

る。 この作 業 を カニ の よ うに横 に移 動 しな が ら繰 り返 す こ とで畦 が 作 られ るの
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図1-24コ ロー による畔立 て作 業

で あ る。 作 業 は重労 働 で あ ったが,ト ラク ターの導 入後 は これ にデ ィス クを装

墳 し機 械 力で 可能 とな り,コ ロー は この補 強 に のみ使 われ労 働 は著 し く軽 減 さ

れ た。

灌 概 区 画 が整 った耕 地 で は,栽 培期 間 中 に繰 り返 し灌 概 が行 われ る。 麦 作 地

の場 合 で み る と,灌 概 回数 は降 雨 の状 態 と も関係 して い るが,通 常 は発芽 期,

生 育期,稔 実 期 に3回 な い し5回 灌 概 され る。 この耕 地 は7月 の刈 取 り後 に共

同 放牧 場 と して 開放 され,放 牧 が終 わ る10月 頃 に耕起 が行 わ れ る。この時 に耕

地 は均 され て畦 と灌 概 溝 は完 壁 に崩 され る。

3.水 盤 法 の技 術 お よ び制 度 的条 件

この一 見 粗放 にみえ る灌 概 方式 はマ ル ヴ ダ シ ト地 方 の村 の みな らず 近代 的 な

農 場 にお いて も共通 してみ られ る。 筆 者 の観 察 に よ る限 りで は オ ア シ ス農業 地

帯 に共 通 し,オ ア シ ス的技 術 とい って もよ いだ ろ う。 しか し,農 業近 代 化 に は

そ ぐわ な い と考 え られ て きた。実 際 に,70年 代 の フーゼ ス タ ン地 方 の水 利 開発

に この関連 で設 立 され た大 規模 農 場 で は畝 間灌 概 法 が採 用 され た。 これ は トラ
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クターに よ って畝 を 、アて,作 物 を条 に植 えて畝 間 を灌 概す るとい う方式 で あ

る。 この方式 によれば,灌 概用水 はよ り節約的であ り,し か も畝間 を耕 す こと

で 立毛中の除草 も可能 となる。

しか し,伝 統的な灌概方式 は地域 の条件 に対応 して経験 的に生 まれた技術 で

あ るか ら効率のみで判断す るには問題が あ り,水 盤法を前近 代的な不合理 な方

式 と決めっけることはで きない。黎耕 と杷耕 それ に畦 、γての作業 プロセスで作

られ た灌概区画 もその構造 は単純 ではな く,種 を流 さず均等 に湛水す るような

⊥夫が凝 らされてお り,乾 燥地の灌概農業 に とって回避 しなければな らない塩

害の問題 に関 して も,こ の地 方の農業が長 い生命 力を維持 して きた ことをみ る

と,し ば しば指摘 され る程に は不適 当な もの とは

図1-25コ ロー
r=yえない。塩害 はむ しろ水節約かっ労働節約 的 と

いわれ た畝間灌 概法 を と る農場 で深 刻化 して お

り,伝 統的な水盤法 には塩害を避 ける技術 が経験

によ って込 め られていたとい ってよい。

乾燥地 の河川 や地 下水 は… 般 に その水 の塩分

濃度 が高 い。図1-25は 鳥取 大学 の調査 によ るイ

ランの水源別電気伝導度 を示 してい る。この数値

は塩分濃度 を測 る基準 となるが,日 本 の河川 や湧

水の多 くが100EC以 ドで あ るの に対 して,イ ラ

ンで は200～2000ECさ らにそれ以 上であ り塩 濃

度がかな り高 い。この水で灌概 を繰 り返 えす と,

高温乾燥 による蒸発で 上壌 に塩が集積 され る。 こ

のため適 切 な処 置 を しな い と 上壌 に塩 が集積 し

て生産性 が低下 しさ らに農地 の荒廃 を招 きかね

ない。土壌学 的な説明をす ると,塩 はその溶解度

によ って土壌 に層をな し,溶 解 度の低 い炭 酸 カル

シウムな どは表層 に粉状,結 品状 に集積 して 七表

に皮膜 をつ くり,作 物 に有害な溶解度の高 い塩 は
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図1-26イ ランにおける水源別電気伝導度(対 数[盛)
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比較 的 下層 に集 積 し,翻 に よ って 一tに 水分 が供給 され た日寺に 毛細 管 現象 で

土壌 の.ヒ層 に 上昇 して 根 に害 を 与 え る。 一 時 的 に湛 水 す る水 盤法 は大 量 の水 を

定 期 的施 す ことで 塩 を含 んだ 懐 を洗 浄 す る効 果が あ り・作 七に お け る塩蘇

積 を防 ぐプ ラスの効 果 が あ る と考 え られ るので あ る。

もっ と も,こ の灌 概 法 で は落 下 した水 に よ って塩 分 濃 度 の高 い停滞 した地 下

水 層 が地 下 の浅 層 にで き る 可能 性 が あ り,こ の水 が灌 概 と蒸 発 の繰 り返 しに

よ って根 に害 を与 え る とい う問題 が あ る。 マ ル ヴ ダシ トの 谷平 原 で は・ 山際 や

河 川 に近 い とこ ろで は地 下 水位 が深 くこ う した問 題 は少 な いが,谷 平 原 の低 地

部 に は浅 い停 滞 した地 下 水 層 が み られ,塩 害 に よ って未利 用 の状態 に な って い

ると ころが あ る。 この土地 を農地 化 す るに は排 水 路 を掘 って この塩 濃度 の高 い

地 下 水 を取 り除 くこ とが 条件 とな り,こ の た め に は国 家 的 な土 木事 業 が必 要 と

され る。 ただ,農 業地 帯 一 般 で いえ ば こ う した問題 は少 な い し,乾 燥 地 の灌概

方 式 と して水盤 法 が技 術 的 に劣 る とは必 ず し もい え な い。

他 方で,灌 概 区 画 は毎 年 作 り直 され,ト ラ ク ター導 入 以前 に は コロー作業 は

著 しく労 力的 で あ った。灌 概 区 画 に様 々な 工夫 が凝 らされて い る とはい え水 田

を 見慣 れ た者 か らす る とや は り灌 蘇 盤 は脆 弱 で あ る評 坦 地 で あ る条件 を生

か して 日本 の水 田 の よ うに 半恒 久 的 な畦 を作 り灌 概 区 画 の規模 を 大 き くす る方

が省 力 的 か っ合理 的 で あ る。

しか し,そ の 方向 に進 まなか った の に は理 由 が あ った。 その一 っ は乾 燥 地 の
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劣等地

優等地

図1-27マ ルヴダ シ ト地方 の耕 地 の概 念図
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土壌 の問題で ある。乾燥地 の土壌 は有機質の分解が早 いために保水力 と保気力

が小 さい単粒構造 をな してお り,こ のために土質 は重粘で乾燥す ると硬 く固結

して しま う。 また耕 す と⊥塊で敷 きっめ られたよ うにな り
,こ れを砕 くには念

入 りな杷耕 を必要 とす る。 このためf耕 地を平 に維持す ることが難 しく
,灌 概

区画 も小 さな もの とな らざるを得ないという問題 がある。 したが って,ト ラク

ターによる耕起作業 は もとよ り黎で耕 す場合 も,畦 を崩 して耕地全体を耕す方

が はるかに容易であ り・労働 の効率 とい う点 で も優れていたのである
。

また,一 っには農地 の利用 をめ ぐる村 の制度の問題があ る
。次章 で詳 しく述

べ ることになるが,オ ア シス農業地帯 では耕地規制の強い開放耕地制を とる村

が多 く,し か も農民 の利用 す る耕地 が毎年移 動す る割替 え慣行 が広 くみ られ

た。図1-27は マル ヴダシ ト地方 の村 にお ける耕地 の概念図 を示 した ものであ

る。村 の耕地 はい くっか の耕圃 に分かれ,耕 圃 はさらに耕区 に区分 され,農 民

は各耕区 にそれぞれ一っの短冊状 の耕地を割 り当て られて これを利用 した
。強

い耕地規制が あ り,栽 培作物 は耕圃 ごとに決 め られ作付 け循環が耕 圃循環 をな

して いた。 そ して・耕起 と杷耕 は雄牛2頭 が牽 引す る黎や杷 によって短冊状 の

形状 を もっ耕地 を縦 に往復 す る方法でなされた。 っ まり,オ アシス農業地帯 の
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耕地制度 もまた畦 の固定化 を妨 げる要因 をな した。 しか も,割 替 え の慣行 に

よって個 々の農民 の利用地が固定 していなか ったか ら,半 恒 久的 な畦を作 る意

思 が働かなか ったので ある。

オアシスと同 じ土質で あ りなが ら,半 恒 久的な畦 を もっ ところがあ る。 と く

にlh間 部 の傾斜地 にある村 には半恒久的な畦で囲 まれた段畑 が作 られていると

ころが多 くみ られ,灌 概耕地 の基盤 はオ アシ ス農 業地帯 よ りも整備 され てい

る。地形 が耕作 と灌概 の方式 に一定 の規定的要素 をな し,水 盤法 である点 で共

通 しているが,畦 は固定 し灌概 区iiiは不定形で規模 は大 きい。 そ して・ こうし

た灌概基盤 によって黎耕 と杷耕 の作業 は灌概区画 ごと行われた。 したが って,

土壌 と灌概 の条件 はオアシスと変わ らないが,灌 概耕地 の形状 と黎耕作業 にお

いては 日本 の山村の水田 に近 い といってよい。 ここで は耕地制度 もまたオアシ

スと異な り,概 して小経営の分割地農の村 が多 く,農 業 は土地 を所有 ない し借

地す る小農 によって経営 されて きた。農民 は分散 した灌概区画を保有 し,農 作

業 は一筆 ごとに行 われたので ある。

オア シスと山間部 とで は農業 の条件 を異にす る。 オアシスが広い平坦地 であ

るのに対 して山間部 は傾斜地 が多い。地形が異 なるか ら灌概基盤 も違 った もの

になる。 いずれ も自然 の条件 に対応 した技術で あるか らどち らが優れてい ると

い うことで はない。 オァシスで は平坦 な地形 であ るため黎耕や杷耕 の便宜 が優

先 され,傾 斜地で は段畑 を作 る ことが灌概 の前提 とな った。 しか し,オ アシス

で作付 けの度 に畦を格 子状 にrて る灌概法が とられたのには村 の農業制度 も関

係 し,小 農的な個別経営で はな く開放耕地制 と割替 え慣行 を もっ共同体的 な農

業制度 のゆえにこの方法 が可能 であ り,技 術 的理 由とと もに制度的理由があ っ

た とい ってよい。

4.農 地 の利用形態

オアシスで は伝統的 に水盤法 が とられて きたが,畝 間灌概法 と比べ ると単位

面積 あたりの灌概水量を多 く必要 と した。 このため水が不足 してい る乾燥地 で

は水 の有効利用 とい う点で合理的で はな く,水 を無駄使 いす る低位 の技術 とも
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み られ て きた。 また,先 に述 べ た よ うに乾 燥 ・半乾 燥 地 の余 剰水 を基 盤 と した

オ ア シ スは ナ イル川 の よ うな外 来 河川 の流域 と比 べ て 灌概 水 量が絶 対 的 に少 な

い。1971年 の政 府 の推 計 に よ る と,一 時 的 な休 閑地 を含 む耕地 は イ ラ ン全体 で

1660ノ .jha,こ れ に対 して将 来 耕地 化 が 可能 な土地 は3300万haあ った が,こ

の中 に は1.用 水 の不 足 に よ って遊 休 状 態 にお か れ て い る土地 が か な り含 まれ

(Z1)

て い る。 この た め農地 の利 用 率 は低 く,マ ル ヴ ダ シ ト地 方 で は農 地 の4割 前 後

が休 閑 状態 に おか れ,圃 場 で は農 地 は休 閑地 を挟 ん で2年1作 ,4年2作,3年

2作 の作 付 け頻 度 で利 用 され て きた。

年 間 の利 用地 でみ る と と くに夏作 地 の割 合 が低 い。 同 じマ ル ヴ ダ シ ト地 方 で

は,灌 概 水 量 に恵 まれ た村 を例 外 と して,ほ とん どの村 で年 間作 付 け地 の8割

前後 が 麦 作地 に当 て られs夏 作 は2割 程 度 に過 ぎな か った。 灌 概 農 業 は乾 地農

業 と比 べ て作物 の 選択 幅 が 大 き く,綿 花,砂 糖 ダ イ コ ン,米,ゴ マな どが 夏作

物 と して 栽培 され た。収 益 性 は よ く,綿 花 で は 単位 面 積 当 た り粗 収 人 が1970年

代 前 半の価 格 で小 麦 の1.5倍 似 上 あ った。 この た め,夏 作地 が拡 大 され て しか

るべ きだ が・ 水不 足 に よ って制 約 を受 け ざ るを得 な か った。

イ ラ ンの内 陸盆 地 に流下 す る河 川 の流 量 を示 した表1-3か らも明 らか な よ う

に,最 小 流 量 は最 大流 量 の30な い し200分 の1に 過 ぎな い
。雨 が 多 い年 に は雨

季 に洪水 を起 こす こと もあ るが,少 な い年 に は乾季 に伏 流 す る川 も多 い。 地下

水 は河川 ほ ど変動 が大 き くな い が,ガ ナ ー トの流量 も季節 に よ って 変化 す る。

雨 季 に は水位 が上 り流量 が増 え しば しば地 下 水路 を崩 す こと もあ るが,夏 の渇

水 期 に は水位 が低 下 し,Fば つ の年 に は枯 渇 す る こ と もあ る。 この た め灌 概 水

表HOマ ルヴダシ ト地方の2つ の村にお ける農地 の利用

麦 夏作 夏作/年 間作付地
(ha)(ha)(%)

ヘ イ ラ ー バ ー ド村

ヘ イ ラー バ ー ド耕 作 区9616
.5

コ レハ ニ ー耕 作1)く7011820 .5

ビル ナ ッキ 耕 作 区1102
13123.3

一ヱ ク1㌃墜 二 ご 杢iL上 璽蔓」3926・9
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量 も季節 によ って大 き く変 化 す る。

一 方 ,単 位 面積 当 た りの要 水 量 を み る と,麦 類 と,綿 花,砂 糖 ダイ コ ンまた

ア ル フ ァル フ ァな どの夏 作 の 間 に は大 きな差 が あ る。 麦 は そ の生 育 期 が 雨季

(ll月 か ら4月)と 重 な り灌 概 水量 が比較 的 少 な くてす むの に対 して,夏 作 は高

温乾 燥 の乾 季 が生 育 期 に当 た り激 しい蒸 発 と蒸散 に よ って灌 概 を頻 繁 に行 う必

要 が あ る。 調 査 した村 の事 例 で み る と,麦 は栽 培 期間 中 に3回 で あ ったが,綿

花 と砂 糖 ダ イ コ ンで は6日 な い し10日 に1回 の頻 度 で 灌 概 が行 わ れ,単 位 面

積 当 りで は麦 の3培 な い し5培 の水 量 が施 され た。

作 物 に と って の灌 概 の最適 頻 度 は気 候 や土壌 の質 に よ って異 な る。 乾燥 地 の

小 麦生 産 の場 合,メ フバ ラ ミーの 「農 書』 で は下 に示 す 時期 の灌概 が 必要 で あ
(22)

る と記 され て い る。

・播 種 後 の灌 概 「冷 水」(khonakab)

・春 の は じめ に土壌 が 乾燥 した時 に行 う灌 概

・開 花 期 の灌 概 「花水 」(golab)

・結 実 期 の灌 概 「種水 」(daneab)

・稔 実 期 の灌 概 「終 水」(margab)

乾燥 地 といえ ど も雨 季 には雨 が あ り,適 時 に1一分 な降 雨 が あれ ば5つ の 時期

の一 部 を省 くことが可 能 とな る。 しか し,村 で はf分 な灌 概 が行 わ れ て い た と

は必 ず しも言え な い。 近 隣 の農 場 で は5な い し6回 の灌 概 が行 わ れ たか ら,3

回 は明 らか に薄 い灌 概 とい って よ い。 水 不 足 の村 で は,概 して 単位面 積 当 りの

灌 概水 量 を節 約 して栽 培 面 積 を増 や す 「薄 く広 く」 とい う農 業 が選 択 され る傾

向 が あ る。

この よ うに,灌 概 水 量 と必要 な灌 概頻 度 の関係 か ら冬作 の麦 と夏 作 とで は栽

培 面 積 に大 きな差 が生 じ,こ の こと はイ ラ ンの オ ア シ スに共 通 して い え る こと

で あ る。 表1-11は 乾燥 ・半 乾 燥 地 の各 州 にお け る灌 概 農地 に 占め る麦作 地 の

割 合 を示 して い るが,麦 作地 率 は いず れ の州 で もか な り高 い。

で は,水 の絶 対 的 不足 と季節 的 変動 とい う制 約 の下 で村 の農 地 は どの よ うな

シス テ ムで利 用 され て いた か。 灌 概 水 量 が比較 的豊 富 な コル川流 域 の一 部 の村
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表1-11灌 概地 における麦耕地の割合(%)

ク ル デ ィ ス タ ン77。7フ ァ ー ル ス76.1

ケ ル マ ン シ ャ ー75、1フ ー ゼ ス タ ン51.4

ホ ー ラ マ バ ー ド79.8ア ヘ フ ン75.5

東 ア ゼ ル バ イ ジ ャ ン76.3ホ ラ ー サ ン60.2

西 ア ゼ ル バ イ ジ ャ ン68.7ケ ル マ ン75.2

エ ス フ ァ ハ ン70 。9

(出所 イラ ン農業統計59ペ ー ジ)

図1-2$
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マルウダ シ ト地方 における農地利用の概

念図
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難 地 翻 、 放

轡'、
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地

(螺1讐 繍 轡4年2作

C2Q7)

で は水 田耕 作 が 行 わ れ,米 の

2年1作 で 利 用 され て い た。

しか しsオ ア シスの多 くの村

で は,相 対 的 な劣等 地 で 麦 の

2年1作,優 等 地 で麦 と夏作

の輪 作 が み られ た。 こ こで農

地 評価 の基 準 とな るの は土壌

の質 で あ る。 チ ャー ク(肥 え

た土壌),ナ ル ム(柔 らかな土

壌),ハ ワ ー タル(空 気を多 く

含む 上壌),水 を よ く吸収 す る

土 壌 シー リー ン(塩 を含まな

い一ヒ壌)で あ る農 地 が 良 い と

され,と りわ け シー リー ンで

あ る こ と が 重 要 と さ れ て い

る。 また,塩 害 は,山 裾 か ら

離 れ る ほ どま た河川 か ら離 れ

るほ ど影 響 を受 けて い る。 こ

非灌概の麦作地……小麦の2年1作 ないし数年に1作 うした基準 を もとに,農 地利

用を概念図化 したのが図1-28で あ る。

この図 は円の外縁部か ら中心 に向か って農地 の条件がよ くなるように描かれ

てい る。通常,最 優等地 には自家菜 園や牧草の栽培地 が当て られてい る。規模

は小 さいが有機肥料 が念入 りに鋤 き込 まれ園芸的農業を特徴 としてい る。家族

が 日常的 に作業が行 えるように集落に近接 してい ることが多 く,ポ レノウ村の

場合 自家用 の野菜 と牧草の アル ファル ファが栽培 され,ヘ クタール当た りの収

量 は154kgで 土地生産性 はか な り高 か った。

圃場 は,優 等地 が麦 と夏作 の輪作地,相 対的 な劣等地 が隔年 で休閑が入 る麦

の単作地 に当て られ る。 この地 方の多 くの村 で耕地規制 の強 い開放耕地制が と
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図1-29マ ル ヴダ シ ト地方 オズ ンザ レ村 の農地 利用

ポンプ揚水井戸

塩 害地

(未利 用地)

非灌概

小麦・媛

大麦 小 麦 綿花 ・小麦 伸早

慧
木

牧

野一
錨曝2鱗3鱗 魁

られ て い た か ら,輪 作 地 は3な い し4っ の耕 圃

に区 切 られ,麦,夏 作,休 閑 を3年 ま た は4年 で

一 巡 させ る利 用 の方 式 が と られ,こ の外 側 の耕

地 が2つ の耕 圃 に区 切 られ 隔年 で 麦 が 栽 培 され

る単 作 地 と して利 用 さ れ た。 灌 概 用 水 の行 き渡

らな い と こ ろ は,村 に よ って は この一 部 が 非 灌

表1-12ラ ー ム ジ エル ド地 区

の灌 概 ・非 灌 慨 農 地 面

積

1灌 概 非灌概

小麦

大麦

10,501ha

1,736ha

2,702ha

1,Q25ha
ヨ

(出 所ViilageGazctteer)

概 の麦作地 に当て られた。大小60の 村 か らな るラームジェル ド地区 は,マ ルヴ

ダシ ト地方 のなかで も比 較的灌概条件 のよいところだが,灌 概用水が及 ばず非

灌概麦 に利用 されてい る農地 は全体の20%以 上 を占あてい る。また,村 によっ

ては農耕地 の周辺 に家畜の放牧 だけに利用 されている土地 があるが,こ こは塩

害地で ある場合が多 い。

この農地利 用 システムをオ ズ ンザ レ村 の事例か ら断面図 で示 したのが図1-

29で あ る。この村 の農地 は山麓 か ら谷平原 に向か って広 が り,山 麓 に掘 られた

ポ ンプ揚水井戸 か ら農業用水 を引 いている。灌概条件 は山際に近 い農地 ほど良

く,土 壌 の塩濃度 は山際か ら離 れ るに従 って高 く土 の質が悪 くなる。このため,

il麓 か ら平坦 部 に向か って園地,輪 作地,麦 単作地 と して利用 された。 麦 は,

輪作地 で は小麦,麦 の単作地 では小 麦 と大麦だが,大 麦には小麦 よ りも劣等 な
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農地が当て られた。 また,灌 概用水の及 ばぬところで はその一部 が非灌概の麦

に利用 されたが,山 麓 か ら離れた塩濃度 の高 いところは農地 として利用 されて
(23)

い な い 。

5,オ アシス農業 における農法

灌概農業で は水不足 は作物の生育の絶対的な制約要 因 とはな らない。 このた

め農法 も湿潤地 の農 業のそれ と共通す るとことが多 いはずで あ り,都 市近郊 の

藷菜生産地 の中には灌概 によ って 日本の畑作以上 に集約 的な農業 を営んで いる

ところが ある。灌概農業 として我 々が身近 に知 っているのは 日本 の水 田耕 作で

あ り,こ れ は中耕農 業 と休閑農業 の農法上 の分類 では中耕農業 に当たる。 今 日

1年1作 で米が作 られて いる水田 も麦が裏作 で栽培 されていた時代 には1年2

作 で農地が利用 され,長 期の休閑 を挟む ことはなか った。 しか し,オ ア シスの

灌概農業地帯 に一般 的な農法 は乾地農業 と基本 的には同 じ休閑農業 であ った。

マル ヴダシ ト地方 もまたその例外で はな く,作 付 け体系に長期の休閑 を挟 み,

休閑 に農法上 重要 な意義 が込め られていた。 ここでは,2っ の村(ポ レノウ村 と

ベイラーバード村)の 事例 を とりあげ,農 耕方式 をたど りなが ら技術的特徴 をみ

ることとす る。

イ ラクのユ ーフラテス川流域 で調査 したポエクは,乾 燥地 の灌概農業で は地

力維持,雑 草防除 ・塩害防止の3っ が技術的 に解決すべ き貢 要項 目であ ると述
(24)

べ,イ ラ ンの伝 統 農 法 を記 した メ フ ラバ ミー も 『農 書』 で 同様 に この3点 を 指

(25}

摘 してい る。 この うち,塩 害防 止は排水の技術 によ って解決 され る問題で ある

か ら,乾 燥地 の灌概農業では基本的 には地 力維持 と雑草防除が農法 的に解 決 さ

るべ き課題 としてあ るとい うことになる。灌灘農業 では,乾 地農業 で主要 な技

術 的課題で あ った保水 は人工的 に灌概を行 い土壌 を湿潤 な状態 にお くことで と

くに重要性 を もたないが,代 わ りに灌概 は作物だ けでな く雑草 に もよりよい生

育環境 を作 る出すため雑草防除 は主要 な課題 となる。

図1-30は ポ レノウ村の圃場 の輪作地 におけ る農時暦 を示 した もので あ る。

これをみ ると,先 に示 した ホー ラマバ ー ド地方や アジル ン地方 の乾地農業 の農
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事暦(図1-7,図H2)と 非常 によ く似 て

い る こ とに気 づ くだ ろ う。地 力維 持 の シ

ステ ム は この2っ の地 方 の場 合 と ほ とん

ど変 わ りはなか った。 中耕 農 業 で あ る 日

本 の水 田 の場 合f地 力 は堆 肥 を施 し林 野

の下 草 を す き込 み む ことで維 持 され,農

地 の利 用 の循 環過 程 にで はな く耕地 の外

部 で獲 得 され生産 され た有機 肥 料 を施 す

こ とで回 復 が はか られ た。 これ に対 して

マ ル ヴ ダ シ ト地 方 の2つ の村 で は,農 業

経 営 は農 耕 と牧 畜 が複 合 した 形 態 を と

り,農 地 を長 期 に休 閑 状態 にお いて,休

閑期 に耕 地 を耕 す こ と と休 閑 地 放牧 に よ

る家 畜 の媒 介 で 農業 の再生 産 が はか られ

たの で あ る。

ポ レノウ村 で は,1農 家 当 り羊 とヤギ

が10頭 前 後,牛 と ロバ1,2頭 が飼 わ れ

て いた。 農地 改革 前 に は この3な い し4
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図1-30ポ レノウ村 の輪作地(3年2

作)に お け る農地利 用 と農事 暦
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倍 の家畜 を飼 養 して いた が,旧 地 主 の囲 い込 みで 放牧 地 が 減少 で家 畜数 が大 幅

に減 った。 この家 畜 の飼 養 方式 を み る と,放 牧 と舎飼 い を季節 によ って循環 す

図1-31マ ルヴダシ ト地方 における家畜飼養暦
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る方 式 が と られ て い る。 放 牧 は,雨 季 の雨 で 湿気 を帯 びた土 壌 に気 温 が上 昇 し

て草 が芽 吹 く春 に始 ま り,晩 秋 の10月 半 ば頃 に終 了す る。草 が枯 れ る冬 場 は畜

舎 で飼 養 され る。 放 牧地 とな るの は村 の周辺 の草 地 や 山 で あ り,麦 の収 穫 が終

わ る7月 末 頃 に この刈跡 地 が放 牧地 と して 加 わ る。 麦 は茎 の 半ば で刈 られ て脱

穀場 に運 ばれ るが,計 算 に よ る と脱 粒 作 業 時 に粉 砕 され る ワ ラの量 は ポ レノウ

村 の場 合790kg/haで あ り,畜 舎 に運 ば れ て冬場 に飼 料 と して保 存 され た。 一

方,耕 地 に も株 立ち した刈 り残 した ワ ラが多 くそ の量 は530kg/haに 相 当 し,

この ワ ラが放 牧 期 間 の飼 料 の一 部 を な した。

放 牧 地 は通 常 は 日帰 り可能 な距離 に あ る。 村 で は家 畜 の所有 者 に よ って共 同

放 牧 が行 わ れ,所 有 す る家 畜 数 に応 じて 輪番 で放牧 の責 任 を負 った。 ポ レノ ウ

村 に は集 落 が2つ あ り,共 同放牧 の グル ー プ も集落 ご とに分 か れて いたが,そ

の1っ の グル ー プ は20名 で構 成 され た。羊 とヤ ギ,牛 と ロバ を分 けて放 牧 した

が,牛 と ロバ の場合27日 で一巡 し,1な い し2頭 を もっ ものが1日,3頭 が1.5

日,4頭 が2日,5頭 が2,5日 を担 当 した。70年 代 前半 に は,農 家 に よ って家 畜

数 に大 きな開 きが あ り,と くに多 くの家 畜 を もつ農 家 は個別 に牧 竜を雇 うか家

族 が これ に当 た り共 同放 牧 に は参 加 しな か った。 共 同放 牧 の場 合,早 朝 に各 農

家 の家 畜 が集 落 の広 場 に集 め られ,当 日の担 当者 が 羊 ・ヤギ の群 れ と牛 の群 れ

に分 けて放 牧 地 に追 って い く。 そ して 日没 近 くにな って集落 の広場 に戻 る と,

家 畜 は 自分 で それ ぞ れ の畜舎 に戻 った。

か っ て移 牧 が み られ牧 童 が 山 で寝 泊 ま り して家 畜 を放牧 させ た時代 が あ った

が,飼 料 生 産 が 行 わ れ るよ うにな って み られ な くな った。 冬 季 の飼 料 は麦 ワ ラ

と干草 か らな る。 飼 料 用 と して牧 草 と青 刈 り用 の大 麦 が 栽培 され て い る。 しか

し,牧 草 は園 地 で小 規 模 に生 産 されて い るに過 ぎず飼 料基 盤 は脆 弱 で あ る。

この家 畜 の飼 養 方 式 は ホ ー ラマ バ ー ド地 方 の乾 地 農 業 の場 合 と よ く似 て い

る。 農 耕 との関連 で い え ば家 畜 は地 力維 持 の手 段 と され,刈 跡 地放 牧 に よ って

こ こに落 とされ た 糞 を土 壌 に黎 込 む ことで,ま た畜 舎 に堆 積 した糞 を耕地 に施

す ことで地 力 の 回復 が はか られ て きた。 た だ,こ れ が どの程 度 有効 で あ った か

は正 確 に は わか らな い。化 学 肥 料 が施 用 され る よ うに な った1970年 代 前 半 の
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小麦の収量 は,播 種量(99kg/ha)の14倍 前後であ ったが,農 民 の話 で は化学肥

料 を使用す る前 には播種量の5倍 分だけ収量 が少 なか ったか ら,地 力水準 はか

な り低か ったと考 え られ る。

村 に隣接す る中農 や企業的経営 者の農場 で は100な い し1000頭 の家畜 が飼

養 されてい る。 この場 合,冬 場 の飼養 に2っ の方式が あった。一 っ は,大 々的

な牧草生産 によ って干草飼料を確保 し舎飼 いす る方式,ま た一つ はs牧 草生産

は小規模 と し,晩 秋 か ら春 にか けた時期を遊牧民 に委託 しその冬営地 に移動 さ

せ る方式であ る。 かって は後者が多 か ったが,ア ル ファルフ ァの生産 が広が る

中で通年 での放牧 は減少 した。 アル フ ァル フ ァは乾燥高温地 帯 に適 した作物

で,灌 概 によって150～200kg/haの 収量 を見込 む ことがで きた。

このよ うに,村 で は一年の半分が村 の刈 り跡地 とその周辺で放牧 され,冬 に

は舎飼 いされ るのが一般的 な家畜飼養 の方式 であ った。70年 代 にはすでに化学

肥料 が普及 していたので家畜 の糞 にはあま り関心が もたれなか った。個々の農

家 の畜舎 の糞 は園地 に施 されて も圃場 には施 されなか った。 また,マ ルヴダシ

ト地方には割替 えの慣行が あ り毎年 くじ引 きで利用地が移動 したため,翌 年 は

他人が利用す ることにな る耕地 に遅効性 の有機肥料 を施用 す る動機 は生 まれな

か ったともいえ る。

次 に雑草防除 はどうであろ うか。灌概農業で は灌概 によって湿潤化 した土壌

と高温が雑草生育 の良 い環境 を作 っている。伝統 的な 日本の水 田耕作 の場合,

雑草 は株間に生えた草 を中耕す ることで また手で引 き抜 くことで除去 され,除

草 は栽培期間中の作業で あった。 しか し,マ ルヴダシ ト地方 の場合,夏 作で は

手取 り除草 され たが,麦 で は立毛期 間中 には除草 は行 われなか った。栽培面積

が広 く,播 種 の方法 がば ら撒 きであ った ことか ら手 や除草具を用 いる方法 は事

実上不可能 である。 ば ら撒 きの方法を とる理 由は,す でに示唆 したよ うに水盤

法で は播種後 に摯耕 または杷耕が行われれ るために条播 は適 しない。夏作 のよ

うに播種量 が少 ない場合 には土壌 に埋 あ込む方法で条 に種 を播 くことがで きる

が,麦 のよ うに播種量 が多 い場合 にはあま り意味 をな さない。 また,単 位面積

当 た りの播種量 は先にみたよ うに,灌 概農業では乾地農業 の場合 よりも2倍 近
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く多い。乾地農業で は厚播 きは蒸散量を増やす ことか ら適 当ではないが,灌 概

農業 では厚播 きが雑草 の繁茂を抑え る作用 をなす ことか ら雑草防除の手段 の一一

っ とな って きた と考え られ る。

刈跡地放牧 は10月 半 ばの摯耕 とともに終 わ る。 この作業 は雨季 の始 まる前

に土壌を耕 して柔 らか くし保水力を高め ることに目的があ る。1970年 代 には ト

ラクターが牽引す るプラウが用 い られていた。 土壌 は深 く耕 され反転 され るた

め,粘 土質 で固結 した耕地 の表面 は土塊で覆われた状態 にな る。耕起 され た状

態 で雨季 を経過 し半年後の4,5月 頃 に再 び黎耕があ る。その後,綿 花栽培のた

めに播種が行われ るが,麦 の単作地 で はこの まま放置 されて11月 末か ら12月

は じめに行 われ る播種 を待 つ。

この繰 り返 され る黎耕の中で夏の は じめの休閑耕 は雑草防除 に有効 に作用 し

た。雨季 に芽を出 した雑草 を休閑の状態で4,5月 に耕 して除去す る。この作業

は乾地農業で は主に保水を 目的 としていた もので ある。 しか し,伝 統的 に用 い

られて きた黎 は保水 に有効 な形状を していたが除草 には必ず しも適 して いると

図1-32ヘ イラーバ ー ド村 で使わ れて いた黎
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は言えず,こ のた め摯耕 は繰 り返 え され る必要 が あ った。 この点 で,ト ラク

ター導入後 のプラウは土壌 を反転す ることか ら保水 には適 しないが除草 の効果

は大 きいとい って よい。掘 り起 こされた雑草 は放置 され,高 温乾燥 と灼熱 の太

陽に さらされて枯死 し再生が妨 げ られた。

以上 か ら明 らかなよ うに,マ ルヴダシ ト地方 におけ る灌概農業の伝統農法 は

休閑農業 と しての特徴を もって いた。 しか し,農 業の機械化 と化学肥料 の導入

は休閑や休閑地放牧 の農法上 の意義を大 きく低下 させ ることにな った。家畜 は

生活資料を提供 し所得 を補 うな ど多様な 目的を もって いたが,地 力維持 とい う

点 で は化学肥料が外部 的に補給 され ることで家畜 が果 たす役割 は低下 し,雑 草

防除 も トラクターによる条播機 と中耕機 の導入で解決 できる問題 とな った。播

種法をば ら播 きか ら列状 に播 く条播 に転換 し立毛期 に条間を耕 して除草す るこ

とでよ り集約的な中耕農業 への移行が 口」能 となる。 しか し,マ ル ヴダシ ト地方

で は,少 な くと も1970年 代 の時点 で 中耕 農業 へ の転換 はま った くみ られ な

か った。農民 で構成 された村だ けではな く近代的経営 の農場 も同様 である。 こ

れ は休閑農業がなお有効性 を もち,技 術的な メ リッ トが あったため と考 え られ

る。

先 にみたよ うに,オ アシスの灌概農業で は農地 に対 して水が絶対的 に不足 し

ていた。 麦作で いえば2年1作 で農地を利用 しなが らなお灌概農地 に ト分 な農

業用水 を供給 で きなか った。作付 け期間中に3回 灌概 されたが,こ れは明 らか

に薄い灌概であ ったといってよい。近隣 の農場で は5な い し6回 灌概 し,よ り

多量の肥料 を投入 して,農 民 の2倍 以上 の単収 を得て いた。つ まり,水 が不足

したためにあえて農地 の利用率 を高め る必要性 がなか った ということであ る。

そ して,こ の条件 の もとで は条播一中耕 への転換 もまた意味をな さなか ったの

であ る。

要す るに,灌 概農業 で は休閑農業 か ら中耕農業への転換 が技術 的には不可能

で はない。灌概 水量が豊富 であれば この転換 で農地 の利用率 を大幅に高 あるこ

とが 可能 とな る。 しか しオアシス農業 では利用率 を高 め る積極 的意味 はな く,

その主た る理 由が水 の不足 にあ ったのであ る。
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第二章 村落社会と農業の諸制度

は じ め に

一章で は乾燥 ・半乾燥地 にみ られ る農業 の伝統技術 の体 系を個別地域 の事例

か ら記述 した。 この検討 に際 してキー ワー ドにな ったのは農法 であ ったが,こ

れ は農民 に とって は農業生産 を継続 して営む ことが最大 の関心事 であ り地力 の

維持 や雑草 の防除 さ らに保水 が農業 の再生産のための技術 の基本 をなす と考 え

たか らであ る。 この視点 にたっ と自然 は農業 に と って主要 な条件 とな り,乾

燥 ・半乾燥地 の気候や地形 また水 の存在形態 の検討 も欠 かせない作業 となる。

このたあ,自 然の記述 に も多 くの枚数 を割 くことにな った。

農業の技術 は農民 の営為 によ って体系化 されたが,一 方,農 業社会 に視点 を

移す と,村 や農民が農業 を行 う上で枠組 み とな る制度 に も技術 は条件 の一っ と

な る。⊥地所有関係や農民相互 の共同関係 が歴 史的性格 を もっ ことは言うまで

もない。 しか し,自 然への適応を要 す る農業が 自然 に規定 された技術条件 か ら

自律的であ る訳で もな く,農 業社 会の諸制度 にみ られ る地域性 はその内容 を変

えなが らも継続性を もつ。本章 では この点 に こだわ りなが らr対 象 を農業生産

の場 であ る村落 に移 し,村 落社会 の枠組 みをなす農業 の諸制度 を取 り上 げる。

ここで はと くにイ ランの オア シス農業地帯 に対象 を絞 り,ザ ーグロス山地 の南

部 に位置す るマル ヴダシ ト地方 にお ける実態調査 を もとに記述 す る。

調査 は1972年 か ら78年 にかけて実施 された。 と くにポ レノウ村 とヘイラー

バ ー ド村 の2っ の村で はそれぞれ5か 月間,村 に住 み込んで調査を行 ない,ま

たオアシスの広域調査 も聞 き取 りや観 察の方法で実施 した。 この地方 の地理的

概 況 につ いて は第一 章 で記述 した よ うに,乾 燥地 の オア シスと しての特 徴 を

もっている。 イ ランの 自然環境 は地域性が大 き く,こ の調査 の結果 を もってイ
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ラン全体 に一般化す ることはで きない。 カス ピ海沿岸 の水 田村落や半乾燥地 の

乾地農業村落 との間には技術 はもとより農業制度 に もかな りの違 いが あ る。 し

か し,広 く分布す るオア シス農業地帯 に限 っていえば,多 くの共通点がみ られ

る。地域差 を日本 の例で比較す ると筑後平野 と蒲原平野 の違 い程度で あろう
。

したが って,こ こで示す事例 はマル ヴダシ ト地方の個別事例 ではあるがイ ラン

の オア シス農業地帯に大枠で一般化す ることは可能 であろ う。

次 に,対 象 とす る時代を限定す る必要があ る。イラ ンでは1960年 代 に農地 改

革が実施 された。農地改革 の もっ社会的意義 にっ いて は第二部 で検討す ること

になるが・改革以前 のオアシス農業地帯 は地主的 土地所有 に覆 われて いた
。地

主 は村落 を単位 に土地 を所有 していたが,村 は地 主経営の また地主か ら借地 し

た借地経営の 「農場」としての特徴を もって いた。調査 を実施 した1970年 代 前

半にはすでに地主や借地経営者 は村か ら退去 し,村 落の農地 の所有主体 は農民

であ り,経 営 もこの農民が主体 となっていた。っ ま り,こ こで記 され るの は農

地改革後10年 を経過 していない村 の姿 である。 また,1979年 にはいわゆ るイ

ラン革命が起 こりその後,村 の諸制度 もかな りの変化 をみ るのであ り,調 査 に

よって検証 した村 は過渡期 としての性格 を もっ とい って よい。

一 村落社会と耕地制度

1.村 落

マル ヴ ダ シ ト地 方 の オア シス農 業 地帯 は,山 には さまれ た谷平 原 に沿 って80

kmに 渡 って続 きaそ の幅 は10な い し20km,こ こに150余 りの 灌 概農 業 村落

が分布 して い る。 オ ア シスの ほぼ中 央 に は この地 方 の経 済 と流通 の セ ン ターの

役 割 を果 た す人 口3万 人(1972年 現在)の マル ヴ ダ シ ト町 が位 置 し,ミ ニバ スや

軽 トラ ックな どが村 々を放 射 状 に結 んで い窪.こ の交 通 の経 路 で た ど るとヘ イ

ラーバ ー ド村 は この町 か ら東 へ2Dkm,ポ レノ ウ村 は北 西 へ20kmの と ころ に

位 置 して い る(図 レ16を 参照)。

農 地 改 革 時,マ ル ヴ ダ シ ト町 の人 口 は調 査 時 の6分 の1以 下 で 非 常 に小 さ

か った。 この理 由 は,地 主制 の時代,農 業 余剰 が都 市 に居 住 す る地 主 や 「農 場」
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の経 営 者 に よ って収 奪 され,農 村 地 帯 の 市場 は著 し く狭 隆 で 貧弱 で あ った こと

に よ る。 しか し,農 地 改 革 に よ って地 † が村 か ら退 去 す る と農民 に残 され た余

剰 の商 品化 を通 して地 域 の経 済活 動 が活 性 化 し,ま た石 油収 入 を財 源 に地 域 開

発 の投 資 が行 われ た こ と も加 わ り,こ の町 は地 域 のセ ンター と して急 激 に成 長

した。 町 と村 は定 期便 で結 ばれ,ほ とん どの村 が この町 と毎 日一 往 復 の交 通 の

便 を もっ よ うにな った。 調 査 を実 施 した時 は,村 の経 済 は 自給 的性 格 を脱 して

商 品経 済化 が進 み,オ ア シス全体 が一 っ の地 域 経 済 圏 と して 発展 して いた時代

で あ る。

こ こで 対 象 とす る村 落 は デ へ と呼 ば れ て い る。1970年 代 の行 政 区 分 で い う

と,オ ア シ ス全 体 が一 っ の郡(パ フシェ)に 当 た り,郡 役 所 が マ ル ヴダ シ ト町 に

置 か れ て い る。郡 は また 日本 の行 政 村 に ほぼ相 当 す る6っ の地 区(デ ヘ スタン)

に分 か れ,こ の地 区 に多 くのデ へが帰属 して い る。 しか し,地 区 に は 自治 はな

く,州(オ スタン)お よ びそ の下 位 の組 織 で あ る郡(パ フシェ)に よ って管轄 され

一 人 の行 政官 が派遣 され て い た。 デへ は地縁 的 な農 業社 会 と して この地 区 に属

して いたが地 区 の行政 的 権 限 は弱 く,行 政 や警 察 の面 で デへ を実質 的 に管 轄 し

て い たの は郡(パ フシェ)で あ った。

150余 りあ るデへ はそ れ ぞ れが居 住 地 区 と他 の デへ との 間 を境 界 で 区切 られ

た農地 に よ って構 成 されて い る。 マル ヴ ダ シ ト地 方 の オ ア シス農業 地帯 に は農

地 改革 後 に登場 した企業 的 経営 者 の農場 が デ へ と は別 に あ り,デ へ と農場 が空

間的 に はモ ザ イ ク状 に分布 して い る(図2-2)。 この農場 経 営者 は都市 に居 住 す

る者 とデ へ に居 住 す る者 とが い る。 前者 は,農 地 改 革 で 旧地 主 に留 保 され た土

地 が基 盤 と し,ま た後 者 は デへ の村長 を そ の出 自 とす る者 が多 くかっ て地 † の

村 経営 の 差配 と して蓄積 し上 地 を手 に入 れ た。 しか し,こ の農 場 はいず れ もデ

へ の土地 と は区 別 されて い る。 共 同体 的 な秩 序 に従 って農 耕 が営 まれ て い る農

地 の み が村 に帰 属 し,こ こか ら経 営 的 に 自 立 した農 場 はそ の所有 者 が村 の住 民

で あ って も村 に は帰 属 しな い。

1974年 の農 業統 計 の凡例 で は デへ を次 の よ うに規定 して い る。 「通常,村 長

(キ ャドホダー)の い る場所 を言 い,農 地 ・果 樹 園 ・居住 地 の総体 で あ る。デ への
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表2-1

ポ レノウ村 ヘ イ ラ ー バ ー ド村

人口

農民数 36人 72人

農地面積 298ha 584ha

集落数 2 2

耕作区数 1 3

0195)

境界 は法的 に決 め られ た境 かあるい

は村の情報 に詳 しい人がい うところ
(2}

の境 界」 であ る。農地 と居住地 区が

村 に帰属 す る土地 である。周辺 の未

利用地 は法律 上は国有地 に区分 され

て いる。 しか し,デ へ農民 の家畜 の

放牧地 と して欠かせ ないため農民 の利用が認 め られてい る。 したが って,日 本

の行政区分 に対応 させ ると集落 とか地区 と呼 ばれてい る地縁 的な社会がデへに

ほぼ相当 し,こ こで は便宜上 このデへに 「村」 の語 を当て ることにす る
。

住み込 み調査を実施 した2つ の村 の農民 の数 は,ポ レノウ村が36人 ,ヘ イ

ラーバ ー ド村が72人 である。この耕作権を もっ農民 は,地 主制 の時代 に地主が

経営 す るまた借地人が経営す る 「農場」で雇農 と して働 き,農 地改革 の時 に被

譲渡権者 と して政府 によ って確認 された者 またその相続人 である。 この農民 は

核家族の世帯主であ る場合 が多 く権利 は皆平等 である。 この権利 は相続 によ っ

て分割 される ことはな く調査時点 までは売買譲渡 によ る移動 もなか った
。

村に は農地 改革で被譲渡権者 と して認 め られ なか った住民 がいる。 これ には

雇農 でなか った者,雇 農で あって も役人 が村 に来 て権利 を確定す る際 に村か ら

離 れて いた不運 な者 が含 まれ る。 この非農民 は一般 に ホ シネ シー一ンと総称 さ

れ,村 で小 さな商店 を もつ商人,周 辺 の農場 や町で働 く労働者,雑 業層,村 の

共同風 呂の管理人や ポ ンプ井戸 の番人 など村抱え的な雇用者か らなっている。

中には農地 改革後の変動期 に成長 し村の上層 にの し上が った者 もいる。 トラク

ターや コ ンバ イ ンを共同で購入 して周辺 の村や さらに他 の地 方に出向 いて賃耕

を行 うもの,ま た車を買 って村 と町を結ぶ交通 を担 うものが これに当た る。 こ

こで は農業の諸制度 が主題 をなすため,こ のホ シネシー ンについてはと くに言

及 す ることはない。

地縁 的な コ ミュニテ ィーと して,村 の行政 には村長 と数人 の村役 が当た り秩

序 の維持が はか られ てきた。村長 はキ ャ ドホダs補 佐役 は リーシェセフ ィー

ド(白 髭を意味する)と 呼 ばれたが,こ の村役 の名称 は前近 代の村落共同体 のぞ
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れ を継 承 して い る。 しか し,地 主 制 の時 代 に は,村 長 は地 主 の差 配 で あ り農 民

の収穫 の10分 の1な い し5分 の1に 権 利 を もって いた。農地 改革 後 は,対 外 的

に は村 の代 表,内 部 的 に は村 の共 同組織 の長 にそ の機能 を変 化 させ た。っ ま り,

地 主 の下手 人 か ら村 の代 表 へ とその性 格 を変 化 させ た。 しか し,収 穫 の10分 の

1を 得 る権 利 は変 わ らず,こ の権 利 に よ って村 長 職 は利権 と して の性 格 を もっ

た とい って よ い。 農村 の近 代化 政 策 の一 環 と して村 会(ア ンジョマネデへ)が 制

度 化 され た。 これ は耕 作 権 を もつ 農民 の中 か ら選 ばれ た代 表者 で構成 され,村

の運 営 に関 わ る諸 事 が この村 会 で決 め られ る こ とに な った。 しか し,地 方 行 政

との関係 で は村長 が村 を代 表 し国家 の村管 理 の要 と して の義 務 を負 うもの と し

て位 置 づ け られて い る。

図2-1ヘ イルアーバー ド村および周辺
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表2-2ヘ イ ラー バー ド村 の耕

作 区(マ ズラエ)と 帰属

す る農民 数

ヘ イ ラー バ ー ド耕 作 区28人

コ レハ ニ ー耕 作 区.18人

ビル ナ ッキ耕 作 区26人

0193)

村(デ へ)は 農 業生 産 の共 同 関係 を土 台 とす

る地 縁 的 な社 会 集 団 で あ るが,こ れ が枝 村(マ

ズラェ)を もっ場 合 が あ る。 この マ ズ ラエ につ

いて,農 業統 計 の凡例 で次 の よ うに定 義 して い

る。 「デ へ の境 界 の外 に あ っ て農 民 の就 業 の対

象 とな る場所で,法 的 ない し慣習的境界 と独 自の名称を もってい2」 .行 政的 に

は村 長 の い る村 に帰 属 しa行 政 組織 と して独 立 した存在 で はな い
。 た とえば ヘ

イ ラーバ ー ド村 はrヘ イ ラーバ ー ド,コ レハ ニー,ビ ル ナ ッキの名 称 を もっ3

っ の マ ズ ラエか らな り,村 と して は一 っ だ が,農 地 は境 界 で 明確 に分 け られ 農

民 はそれ ぞ れ の マ ズ ラエ に帰 属 して い る。 この マ ズ ラエへ の区別 は地 主制 の 時

代 に遡 り・ と くに大 きな村 の場 合 に地 主 はそ の 「農場 」 を適 正 な規 模 に分 け る

必 要 が あ った こ と,ま た灌 概施 設 と農 地 の開 発 で既 存 の村 の外 側 に農地 を開 き

農 民 を リクル ー トして独 立 した経 営 体 を作 った こ と,こ の二 っが マ ズ ラェが生

まれ た理 由 と考 え られ る。 した が って,農 業 組 織 とい う点 で いえ ば 耕 作 区 と

い った方 が よ り正 確 で あ り,こ こで はマ ズ ラエ に 「耕 作 区」 の語 を 当て る こ と

にす る。

農 民 は いず れ か の耕 作 区(マ ズラェ)に 属 し,農 業 生産 の共 同組 織 はそれ ぞ れ

に独 壷 して い る・ 後 に詳 し く述 べ る こ とに な るが,マ ル ヴ ダ シ ト地 方 の村 の農

業 は耕 作 権 を もつ 農民 の強 い共 同関 係 の もとで営 まれ て きた が,こ の 単位 を な

す の が耕作 区 で あ った。 灌 概水 利 も耕 作 区が 単位 とな り,か つ て ガ ナー トで灌

概 され て い た時代 に は3つ の ガ ナ ー トが それ ぞ れ の耕作 区 に帰属 し,ポ ンプ揚

水 井戸 に代替 され て以 降 は,こ の井 戸 も耕作 区 ご とに設 置 され利 用 され た。

一 方
・ ポ レノ ウ村 は2っ の集 落 か らな って い るが 耕 作 区 と して は1つ で あ

り・ した が って農 業 生 産 の共 同組 織 の 単位 は1っ とい う ことに な る。 農 民 全 員

が一 つ の耕 作 区 に帰 属 し,灌 概 用水 も水 利 権 が全 員 によ って _ffI.,有 され共 同 で利

用 され た。
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2.共 同関係 と村の景観

村 は本来,共 同の必要性 の上 に成立 した地縁社 会 とい ってよいが,マ ルヴダ

シ ト地方の場合,土 地 の所有 と農業生産 をめ ぐって きわめて密 な共同関係がみ

られ る。土地の所有で は,農 地 が農民 によって共同で所有 されている村が多 く,

ポ レノウ村 やヘイ ラーバー ド村 では農民 はこの共有地 に均等 な持分 を保有 して

いた。商品経 済 化が進 ん で いた1970年 代 になぜ個 別 的所有 が成 、乞して いな

か ったのか。 この歴史的経緯 については後 に詳 しく述べ る ことになるが・ この

所有関係 によ って農地の利用 は規制 され,均 等性 を維持す る目的か ら割替が慣

行 とな っていた。 もっとも村 の上層 の中には小農 またより規模 の大 きな中農 と

して私的な経営地を所有す る ものが いたが,こ の農地 は法 的に も社会的関係 に

おいて も村の領域の外部 に位 置づ け られ,村 に帰属 して はいなか った。

農地 の利用や様 々な農事 に関 して も強 い共同関係 がみ られた。 オアシス農業

の農耕方式 は定期的 に農地 を休 ませ る休閑農業 を特徴 と し,こ れが農耕 と牧畜

の複合 した経営 において農法上 の意味 を もっていた。農地 の利用 は全体 の合意

で決 ま り}こ の強い作付 け規制 によって麦の刈 り跡地 は共 同放牧場 と して開放

され,後 に詳 しく検 討す るが,前 近代の西欧 にお ける開放耕地制 と共通 す る耕

地制度 がみ られた。 また,複 数 の農民が分業 と協業 で共同で耕作 す る制度 があ

り,多 面的かっ複合的な共同関係 がオアシスの農業社会 を特徴づ けていた。

灌 概用水の獲得 と利用 に も強 い共 同関係がみ られた。河川灌概の村 では水利

権 は農民個人 にで はな く村に帰属 し5法 的 には耕作権 を もっ農民 の共有 とされ

厳密 な秩序 の下で利用 された。灌概水路 の掃 除や修理な どの維持 には農民が共

同で責任を負 い,ガ ナー トや ポ ンプ揚水 井戸を灌概手段 とす る村で はこれ ら施

設 もまた共有 され,輪 番制を厳密 に守 ることで平等が維持 され た。

もっとも,共 同関係 自体 には地域性がみ られ る。水 田耕作 を主 と した日本 の

小農村落で は,灌 概用水を確保 しこれを利用す る秩序 の維持,そ れに農作業 に

必要な相互的 な協 力関係であ るユ イな どの労働交換が村 の結合 と一体性 を強め

る契機をな した。柳 田国男が村や家 はともに労働組織 の別名である と述べ たの

はこの特性 を象徴的に示 してい る。 これに対 してイ ン ドの ジャジマニー制度の
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村で は,村 の核をなす農民 の余剰 によって多 くの非農業集団が抱 え られ,分 業

の発達 した共同体 が形成 された。村 の自給 的な内部 的分業が共同体 の主要 な契

機を な していたのである。 また近代以 前の ヨー ロッパの村落 も村抱え によって

村内の分 業を成 りr.た せていたが,農 民 は私的 な土地所有者であ りなが ら共同

利用地 を もち,農 地 の利用 や耕作 には全体 の強 い規制が必 要 とされてお り,こ

の規制 の関係 が村落共同体 を特徴づ けて いた。 っま り,共 同体の枠組 みが 日本

においては水管理 と村 や家 の労働組織 に,イ ン ドでは自給的 な非 市場的経済の

村社会 に,ま た西欧で は土地所有 と農地 の利用関係 にあった。 共同関係 の中身

に地域性がみ られ たのであ り,こ の ことが また地域研究者 の間に共同体概念 の

統一性 を妨げて もきたのであ る。

イ ランの中で も地域性がみ られ る。湿潤な カスピ海沿岸の米作地帯 には日本

の水 田地帯 同様の小農村落 が多 く,灌 概の秩序 と労働交換が共同関係を特徴づ

けて いた。 また乾燥地 の灌概農業地帯 で もIl澗 部の谷 あいに位置す る村 で はマ

ル ヴダシ ト地 方のよ うな土地 のJf:.,有や農地利用 をめ ぐる多様 な共同関係 は認 め

られ ない。例えば,ビ ルジャン ド地方 のフル ク村で は,農 民 は分割地 を保有 し

家族労働 と雇用労働 に依 存 した小農 的経 営 が中心 を な してい る。耕地 は谷 に

沿 って不定 型 で段畑 もみ られ,個 々 の農民 の耕地 は相続 や売 買 によ って分散

し,経 営規模 にはかな りの格差がある。 また灌概用水の権利関係で は,農 民間

の番水 は厳密 に調整 されているが,灌 概 用水 に対す る権 利は属人的であ り,売
(4)

買 や貸 し借 り もみ られ た。

この よ うにff.同 関係 の強 さ に は地域 性 が み られ るが,マ ル ヴダ シ ト地 方 を 含

む オ ア シ ス農 業地帯 で は共 同関 係 が所 有 と農地 の利 用 また農 作 業 の全 過 程 に及

ん で お り,こ の点 で興 味 深 い問 題 を提 供 して くれ るの で あ る。

マ ル ヴ ダ シ ト地 方 の村 にみ られ る多面 的 か っ複 合 的 な共 同 関係 は村 の空 間構

造 を も特 徴 づ けて い る。 集 落 や 農 地 の配 置 は村 の 共 同 関 係 を反 映 して い る と

い って よい。 図2-1と 図2-2は ポ レノ ウ村 とヘ イ ラーバ ー ド村 お よ び その周 辺

の村 を示 した もの で あ る。 まず 社会 関 係 の表 象 と もい うべ き集落 をみ る と,一

区 画 に ま とま った塊 を な して い る こ とに気 がつ く。 家 々が密 集 し各 家 は土 塀 や



0190) 内アジアの農業と社会73

図2-2ポ レノウ村 お よびその周辺 の景観
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(出所)筆 者の測 量による

家 の壁 によ って 隣家 と接 して い る。 目 「し レ ンガを積 み 上 げて作 られ た家 は中

庭 に面 して,寝 室,台 所,そ れ に家 畜 小屋 が配 置 され て い る。 家 畜小 屋 は簡単

な囲 い に過 ぎな い程 度 の ものが 多 く,こ れ らの部 屋 と中庭 が農 家 の生 活 の空 間

を な して い る。

また,こ の密 集 した居 住 区 とは別 に広場 を核 と した共 同 の空 間が あ り,こ こ

に共 同利 用 の施設 が配 置 されて い る。 この施 設 は村 の規 模 に よ って充実 度 に差

が あ るが,学 校,共 同 風 呂,水 場 な どか らな ってお り,比 較 的 大 きな村 で は こ

の 広 場 に面 した と こ ろ に雑 貨 屋 な ど2,3の 小 さ な店 と男 た ち が 集 ま って お

しゃべ りを し情 報 を交 換 す る場 が あ る。 ポ レノ ウ村 の場 合,広 場 の中 央 に共 同

利 用 の井 戸 が あ り,こ の はず れ に先生 が一 人 の小 さな小 学 校 が 配 置 され,こ の
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維持 には村会 のメ ンバーが責任 を もっていた。春 か ら秋 にかけた季節 には,各

農家の家畜 は早朝 この広場 に集 め られs当 日の担 当者が この家畜 を放牧地 に追

い夕方 に再 び この広場 に戻 る。 またヘ イラーバ ー ド村で は広場 に一角 に共同風

呂が あ り,週 に数 日,男 女が時間 を分 けて利用 した。

商店 は独 、Zした商人によ って運営 されたが,風 呂番,畑 番,床 屋,ポ ンプ井

戸 の番人,小 学校の掃除人 などは村 によって雇われたいわば村抱 え的 な存在で

あ る。彼 らは農民 の小麦 の収穫時 に各農民か ら一定量の小 麦を受 け取 るか また

村 の財政か ら賃金で支払 いを受 けた。 集落には,耕 作権 を もっ農民家族の他 に

耕作権 を もたないホシネシー ン家族が居住 し,商 人,村 外に仕事を もっ もの,

また村抱え的人々などが含 まれてい るが,村 の運営 に責任 を もちまた権利を も

つのは基本的には耕作権 を もつ農民の集団であ った。っ まり,村 は基本的 には

土地 を共有す る農民集団 が管理 し,共 同の空間 に配 置された施設を維持 し,村

抱 え的 な雇用者 を共同で管理 す る責任を もって いた。

農地 の構造 もまた共同関係 を反映 してい る。小農村落のよ うに分割地がば ら

ば らに分散 す ることはな く,農 地 の うち圧倒的部分を占め る圃場 だ けで な く農

民 の利用が比 較的n巾 な園地 もまた一 か所にま とまって配置 されてい る。後 に

詳 しく述べ るように,圃 場 では耕圃一耕区制が とられ,農 民 は村のすべて の耕

区に均等 な地 片を利用地 と して もって いる。 またf栽 培作物 は耕圃を単位 に農

民全体で決め られ,休 閑地 は農民 の共同放牧場 として開放 された。 このため,

村の圃場全体 が農民 の共同利用の農地であ り,す べての農民 が村の農地全体 の

利用 に関係 していた。

村 の農地 はその一画が園地 に当て られて いるcこ の規模 は小 さくポ レノウ村

の場合,農 民1人 当た り12ア ールほどに過 ぎな い。圃場 と区別 され るの は,一

つ には,園 地がr1給 作物 を園芸的に栽培す る耕地であ り,}ヨ こr1給用の野菜類

と家畜 の飼料 と してアルフ ァル ファな どの牧草 が作 られ,圃 場 とは農家経済 に

お ける役割 を異 に していることによる。 また0つ には,圃 場 と異な り耕作規制

が比較 的弱 く作付 け作物 に農民の 自巾な選択 が認 め られていることで ある。 し

か し,園 地 も小農村落 のよ うに各農家 に隣接 し散在 しているのではな く,集 落
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に近 接 した農 地 に団地 と して ま とめ られ,農 民 全 員 が この区 画 に一 つ の地 片 を

保 有 した。 マ グス ダバ ー ド村 で はポ ンプ井 戸 に隣接 した扇 状 地 が 当て られ,こ

こに各 農民 の地 片 が短 冊 を並 べ た よ うに配 置 され,分 譲 され た一坪 菜園 の よ う

に多 様 な野 菜 や牧 草 がn由 に栽 培 されて いた。 また ポ レノ ウ村 で は園 地 は2っ

の集 落 に それ ぞれ 隣接 し,こ こに36人 の農民 の短冊 状 の地 片 が 並 び,野 菜 と牧

草 が園 芸 的 に栽 培 され た。 しか し,園 地 は ど この村 で もみ られ た訳 で はな い。

ヘ イ ラーバ ー ド耕 作 区 に は園地 に相 当す る農地 はな い。 コ レハ ニー耕 作 区 で は

圃 場 の一 画が牧 草 の ア ル フ ァル フ ァ栽培 地 に 当て られ て いた が,こ こで の 利用

に は強 い規 制 が あ り園地 とは性 格 を 異 に して い た。

脱 穀 場 も共 同で利 用 す る共 同脱穀 場 の形 を と った。 刈 り取 られ た小麦 や大 麦

はそ れ ぞれlllに 積 まれ一 斉 に脱 穀 の 作業 が行 わ れ たが,こ の脱穀 場 は集 落 に近

い農地 の一 画 が 当て られ,ま た集 落 の 共同 の空 間 で あ る広 場 が 大 きい と ころで

は ここが脱穀 場 と して も利用 され た。

以上 か らわか るよ うに,集 落,圃 場 園 地,脱 穀 場 の いず れ もが共 同地 と し

て の性格 を もち,個 々 に分散 して い るので はな く,農 民 の 共 同関係 に対 応 して

}一体 と して プ ラ ンされ配 置 され て いた ので あ る。

3.土 地共有 と割替慣行

土地所有関係 を問題 にす る時,1960年 代 に実施 された農地改革 とそれ までイ

ラ ンの農業社会を覆 っていた地 †制 の問題 を論 じる必要 があ る。 しか し,こ の

問題 は次章 の主要 なテーマ となるため ここで は簡 単に触れ,調 査時 における実

態 の記述 に力点 をお く。 マル ヴダシ ト地方で は,オ ア シス農業地帯一般 と同様

に,地 主 は村 を単位 に土地を所有 していた。地主 は農民か ら農業余剰の一部 を

地代 を として得 る近代 的な地主ではな く,「村の所有者」と して強い請求権 を も

ち,商 業的農業 の展開過程で農産物 の商品化 を目的 に自 ら経営 に当たる地 主経

営者 としての性格 を もっていた。 したが って,農 民 は小作権 を もつ小農で はな

く労働者に限 りな く近 い雇農で あ った といってよい。 ただ,農 業生産 の技術 は

伝統的 な水準 を越え ることがな く,こ のため技術 的には村落の農民 に依存 し近
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代的な経営方式 を とる ことがで きなか った。 前近代の村落共同体 における農耕

の方式 と労働組 織 をその まま踏襲 し,農 民 を雇農 と して組織 した地 主経営 の

「農場」とい う性格 を もっていたのであ る。この点で ヨー ロッパの再版農奴制や

アナ トリア西部やバル カ ン半島で18世 紀 にみ られ たチ フ トリキ農場 に似 た形

態 であ った とい って よい。「農場」で働 く農民 の権利 はナサ クと呼 ばれたが,こ

れは耕作権 とい うよ りは地 主の編成 す る労働組織 に加わ る権利 と言 うべ き性格

の ものであ り,農 民 が等 しい労働 を提供す る均等 な権利 で,し か も地 宝の意思

で容易 に剥奪 され るきわめて脆弱 な権利で あった。

農地 改革で はこの地 主制 の廃1ヒが課題 とされたが,こ れは単に地 主か ら農民

へ の土地 の譲渡 を意味す るのではな く,こ の地 セと農民 の関係を解消 した こと

に人 きな意義 があ ったといってよい。農地 の移動 は必ず しも全面 的に進 んだ訳

で はない。地 主に もか な りの 土地 が残 された。 しか し,重 要なのは}一 つに地

セが村か ら退去 し村が農民 の ものにな った ことで あ り,ま た一 っに地主の所有

が認 め られた土地で は機械化を進 めて近代 的経営を行 うことが条件 とされた こ

とである。 図2--2か らもわか るように,ポ レノウ村 とその凋辺 では,農 民 に譲

渡 されたの は全体 の3分 の1前 後 に過 ぎず地 セは相変わ らず広大 な農地 の所有

者であ った。ここでの経営 は機械化 と賃金労働者 による農場経 営であ り,一 方,

解放 された村 の農地 において は地主 は何 の影響 力 も行使 で きなか った。

さて,農 地改革 によ って農地 の所有権 は地 †か ら農民 に移 ることにな った

が,こ こで一つの問題が生 じた。それ は,地 主制 の下で農民 は小作地 を経営 す

る小農ではなか ったため分割地 として確定す ることがで きなか った とい うこと

で ある。地 主経営 の 「農場」 では農民 は複数で組 を編成 して耕作 したが,耕 作

地 は毎年移動 していた ことか ら,個 々の農民 は固定 した耕作地 との結 びっ きが

まった くなか った。 したが って,こ の農民 に分割地 を譲渡す る場合,耕 地 を測

量 して土地 を分割 して分譲す ることが必 要 とな る。 しか し,農 地改 革で は個 々

の農民 の所有地 を確定す るこうした プロセ スが とられなか った。 その理 由 は,

一 っには地tの 抵抗が強 ま る前に早期 に改革を実施 す る必 要があ り
,し か も分

割地 を譲渡 す る上で必要 な土地 の測量を行 うだけの時間 と能 力を行政当局が も
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た なか った ことで あ る。 担 当者 は村 の農地 の面 積 を測 る こと と被 譲 渡 権 を確 定

す る こ と以 上 の こ とが で きなか った。

一 方
,地 主経 営 の 「農場 」 で は伝 統 的 な村 落 共 同体 の農 耕 方式 が踏 襲 され て

い たか ら,分 割 地農 を成 、γさせ る こ とは農業 の技術 の 面で も現 実 的 で はなか っ

た とい う問題 が あ る。 このた め土地 所 有 の1"_体 を地 † か ら農民 に,経 営 も地 主

か ら農民 集 団 に移 し,農 業生 産 の技 術 や農 地 利 用 の方式 またFの 労 働 組 織 を

そ の ま ま とす る ことが と りあ えず は ・∫能 な方 法 で あ った。 農民 が小 作地 を経 営

す る小 農 で はな か った こ とか ら,耕 作地 を分 割 固定 し個 々の農民 に一筆 づっ 譲

渡 す る こ とは,行 政 能 力 の面 で現 実 的 で なか った だ けで な く,農 耕 の技術 の面

で も問 題 が あ った とい うこ とで あ る。

この た め,農 地 改 革で は村 の農 地 を地 † か ら被 譲渡 権 を得 た農民 全 体 に一 括

して売 却 す る方法 が と られ た。 この結 果,農 地 は地}所 有地 か ら農 民 の共有 地

とな り,農 民 は共有地 に等 しい権利 を もっ持 分 権 者 に な った。 例 え ば,ポ レノ

ウ村 の農 地 の売 買契 約 書(サ ナ ッド)に は次 の よ うに記 されて い る。

「各 人 は取 り引 き物 件 の36人 分 の無 境 界 の一 人 分 を所 有 し,一 区 画 の農地 全

体 の36人 分 の うち の一 人分 に相 当 す る。 そ の面 積 は2,981,460平 方 メ ー トル
(5)

で,買_T'は す べ て取 引物 件 た るポ レノ ウ農地 の住 民 で あ る」。

つ ま り,被 譲 渡 権 者 と して確 定 され た農 民36人 は譲 渡 され た村 の 農地 にそ

れ ぞ れ等 し く36分 の1の 権利 を もっ と い う ことで あ る。 農民 が取 得 した の は

村 の農 地 の 「無 境 界 の一 人分 」 で あ り分 割 地 で はなか った。 また,こ の譲 渡価

格 は小 作料 か ら資 本還 元 され20万1000リ ア ル に評価 され たが,こ の購 入 費 用

は農 民 が等 し くその36分 の1を 負担 す る こと とされ た。す なわ ち,農 民 は境 界

で 分 割 され な い村 の農 地 の共 同 所 有 者 とな り こ こに均 等 な持 分 を もっ こ とに

な った ので あ る。 灌 概用 水 の譲 渡 に お いて もま った く同様 で あ った。 河川 灌 概

の村 で は水 利権 が地 主か ら農民 全体 に譲 渡 され,ガ ナ ー ト灌 概 の村 で は この施

設 が農 民 全 体 に譲 渡 され た。一 般 的 に いえ ば,個 々の農民 の権 利 は村 の 農地 と

灌 概 用水 に権 利 を得 た農 民 総数 分 の1の 権 利 で あ った。個 々 の農民 が私 的 に所

有 す るの は集 落 の住 居 と家 畜 それ に農 具 や生 活 用 具 で あ り,生 産 手段 は共有 さ
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れたのである。

このよ うに,農 地改革 によ って農民 は共有地 に均等 な持分 を もっ ことにな っ

たが,こ の 土地所有関係 は70年 代前 半の調 査時 に もマル ヴダシ ト地方 のほ と

ん どの村でなお維持 されていた。 この耕地 の共有 は村 にお ける農業制度 と密接

な関係 にあったが,調 査によ って確認 された農 業制度 は次の3点 で きわだ った

特徴 を示 して いた。

q>前 近代 の西欧でみ られ たよ うな開放耕地制 が とられていた こと。

(2}複 数の農民が耕地 を共同で利用 す る共同耕作制が と られて いた こと。

(3}利 用地 が毎年移動す る割替慣行 がみ られた こと。

次 に,具 体 的な事例 を もとに一っずつ検討す ることにす る。

1)開 放耕地制

オ ア シス灌 概 農 業 の農 耕 技術 を検討 した際 に示 唆 した よ うに,村 の農 業 は強

い耕 作 規 制 の もとで営 まれて いた。農 地 の利用 は個 々の農 民 で はな く村 の農民

全体 の合 意 で決 ま り,農 民 は個 別 に作 物 を選 択 す る 自由 が な く全体 の農 事暦 に

従 って農 作業 に従 事 した。 また,耕 地 の利 用 に も規 制 が強 く,各 農 民 の利 用地

は質 量 と もに 等 し くな るよ うに耕 地 割 が な され た。 図2-3と 図2-4は,ヘ イ

ラーバ ー ド村(コ レハ ニー耕作区)と ポ レノウ村 の農 地 の利 用 状況 を示 した もの

で あ る。

この2っ の図 か らまず わか る こと は,村 の農 地 が い くつ か の圃場 に よ って構

成 され,作 物 が圃場 を 単位 に作 付 け られ て い る こ とで あ る。 農地 の利 用 の 単位

を な す この一 っ の圃場 を 「耕 圃」 と呼 ぶ とす る と,作 付 け循 環 は耕 圃 循 環 の形

態 を と った。 コ レハ ニー耕 作 区 でみ る とiaとbが 小 麦,cとdが 大 麦 の それ

ぞ れ2年1作 の耕 圃 で あ り,e,f,g,hが 小 麦 と綿 花 を4年2作 で循 環 す

る耕 圃 とな る。 いず れ にせ よ,農 地 は耕 圃 を 単位 に利 用 が決 ま り,こ こか ら強

い耕 作 規制 が あ る ことが わか る。

で は,個 々 の農 民 が利 用 す る農 地 は どの よ うに配 置 され て い るの か。 通 常,

耕圃 は1っ な い し複数 の区 画 に区切 られ て い る。概 念 図(図2-5)は 麦 の単 作地
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図2-3ヘ イ ル ア ー バ ー ド村 の集 落 と コ レハ ニ ー 耕 作 区(197年9月)
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図2-4ポ レノ ウ村の 圃場 と園地(1972年9月)
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図2嚇 開放耕地の概念図 の み を示 した もの で あ る。2年1
塞井1甫iA耕 圃B 作 のた め2耕 圃か らな

り,耕 圃B

は休閑地 で あ り,共 同放牧地 と し

て利用 されa麦 の作付 け られて い

る耕圃Aは,3っ の耕区に分かれ,

耕 区 はさ らに短冊 状 の地 条 に分割

グループ されて い る。耕圃 が作付 け循環 に

耕地一一一 対応 した耕 地区分 であ るの に対 し

て,耕 区 は農 民の利用 す る耕地割

の単位 をな し,農 民 がす べて の耕
共同耕作組

の地条一_区 に一 つず っ地 条 を分散 させて保

有 す る散在耕 地制 を特徴 と した。

農民 は村の農地 を共 有 し等 しい持

分 を もったが,こ の持分 は量が等 しいだけでな く質 において も等 しい。 この た

ぬ 農民の利用す る農地 は面積が等 しいだけでな く灌概の便宜や 土壌 の質な ど

土地条件 において も等 しくなければなず,散 在耕地制 はこのR的 に従 った制度

ということがで きる。

耕区 は短 冊状の細長 い地条 に分割 され るが,こ の地条 は持分を もっ農民個人

によ って利用 された訳で はない。後 に詳 しく述べ ることになるが,マ ルヴダシ

ト地方の村 では複数 の農民が組 を作 り共同で農地を利用す る共同耕作制 がみ ら

れ た。 た とえば,ポ レノウ村 の場合,持 分を もつ農民 の数 は36人 であ ったが,

1971年 の時点 で これが4人 で構成 され る9つ の共同耕作組 に編成 されていた。

つ ま り,4人 の農民 が共同利用地 を協業 と分業で共同耕作 し収穫 を等分 に分 け

表2-3共 同耕作組の農民数と組数

ポ レノ ウ村(1971年 まで)

コ レハ ニ ー叢井ぞド区

ヘ イ ラ ー バ ー ド耕 作 区

36人

正8人

28人

i組 の農民 数1

4人

1交L 一
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(注)休 閑圃 は耕地割が されていないが,こ こは前年 の耕地割 を示 してあ る。 コレハニー

耕作 区では グループ耕地をイ ロハで示 し,② ⑤ の耕区 は共伺耕作組の地 条 も示 してあ

る。 ビルナ ・ソキ耕作区 はすでに割替え は行 われていない。 アルフ ァベ ッ トは耕作絹,

数字 はその メンバー数を示 してあ る。 ヘイラーバー ド耕作区は水 不足 と塩害 に より耕

区 は不定形をな している。
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たの で あ る。 したが って,耕 区 は4人 組 の9っ の地 条 に区 分 され た。 また ヘ イ

ラーバ ー ド村 の場 合,コ レハ ニ ー耕 作 区 で は持 分 を もっ18人 の 農民 が2人 ず

っ で組 を作 った ため に9っ の共 同耕 作組 が編 成 され,ヘ イ ラー バ ー ド耕 作 区 で

は28人 の農 民 が4人 で組 を作 り7つ の共 同耕 作組 が編 成 され た。

この よ うに複数 の農民 に よ る共 同耕 作 組 が編 成 され,耕 区 は この組 の利 用 す

る地 条 に分 割 され た。 村 の農 地 は多 くの耕 区 に分 か れ て い た ことか ら,組 の地

条 もまた この複 数 の耕 区 に分散 して い た。 た だ,耕 区 が組 耕地 に分割 され る の

は作 物 の栽培 期 間 だ けで あ り,休 閑状 態 にあ る耕 区 で は排他 的 な利用 は認 め ら

れ な か った。 収 穫 が終 わ る と次 の播 種 まで この 土地 は共 同利 用 地 とされ,麦 を

刈 り取 った跡 地 の耕 区 は 自巾 な放 牧 地 と して開放 され た。

耕 区 は短 冊状 の地 条 で構 成 され て い るた め一 般 に方 形 を な し,個 々の耕 区 の

人 きさ はお お よそ均 等 に な るよ うに区 画 され た。 も っと も村 の農地 は不定 形 だ

か らす べ て の耕 区 の形状 と規 模 が 同 じで あ る訳 で はな い。 ヘ イ ラーバ ー ド耕 作

区 で は塩 害地 が 多 いた め に耕 地 の形 は著 しく不 定 型 で あ り,耕 区 もそ の面 積 が

小 さ く一定 で な い。 しか し,耕 区 には概 して標 準 的 な規 模 が認 め られ る。 これ

はそ の規模 が個 々の地 条 の大 き さで決 ま り(耕 区面積 二地条の面積 ×組数) ,地 条

に は村 に よ り適 正 と され る規模 が あ るか らで あ る。

で は,短 冊 状 を な す地条 の規 模 は何 に よ って決 まるの か。 マ ル ヴ ダ シ ト地 方

の村 の標準 的 な地 条 の規 模 は,農 民2人 の共 同耕 作 組 の場 合1 .6～2.Ohaで あ

る。 ポ レノ ウ村 で は間 口が40～50m,奥 行 が500m前 後,ま た コ レハ ニ ー耕 作

区 で は,奥 行 が これ よ り も若 干短 くL6haで あ った。4人 の 共 同耕 作組 の場 合

は この2倍 に な る。 か つ て,雄 牛2頭 が牽 引 す る摯 が使 われ て い た時代 ,農 民

はそ れ ぞれ1頭 の雄 牛 を分 担 しこれ を繋 いで黎耕 に当 ったが,こ の黎耕 の便宜

によ る適 正 規模 が2人 組 の地 条 に相 応 した と考 え られ る。 しか し,調 査 時点 で

は トラ クター に よ って代 替 され雄 牛 は村 か ら消 え て い たか ら,黎 耕 の便 宜性 は

地 条 の規 模 を規定 す る要 因 を な さず,こ の規模 に分 割 され た の は伝 統 が 踏襲 さ

れ たた め と考え るのが 妥当 で あ ろ う。

耕 区 お よ び地 条 の規 模 は灌 概 の 時 間 と も関係 が あ る。 灌 概 を一 定 時 間 で終 了
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す る規 模 が地 条 の大 き

に相 応 す る。 ポ レノ ゥ

村 の場 合,標 準 的 な農

民2人 の地 条 で,麦 作

地 で は6時 間(1/4

日),綿 作 地 で は4時

間 で灌 概 が終 わ った。

農 民 数 が36人 で あ る

か ら,一一っ の耕 区 の灌

概 が完 了 す るの に,麦

作地 で は6時 間 ×18-

4日 と12時 間 で,綿 作

地 で は4時 間 ×18-3

日を 要 した。
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図2-7地 条 と灌概 区画(ポ レノウ村 の例)
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ま た,灌 概 時 間 は灌 概 用 水 の流 水量 と面積 とで決 ま るか ら,灌 概 手段 が 異 な

れ ば1地 条 の灌 概 に要 す る時 間 も違 って くる。 ポ ンプ揚 水 井戸 を利 用 す る コ レ

ハ ニ ー耕 作 区 の場 合}河 川 灌 概 で あ る ポ レノ ウ村 と比 べ て流 水 量 が 少 な い た

め,2人 組 の一 っ地 条 の灌 概 に麦 作 地 で24時 間 が 当 て られ た。 この場 合1耕 区

の潅概 がす べ て終 了す るの に9日 を要 す る計算 とな る(24時 間×9地 条)。 また,

同 じ くポ ンプ揚 水井 戸 に よ るヘ イ ラーバ ー ド耕 作 区 の ビー ト栽 培地 で は,2っ

の耕 区 が これ に当 て られて いた が,4人 の組 は2耕 区 の2っ の地 条 にそ れぞ れ

昼 と夜 に分 けて24時 間が割 り当 て られ て いた。

一 方,地 条 の形 状 もまた灌 概 と密 接 な関係 に あ る。第一 章 で検 討 した よ うに,

マル ヴ ダシ ト地 方 で は灌 概 方式 と して 水盤 法 が と られ て きたが,こ の灌 概 法 は

傾 斜 に 沿 って灌 概 区 画 を一 つ ず つ 灌 概 す る方 法 を と った。短 冊 状 の地 条 の間

口,つ ま り短 い方 の一 辺 は この灌 概 区 画 の長 さに相 応 して いた。 ポ レノウ村 で

は,2人 の 共同 耕 作組 の地 条 の場 合,間 口が40～50mで あ った が これ は灌 概 区

画 が横 に2っ 並 ぶ 長 さ に相 応 し,傾 斜 に沿 って2列 に400～500mに 列 を な し
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て いた。

また黎耕 の便 宜性 も無視 す る こと はで きな い。 雄 牛2頭 で牽 引 す る黎 が使 わ

れ て い た時 代 に は・ 反 転 す る回数 を な るべ く少 な くす る方が効 率 が よ く細 長 い

短 冊状 を なす こ とに意 味 が あ った。 南 イ ラ ンの ジ ャフ ロム に近 い乾 地農 業 の村

の場 合,地 条 は その幅 が10m前 後 で あ るの に長 さ は500～1100mに 及 び
,文 字

通 りの地条 を な して い た。 こ こで は灌 概 は行 わ れ なか ったか ら主 と して黎耕 の

効 率 惟 が地 条 の形 状 を規 定 した といえ る。 マ ル ヴダ シ ト地 方で は,灌 概 作業 の

効 率性 が優 先 され たが,黎 耕 の便 宜性 もまた地 条 の形 状 を規 定 す る要 因 の一 っ

で あ った と い って よい。

この マル ヴ ダ シ ト地方 の 事例 を み る と,近 代 以 前 の 西欧 に広 くみ られ た開放

耕 地 制 とよ く似 て い るの に気 がつ く。 西欧 に お け る開 放 耕地 制 も地 方 に よ って

多様 な形態がみ られたが,次 の点を共通す る特徴 と して い鬼。

q)農 業方式 は休閑 に地力維持 と雑草防除 の機能 を もたせた休閑農業 であ り
,

休閑地(休 閑の耕圃)は 共同放牧場 と して開放 された。

{2)強 い耕作規制があ り,個 々の農民 の裁量 による自由な 土地利用 は園地 に認

め られるに過 ぎない。 三圃制 の圃場 では耕地 は冬穀 ・春穀 ・休閑の3つ の耕

圃(fields)か らな り,作 物循環が耕圃循環 をな した。

(3)散 在耕地制を特徴 と した。耕圃 はい くつか の耕区に分かれ,農 民 は各耕 区

に「iらが利用する細長 い地条 を分散 して保有 した。

この3っ の特徴 はマル ヴダシ ト地 方 と基本的に変 るところが ない
。休閑農業

とい うことでは・ すで に検討 したよ うに乾地農業だ けでな くオアシス灌概農業

の農耕 方式 を も特徴づ けていた。 また,耕 圃一耕区一地条の耕地 の区分 とその

耕地制度 ヒの意味 にっいては灌概農業 のため地 条の形状や機能 に違 いがみ られ'

る ものの構造 は基本的 には同 じで あり,ま た休閑地 は共 同利用地 と して開放 さ

れていた。

このマル ヴダシ ト地方 の農業制度が イラ ン全域 に妥 当す る訳 ではない
。 しか

しs山 間部の農村 やカ スピ海沿岸部 の湿潤地帯 を除 くオアシス地 方で は共通す

る点が 多い。 イラ ン各地 の農村を観察す る限 りでは,開 放耕地制 またその遺 制
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が各 地 で確 認 で き る。 例 え ば,テ ヘ ラ ンの南部 地 方 で は農 民 の耕 地 が 耕 区 に分

散 した分散 耕 地 制 が み られ る し,ガ ズウ ィン地 方 やハ メ ダ ン地 方 の乾 地 農業 地

帯 で も耕 区制 が み られ る。 ただ,い ず れ も観 察 と ヒヤ リング によ って確 認 され

た に過 ぎず,農 業 制 度 の子 細 はわか らな い。 ま た,こ れ に関 わ る研 究 の蓄 積 も

な い のが実 情 で あ る。

開放 耕 地制 はま た東 ア ラブや トル コで もみ られ る。 休 閑農 業 を特 徴 とす る西

ア ジア の諸 地 方 にお いて も同様 で あ る。 ア ン トンに よ って1960年 代 に調 査 さ

れ た ヨル ダ ンのKufr-al-Ma村 や セ ー デ ンに よ って1974年 に調 査 され た シ リ

アの ユ ー フ ラテ ス流 域 のShams-ed-Din村 も開 放耕 地 制 が と られ て いた。 いず

れ も耕 区 は耕 作 権 を もつ 農民 の地条 か らな り,Shams-ed-Din村 の場 合,5っ
くわ

の耕圃において作付 けが循環 され農民 は均等 な耕地 を保有 していた。 また トル
(8)

コのアナ トリア中部 の乾地農業地帯 に も開放耕地制を とる村が散在 して いる。

耕 区の地条 はその四隅 に石や土塊 を置 くことで境界 と し農地利用 に強い規制 が

ある。 ただ,こ こで は耕作区に分散 した地条 は農民個人 の私 的所有地 であ り,

所有規模 に差がみ られ る。 そ して,今 目で は開放耕地制 がすでに崩れてい ると

ころが多い。

さて,マ ル ヴダシ ト地 方の耕地制度 と前近代 の西欧の開放耕地制 との間 に共

通点 が確認 されたが明確 な違 い もあ った。 それは次 の点で ある。

(1)西 欧 の場 合,放 牧地 を除 く村 の農地 は農 民 によ って私 的 に所有 され た

が,マ ルヴダシ ト地方で は集落の居住地区を除 いた村 の土地 すべてが共有

されていた。 また これ と関連 して毎年作付 けに際 して利用地を移動す る割

替 の慣行 があ った。

② 西欧 の場合,耕 作地 の利用 は家族が 単位 をな し,農 作業 は農民間の協力

関係 がみ られ るものの基本的に家族労働 によ っていたが,マ ル ヴダシ ト地

方で は耕作権 を もつ複数 の農民が共同で耕作する共同耕作の制度があった。

次 に,こ の2点 について具体的事例 を もとに検討 してみ よう・

2)割 替 制 度
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マルヴダシ ト地方 の多 くの村 で割替 が慣行 とな っていた。 イ ンテ ンシブな調

査 を実施 したポ レノウ村 とヘイ ラーバー ド村 も同様で ある。 ただ ビルナ ッキ耕

作区 のみ は調 査の前年の1972年 か らこの慣行 を廃 して利用地 が固定化 されて

いた。 土地制度史 において は,割 替 は部族 な どの共同体 によ って 土地が所有 さ

れている農 業社会で共同体の成 員の権利 を保証 し耕作地 を配分 し直す制度 を指

す場合が多い。っ ま り,実 質的な平等を維持す る共同体 的な制度 と してであ る。

しか しここで問題 とす る割替 は,村 の土地 が農民 に共有 され,固 定 した持分 を

もっ農民 の平等 を維持 す る手段 と して耕地 を入れ替え る制度であ る。先にみた

よ うに,農 地改革で は被譲渡権 を得 た農民 は共同で地 宅か ら土地 を購入 し,等

しい持分を もっ共同所有者 とな ったが,割 替 はこの農民 の間での量的かっ質的

な格 差 を避 け る目的 を もっ もので あ り,あ くまで持分 を もつ農 民間 の慣行 と

い って よい。

図2-5に 示 したよ うに,マ ル ヴダシ ト地方 の村の農地 は,作 物 の作付 け循環

の単位 をなす耕圃,共 同耕作組 の利用地 である地条,そ れに地条 の集合である

耕区に分類 される。耕圃 は1な い し複数 の耕 区で構成 されているが,休 閑の状

態 にある耕圃 は外 見上 は一枚 の広 い耕地で しかな く,耕 区 も地条 もまった く区

別 がっかない。 これ は作物 が収穫 されると共 同放牧場 とな り,個 々の農民 の排

他的 な利用が まった く認 め られないか らであ る。 作付 け期間 のみ地条が作 られ

組 の排他的な利用権があ る。

ポ レノウ村の例 でみ ると,前 年 に麦が収穫 された休閑地(図2-4の 耕圃⑧)は

124haの 広 さがあ り,4っ の耕区で構成 されてい るが,境 界 は耕圃の向 き合 っ

た2辺 に境 界標 とな る石が数か所 に置かれてい るだけで,目 でみ る限 り耕圃全

体が境界 のない耕起 された一枚 の耕地であ る。 この耕圃 は休閑期 を経過 して,

11月 の末 には麦が播種 される予定 とな ってい る。農作業の暦 でいえば,農 作業

は耕起一播種一砕 土 ・覆 土…畦'rて の順序 となるが,播 種 に先 、γって農民 の利

用耕地を確定す る必要が あった。西欧の開放耕地制 と異 なるのは,こ の確定の

際に耕地 を測量 しくじ引 きによ って耕地割が行 われた点であ る。 そ して この耕

地割 には次の2点 に特徴があ った。
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a)耕 地 割 の作 業 は耕 区 ご と

に行 わ れ た。

b)耕 地 割 は,グ ル ー プ間,組

間 の順 で行 われ た。

ここで,ま ず 農 事 に関 わ る農 民

の組 織 を述 べ て お く必 要 が あ る。
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図2-8ポ レノ ウ村 の共 同耕 作 組 と グ ル ー プ

(1971年 まで)

グル ープ 組

36ぺ/ii触

図2-8は1971年 まで の組 織 図 を示 した もので あ る。 持 分 を もっ36人 の農 民 は

そ れ ぞ れ12人 か らな る3つ の グル ー プ に分 かれ て い た。 この グル ー プ は親族

な ど身 近 な関 係 の集 団 で あ るこ とが 多 い。 しか し,こ の機 能 は農 業生 産 に関 す

る限 りと くに重 要 な もので はな く,耕 地 割 や灌 概 の番 水秩 序 にお け る便 宜 か ら

組織 され て い るに過 ぎな い。 耕 区 はまず この3っ の グル ー プ間 で耕 地 が分 け ら

れ,ま た灌 概 の 輪番 シス テ ムで も3グ ル ー プの間 で順 序 が決 め られ る。 この グ

ル ー プ は さ らに4人 か らな る組 に分 か れて いた。 この組 は先 に み たよ うに共 同

耕 作 の組 で あ り共 同 で耕地 を利 用 し,農 作 業 を協 業 と分 業 で行 う グル ー プで あ

る。 個 々の耕 区 の耕地 割 で は まず3っ の グル ー プの耕 地 が決 め られ,次 いで各

グル ー プの耕地 が組 の利 用 地 に分 割 され た。

しか し,72年 に は この グル ー プ分 け と共 同耕 作組 の編成 に変 化 が み られ た。

これ を綿 作 地(図2-4の 耕圃⑮)で み る と,36人 の農 民 は10人,12人,14人 の

3っ の グル ー プ に分 か れ て お り,4人 か らな る9つ の組 は内6っ まで が 耕地 を

図2-9ポ レノウ村の耕 区 とグループ耕地

塑ノ零
勇 口

一 プ耕地〔繊
一 一 一 耕 区の境 界

グルー プ耕 地の境 界
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図2-10ポ レノウ村 の一耕 区 にお ける共 同耕作 組 の耕地 割 お よび灌厩 の順

番(1972年)
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さ らに2っ に分 けて2人 で 共 同耕作 組 が編 成 さ れた。ま た麦作 地(耕 圃@)に お

いて も同様 で あ り,9つ の組 は内7っ ま でが2人 で耕作 組 を編 成 した。 さ らに

この 内 の1組 は利 用 地 を割 って単 独 で農 地 を利 用 し共 同耕 作 の組 を解 消 して い

た。4人 で組 を作 って 共 同 で農作 業 を行 う制度 は地 主制 の時 代 の共 同労 働 組 織

を踏 襲 した もの で あ り,こ の変 化 は農地 改 革後 の村 を め ぐる経 済 的社 会 的環境

の変 化 の なか で合 理性 を失 いつ っ あ った こ とを反 映 して い る とい って よ い。 図

2-10は ポ レノ ウ村 の1耕 区 にお け る グル ー プ と組 の耕 地 割 を示 した もの で あ

る。

で は,割 替 は どの よ うな プ ロセ スを と った の か,図2-4耕 圃② で1972年 の

10月 に行 わ れ た耕 地 割 の作業 を た ど る こ とで み てみ よ う。この耕 圃 は一年 前 の

7月 に小 麦 と大麦 が収穫 され た土地 で あ る。 刈 跡地 が共 同 放牧 場 と して 開放 さ

れ,放 牧 が終 わ る4か 月後 の11月 に耕起 され,そ の後 約 一 年 の長 期 の休 閑 を経

て小 麦 の播 種 が予 定 され て い る土地 で あ る。10月 は じめ に は トラ ク ターで耕 起

され,耕 地 の表 面 は土塊 で ゴ ロゴ ロ した状 態 に あ る。10月20目,こ の圃場 に村

長 を は じめ とす る数 人 の農 民 が集 ま り測 量 が始 ま った。 測 量 は4つ の 耕 区 の そ

れ ぞ れで行 わ れ たが,作 業 に は3mほ どの棒 とほ ぼ5m間 隔 に結 び 目の あ る25
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図2-ll播 種作業 と共同耕作組 の境界を示す土盛

蕪
欝籔灘

懸耀

mほ どの紐 が用 い られ た。 まず,耕 区 に お け

る グルー プ耕地 の位 置 を決 め るため代 表 者 に

よ って く じ引 きが行 わ れ た。 次 に,こ の簡 単

な測 量 具 に よ って耕 区 の境 界 標 を なす石 の間

を測 り,3っ に割 って グル ー プ耕地 が確 定 さ

図2-12コ レハ ニ ー耕 作 区 の組

編成

グループ 共 同耕作紺

■i順
れ た。た だ,グ ル ー プ耕 地 は数 か所 に土塊 が積 まれて境 界 とされ た に過 ぎな い。

グル ー プ間 の耕地 割 が 終 わ る と,次 に グル ー プを構 成 す る4人 か らな る組 の

間 で の耕地 割 とな る。 この測量 は各 グル ー プの メ ンバー に よ って行 わ れ,12人

の グル ー プの場 合 に は4人 組 の3つ の耕 地 に区 分 され る。 これ は4人 の利用 地

の確定 作 業 で あ り,境 界 に はや は り土 塊 が積 まれ る。 そ して今 度 は4人 組 の間

で く じ引 きが行 われ,組 の耕 地 が確 定 す る こ とにな る。4人 が さ らに2人 の共

同耕作 組 に分割 され る場 合 に は4人 の間 で この作 業 が繰 り返 され,耕 区 は最 終

的 に共 同耕 作 の組 の細 長 い短 冊 状 の地 条 に分割 され る こ とに な る。

組 耕地 の区 画 が決 ま った後 も圃 場 は外 見か らは相 変 わ らず境 界 の な い一 枚 の
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耕 地 と しか 見 え な い。 畦 を ー.てるな ど境界 線 が 目 に見 え る形 で引 か れ て い る訳

で は な く,耕 区 の向 き合 ったこ辺 に境 界 の ポイ ン トと して積 み上 げ られ た土塊

が組 耕地 の境 界 と して 印 され て い るだ けで あ る。 しか しこの二 辺 の距 離 は500

m前 後 あ る こ とか ら対 辺 の印 を肉眼 で確認 す る こと は難 しい。 しか し,農 民 に

はす で に 自分 た ち の利 用 す る短冊 状 の耕 地 が イ メ ー ジされ て い る。 また,耕 区

は正 確 に方形 を な して い る とは限 らず 間 口の測 量 だ けで は面 積 が 不均 等 とな る

が この点 は配 慮 され て い な い。乾 燥 地 の灌 概 農 業 で は農地 面積 のわ ず か な違 い

よ り も灌 概密 度 の差 が収 量 に大 き く影 響 す るた め,灌 概 用水 の分配 に は厳 密 で

はあ って も面積 の多少 の差 に は あ ま りこだ わ らない よ うで あ る。

この割 替 慣 行 に もとつ く耕 地割 の プ ロセ スは マル ヴ ダ シ ト地 方 の 多 くの村 で

共 通 して い る。 例 え ば,ヘ ラーバ ー ド村 の コ レハ ニ ー耕 作 区 の場合,こ の耕作

区 に帰 属 す る農 民18人 は6人 か らな る3っ の グル ー プ に編 成 され,ま た各 グ

ル ー プ はそ れ ぞ れ2人 ず っ3っ の共 同 耕作 組 に分 か れて い る。 ま た,ヘ イ ラー

バ ー ド耕 作 区 で は帰属 す る農 民28人 が4人 ず っ の7っ の グル ー プ に分 か れ,

小 麦 作 の耕 区 で は グル ー プ耕 地 は2人 か らな る共 同耕 作 組 の利 用地 に さ らに2

分 割 され た。 この よ うに,圃 場 で は毎 年,作 物 の栽 培 に先1rっ て耕 地 割 が 行 わ

れ,組 の利用 地 が確 定 した後 に播 種 と畦 立 てが続 いた。

ま た,マ ル ヴ ダ シ ト地 方 に は,麦 や綿花 な どを栽 培 す る圃場 とは別 に,規 模

は小 さいが農 民 がr1ら の裁 量 で比 較 的 自 由に利 用 で きる園地 を もっ村 が多 い。

持 分 を もっ農 民 が こ こに権 利 を もち,家 畜 の糞 が念 入 りに施 され集 約 的 で園 芸

的 な農 業 が営 まれ た。村 に よ って は農民 の利 用地 が 固 定 し,コ ル川 下 流域 に は,

不定 型 で 数本 の果樹 も植 え られ た私 的 な庭 畑 を もつ村 が 多 い。 しか し,ポ レノ

ウ村 や その 周辺 で は園地 も また均 等 な地条 に区 切 られ,1年 な い し数 年 ご とに

割 替 が 行 わ れ た。 ただ,永 年 作物 は禁 止 され て い る もの の圃場 と比 べ る と作 付

け規 制 は弱 く,主 と して野 菜 や家 畜 飼 料 で あ る牧草 や青 刈 り用 の麦 が栽 培 され

て い た。 ポ レノ ウ村 の場 合,農 民 は個 人 で この地 片 を利 用 しそ の面積 は均 等 に

15ア ー ルで あ った。

で は,割 替 が なぜ慣 行 化 して い たのか。 歴 史 的 にみ る と,割 替 は共 同体 的 な
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耕地共有制 に起源 を もっ と考 え られ るが,前 近代の村落共同体 にお いて は共同

体 の構成員の均等性 をはか る目的を もって慣行 とな っていた。村落耕地 に分散

した利用地 を定期 的 に入 れ替 え ることで農民 間 に格 差が生 じるの を防 いでい

た。 しか し,こ の慣行 が地 主制 の時代 を経過 して農地改革 の後 に もみ られた こ

とは,こ れが地 主制期において も慣 行 とな って いた ことを意味 して いる。灌概

農業地帯 で は地主 は商業 的農 業 を契機 に経 営 に関 わ り農 民を雇農化 して村 を

「農場化」 したか ら,こ の時代 の割替制度 は共同体 的契機 によ るものではない。

農民 の土地 に対す る権利が強 まるのを避 けるために地 主 は割替 を頻繁化 した と

も言われ,い わば地主の意図 によって慣行化 された とい うのが よ り真実 に近 い

と考え られ る。 ラム トンは 「概 して農民 の土地保有 は短期的に も保証 されて い

ない。 ま していわんや長期的 にはなおの ことであ る。農民 がその0生 を一っの

村落で過 ご して も,毎 年 の もしくは定期 的な土地 の割替が くじによ ってなされ

るために耕作地 は移動 す る。 この割替慣行 は,フ ァールス,ア ゼルバ イジャン

の一 部 の地方,ホ ラーサ ンな らびにケルマ ー ンで と くに広 くお こなわれ てい

た」 と述 べ て い る男1,こ の慣行 は,地 主 が経 営 者 と して の性 格 を強 あ,農 民 が
ロの

永小作権を失 い雇農化すればす るほどます ます広 く行われ るよ うにな った。農

民がその利用地が定期的 に移動す ることは耕地 と農民 の結 びっ きを弱 め,農 民

の土地 に対す る権利を脆弱化 す るの に有利で あ り,割 替 は地主が農民 を収奪 す

るたあの強力な武器 ともな っていたといってよい。

このように,割 替 は前近代の村落 にみ られた共同体的 な制度 であ ったが,農

業生産の システムを踏襲 した地主経営 の 「農場」 において農民 の耕作権 の脆弱

化 をはか る手段 と して受 け継がれ頻繁化 した とい う歴 史的経緯 を もつ とい うこ

とがで きる。農民 が土地所有 の主体 とな った70年 代 には,共 有 とはいえ農民 は

すでに私的な持分の所有者 であ りまた小商品生産者で あったか ら,割 替慣行 は

必然性 をすでに失 っていたとい って よい。翌年 には他人の利用地 とな る土地 で

は肥力を高 めて土壌を育 てよ うとす るイ ンセ ンテ ィブが生 じないか ら,農 業 に

積極的な農民の間か らこの解 消の動 きが当然 に生 まれ る。

実際 に,ヘ イラーバ ー ド村の ビルナ ッキ耕作区で は調査時点 で割替 がすで に
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廃 止されていた。 ここで は共同耕作制 と耕区制 は存続 して いたため,共 同耕作

組 の地条 が各耕区に分散 したまま固定 され ることにな った。 しか し,固 定化の

際 農民 の一人 は共同耕作 を拒否 しまた耕地 を強引に2か 所 に集め,農 業 にお

け るあ らゆ る規制 に抵抗 して いた。時代 は変 わ りつつ あ った。調 査 を行 った

1970年 代 前半期 は農地改革後 の過渡的時代 に当 た り,変 化 は80年 代 に入 ると

急激 に起 こる。 ビルナ ッキ耕作区で は,作 付 け規制 は崩 れ,農 民 は個人 また組

でr1由 に農地 を利用 し,自 らの農地 内にポ ンプを設置 し,ま た養鶏 の小屋 を建

ては じめた。小農的 な村 に人 きく変 わ りつつあ ったのである。

3)灌 概水利の秩序

農 地 と同様 に水 もまた農民 によ って共 有 され た。 ポ ンプ揚 水井 戸 を灌 概 手段

とす るヘ イ ラー バ ー ド村 で は井戸 は農民 の持 分 で 共有 され,こ の維持 コ ス トは

均 等 に負担 され 平等 に利 用 され た。 また,コ ル川 の水 に水利 権 を もっ ポ レノ ウ

村 で は持分 を もっ 農民 が 共 同 水利 権者 とな り,等 しく利 用権 を もっ と同時 に水

路 の保 全 も等 しく負 担 した。 そ して,こ の灌 概 用水 の農民 間 の配 分 も耕 地割 と

同様 の 手順 に よ った。 灌 概 は番 水 の方式 が と られ共 同 耕 作組 を 単位 に輪 番 で行

わ れ たが,こ の順序 は まず グル ー プ間 で,続 いて グル ー プ内 の組 の 間で 決 め ら

れ た。 これ を1972年 の ポ レノ ウ村 の場 合 で み る と,農 民36人 の3つ グル ー プ

(10人,12人,14人)の 間 で,次 に各 グルー プ の4人 組 の間 で順 序 が決 ま り,ま

た2人 で共 同 耕作 組 を編 成 す る場 合 に は,2つ の組(2人 組 ×2)の 間 で順 番 を決

め た。 この順 序 の決 定 は じゃん けん に よ る ことが多 く,し ば しば こ う した場 面

に 出 くわ した。また,灌 概 は耕 区 を 単位 と しs1耕 区 のす べ て の地 条 の灌 概 が終

了 す る と次 の 耕 区作 に移 る。 図2ヨ0で は こ

表2-4農 地改革 によるポ レノウ の 方 法 に よ る1972年 に決 ま った グ ル ー プ間

村の土地 と水利権の分割一 一 「 「τ 「蔽 および組間幡 水の順序が示してある・

番 水 が 耕 区 を 挙位 と した 理 由 は一 っ に は灌

i(分 割)(持 分)

村の農民36人1/31/3概 の便 宜 によ る とい って よ い。 耕 地 に導 か れ

地1三2/32/3た 灌 概 溝 はか な り長 く
,途 中 の水 漏 れ や土 壌
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へ の浸 透 に よ る損 失 が 大 き い。 こ の 無 駄 を 最 小 限 に抑 え る に は近 隣 の耕 地 を 連

続 して]-Lす る 方 が 効 率 が よ い。 ま た一 っ は農 民 間 の 平 等 を は か る意 図 に よ る

灌 概 を め ぐ る農 民 間 の平 等 は量 的 に は 灌 概 の 時 間 で はか れ る こ とが で き る。 し

か し,質 的 に は 灌 概 の 時 期 が 重 要 と な る。 耕 地 全 体 の 灌 概 が 一 巡 す る の に か な

りの 日数 が か か る。 た とえ ば,コ レハ ニ ー耕 作 区 で は冬 作 で27日,ポ レ ノ ウ村

の 冬 作 で は40目 以 上 で あ る。ff:..同耕 作 組 の 利 用 地 は耕 区 に 分 散 して い る た め

耕 区 ご との 灌 概 は気 象 の 影 響 を 平 等 に受 け る配 慮 と い う側 面 もあ る と考 え られ

る。

ヘ イ ラーバ ー ド村 の コ レハ ニ ー耕作 区 の場合,冬 作 地 の年間作 付 け地 は小麦 が2耕

区,大 麦が1耕 区 の計3耕 区か らな り(図2-3),一 っ の耕 区 は2人 か らな る9の 共 同

耕作 組 の地 条 で構 成 されて い る。 この一っ の地 条 はポ ンプ揚 水 井戸 か らの灌 概用水 で

24時 間 で灌 概が終 」す る規 模 であ り,し たが って1耕 区 の灌 概 に は9日 を要 し,3耕

区全体 の灌 概 は27日 で完rす る。す で に述 べた よ うに,麦 は11月 か ら12月 にか けて

播種 が あ り続 いて灌 概が行 われ るが,灌 概の時 期 にお ける27日 のずれ は作物 への影響

が 大 き くS耕 区 ごとの灌概 は平等 を はか る上で不 日∫避 とい って よい。

また,ポ レノウ村 の場合,農 地 改革 によ って1地 と水 利権 が旧地}之 村 で2対1の

持 分比 で分 け られ た。 これ は旧地}こが機械化 を進 め企 業的 な農場経 営 を行 う条件 で所

有地 の3分 の2に 権 利を認 め られた ことに よ る。t地 は この間で分割 され たが,水 利

権 は共有 され,旧 地}モと農民 の間 で灌 概 日数で灌 概用 水 を分 け る番 水の方式 が と られ

た。

この村 で は,麦 作 地 の灌 概 に1耕 区 の2人 の地 条 で6時 間 が割 り当て られた。 した

が って36の 農民 が権利 を もっ1耕 区全体 の灌 概 に は4.5日(6時 間 ×36人 ÷2)を 要

し,3耕 区全部 の灌概 を完rす るには13.5日(4日12時 間 ×3耕 区)の 日数 が かか っ

た。 この耕地 の灌 概が一巡 す ると番水 の権利 は旧地}この農場 に移 り,こ の倍 に当た る

27口 間 は村 に は灌概 川水 は来 ない。 この ため 早越 の年 に は影響 を受 ける ことにな り,

農 民 間で は降雨 な どの影響 を均等 にす るた め耕 区 ごとの灌概 は意味 を もった。

一 方
,夏 作 をみ ると綿作地 で は2人 の地 条の灌 概 に4時 間,耕 区全体 で3日(4時 間

×3612)で 一巡 し,園 地 で は1人 の地 条 に1時 問,全 体 でL5日(1時 間 ×36)で 一

巡 した。 これ を合 わせ ると4.5日 で夏 作地 の灌 概 が一 巡す る。 この後9[間 は旧地}こ

の耕 地 に向 け られ る ことにな るが,高 温乾 燥 の夏季 には この間 の灌 概用水 を旧地 ドか
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ら買 う必 要が あ った。

灌 概 の秩 序 は村 に よ って は水番 が と り仕 切 った。 しか し,ポ レノ ウ村 や ヘ イ ラー

バ ー ド村 で は と くに こう した役職 はない。 か って,農 民 が時 計 を もたな い時代 に は太

陽 の動 きを基 準 に昼 と夜 で分 けて 番水 の割 り当 てが 決 ま り輪 番 の シ ステ ム は複 雑 で

あ った。 この時代 に は水 番 の役割 は重要 で あ った と考 え られ るが,時 間 で はか る現 代

は水 番 の必 要性 が と くにな く,農 民 の合意 だ けで秩序 が維持 で きたの であ る。

4)共 同耕作制度

次 に,共 同 耕作 制 度 につ いて み て み よ う。 農 民2人 な い し4人 が共 同耕 作 組

を編 成 す る制度 は ポ レノ ウ村 と ヘ イ ラーバ ー ド村 だ けで な く,観 察 と ヒヤ リン

グに よ る限 りで は,調 査 した9っ の村 す べ て に/'¥通 して い たか ら,マ ル ヴ ダ シ

ト地 方 に一 般 的 な制 度 で あ った と い って よ い。 農 繁 期 に労 働 を交 換 す る制 度

は,日 本 の ユ イの よ うに小 農 村落 で は広 くみ られ るが,こ の地 方 の共 同 関係 は

耕 地 を共 同 で利用 し相 互 に等 しい量 の労働 と経 費 を分 担 し,収 穫 を均 等 に分 け

る点 に特 徴 が あ る。

す で に述 べ た よ うに,土 地 と灌 概 用 水 は持 分 権 を もっ農 民 に共 有 され,こ の

地 方 で は持 分 権 は くガ ー ウ〉 と呼 ば れ て いた。 「私 は この村 に1ガ ー ウを もつ」

とい うよ うに表現 され,ガ ー ウ権 は質 的 に も量 的 に も平 等 で あ り理 論 的 に は売

買 譲 渡 可能 な物権 で あ った。 しか し,こ の権 利 は割替 慣 行 が あ るた め固定 した

地 片 に対 す る権利 で は な く,ま た強 い耕地 規 制 を受 けた た め,共 同体 的 規制 の

下 に あ り,親 族 間 で の譲 渡 の事 例 が あ る もの の外 部 者 に譲 渡 され る こ と は な

か った。 この点 で,小 農村 落 の農民 の権 利 とは際 立 った違 いが あ る。

ガ ー ウの本 来 の 語意 は,英 語 のCQW,っ ま り 「牛 」 で あ る。持 分 の名 称 が な

ぜ 「牛」 な のか につ い て は,雄 牛 が農 耕 に欠 か せ な い役 畜 で あ り農 業 の基 幹 的

作 業 で あ った黎耕 や杷 耕 で雄 牛 が使 役 され て きた こ とと関 係 が あ る。 地 主 制 の

時 代,こ のr農 場 」 で耕作 す る農民 の権 利 は雄 牛 と結 びっ い て いた。 一 頭 の雄

牛 を もっ こ とが この権 利 を得 る条件 で あ り,も しもたな い場 合 に は地 主か ら前

借 りで雄 牛 を手 に入 れ る必 要 が あ った。つ ま り,「農 場」で働 く権 利 が雄 牛 と一
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体化 した農民 の能力 に対 して与え られたのであ り,こ の能力 に対応 した面積 の

農地を耕作 した ことか らこの権利 がガー ウの名で呼ばれ るよ うにな った と想定

され る。 そ して,農 地改革 により村の土地が農民 に共有 されてか らは・ ガーウ

はこの持分権 を意味す るよ うにな った。権利の実体 は変化 したが名称 は引 き継

がれたのであ る。

で は,な ぜ 〈ガーウ〉権を もっ農民2人 ない し4人 が共同耕作を行 ったのか。

この理 由の一つ は,ト ラク ターに代替 される以 前の黎耕 や杷耕 に使 った摯や紀

が2頭 の雄牛 によって牽引 され,農 民 が雄牛 を一頭ずつ負担 し合 った ことにあ

る。 このため農民2人 か らなる2ガ ーウが耕作の最小 単位 をな した。

もう一つ は灌概作業 と関係があ る。先 に灌概方式を検討 したところで示唆 し

たよ うに,水 盤法 による灌概作業で は複数の農民労働 が必要 とされた。畦立 て

の作業,灌 概溝か らの導水,水 漏れの処理,灌 概 区画 に均等 に灌水す る作業 に

複数 の農民 によ る共同作業が不 可避であ った。 イラ ンの農民家族 は核家族か ら

な り基幹労働力 は耕作権 を もっ一人 の農民 であ ったことか ら灌概の諸作業 に複

数の農民の共同が必要 とされたのである。

調査時にはすでに トラクターが導入 され雄牛 は村か ら姿を消 して いた。 この

ため2頭 の雄牛 が牽 引 す る黎 や紀 の利用 が共 同耕作 制 の契機 をな して はいな

か ったが,灌 概作業 では技術 的な革新がな く共同労働 は相変 わ らず必要 とされ

た。 もっと もこれ も労働 の交換 で解決が可能で あるが,少 な くとも調査時点で

は労働交換 で はな く,共 同耕作制 が継続 して維持 されていたのである。次 に,

この共 同耕作 の制度 にっいて子細 な検討 を試 み ることにす る。

二 共同耕作制度と農業の技術

1.ジ ョフ ト(一 対の雄牛)の 概 念

2頭 の牛 が摯 を引 いて農 地 を耕 す 風景 は 占代 エ ジプ トの レ リー フ に も刻 まれ

てお り,東 ア ジ アや ヨー ロ ッパ とと もに西 ア ジア に も黎 の文化 が 延 々 と続 いて

きた。黎 の牽 引 に 使 役 さ れ た役 畜 は気 候 な ど 自然 環 境 の 違 い で地 域 性 が み ら

れ,ア ラ ビア 半島 や パ キ ス タ ンの一 部 で ラ クダが,エ ジプ トで は水 牛 が一 般 的
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で あ る。 しか し,マ グ レブや トル コか らイ ラ ンを経 て ア フガニ ス タ ンに至 る一

帯 で は通 常,雄 牛 が使 役 され た。零 細 な農 地 しか もた な い貧 しい村 の 中 に は黎

を2頭 の ロバ に よ る と ころが あ るがy牽 引 力 の点 で は雄 牛 の方 が優 れて お りf

高 価 な た め に ロバ で代替 され て い るに過 ぎな い。

摯 を牽 引 す る家 畜 の数 に も違 いが み られ る。 これ は土 壌 の質 や1頭 の家 畜 の

牽 引力 に もよ るが,黎 の形 状 と も関 係 が あ る。 中 世の西 欧 で は馬 で牽 引 され,

この数 は4頭 な い し8頭 で あ る こ とが多 か った と いわれ て い るが,こ れ は重 粘

な 土壌 を深 くか っ反 転 させ る湾 曲 した黎 で耕 す に は大 きな馬 力 が必要 とされ た

か らで あ る。 これ に対 して,土 壌 を浅 く切 り分 け るの に適 した鋭 角 に尖 った黎

先 を もっ 西 ア ジア の黎 は,雄 牛2頭 で ト分 牽 引 が 可能 で あ った。

雄 牛 は摯耕 に続 く杷 耕 に も使 役 され た。 杷 は長 方形 の 板 に木 釘 や砕 い た石 を

多 数 はめ込 ん だ形 状 の ものが一 般 的 で あ り,土 壌 を砕 いて均 す と と もに種 を 土

で覆 う覆 土 も兼 ね て い た(図1-8)。 ただf黎 ほ どの牽 引 力 を必要 と され な いた

め,雄 牛 や馬 一 頭 で も可能 で あ った。 ま た,脱 穀作 業 に も雄 牛 が使 役 され た。

と くに麦 束 を踏 みっ け脱 粒 す る作業 で は ボ レ(図111)を 雄 牛 に牽 引 して踏 み

廻 った。

こ こで は と くに2頭 の雄 牛 に注 目す るが,そ の理 由 は,雄 牛 が農 業 生産 に欠

か せ な い役 畜 であ る こ と と同時 に,2頭 の雄牛 を範 で っ な い だ一 対 の雄 牛 が伝

統 的農 業 の制度 や農 耕 の システ ム に一 つ の枠組 み を な し,と くに共 同耕 作 制 度

の 主要 な契機 を な したか らで あ る。 イ ラ ンを含 む西 ア ジアの農 業 を摯農 耕 文 化

とい う時s従 来 は† に農 耕 の技 術 に限定 して論 じ られて きた。 しか し,雄 牛 は

基 幹的作 業 に使 役 され る農 耕 に不 可欠 な役 畜 と して農 業社 会 の諸制 度 に密接 に

関 係 して い た ので あ り,こ の点 に ま た興 味 深 い問題 が あ った。

黎 や杷 を2頭 の雄 牛 で 牽 引 す る際,図2-13に み るよ うな範(首 木)で これ を

結 ぶ が,こ の範 を ペ ル シア語 で は 〈ジ ョフ ト(joft)〉 とい う。 しか し,ジ ョフ ト

は この語 意 か ら派 生 して,「 輻 で結 ば れ た一対 の雄 牛」の意 味 を も もっ。ば らば

らな2頭 の雄 牛 で はな く,役 畜 と して農作 業 に使役 され る範 で結 ば れ た2頭 の

雄 牛 で あ る。 そ して,ジ ョフ トは さ らに 「一 対 の雄 牛 が 黎 を牽 引 して耕 作 す る
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農 地 」 へ と そ の 意 味 が 拡 大 した。農 民 が1

ジ ョフ トの土 地 を もっ とい う場 合 に は,一 対

の雄 牛 で 耕作 され る農 地 を 指 した。 イ ラ ンで

は 「A村 は30ジ ョフ トで あ る」 とい うよ う

に,村 の規 模 が ジ ョフ ト数 で表 現 さる ことが

あ るが,こ の場 合,A村 に は30対 の雄 牛 とこ

れ に よ って耕 作 され る規模 の農 地 が あ る こと

を意味 して い る。 また,こ こで耕 作 す る権 利

を もっ農 民 の数 も決 ま り,1ジ ョフ トを2人

で耕 す村 で は60人,1人 で耕 す 村 で は30人
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図2-13ジ ョ フ ト

の農 民 が い る ことに な る。 こ こか ら推 測 が っ くと思 わ れ るが,農 民 と一対 の雄

牛 が組 を な しこの能 力で 耕 す こ とが で き る農地 の規 模 が ジ ョフ トで表 現 され た

ので あ る。

ただ,一 対 の雄 牛 や この農地 規 模 が常 に ジ ョフ トで表 現 され た訳 で はな い。

東部 の地 方 で は 〈ゾウ ジ ュ(zouj)〉,南 東部 の フー ゼ ス タ ンで は黎 を意 味す る

くヒ ー シ ュ(khishl望),ま 嫡 イ ラ ンの フ ァー ル ス地 方 や 北 東 部 の ホ ラ ー サ ン地

方 で は 〈バ ンデ ガー ウ(bande-gav)〉 と地 方 に よ って多 様 な名称 で呼 ば れ た。バ

ン ド(band)は 「紐 」 また 「結 ぶ こ とJ,ガ ー ウ(gav)は 「牛」 の意 味 で あ るか

ら,バ ンデ ガ ー ウは2頭 の雄 牛 を結 ぶ こと,つ ま り一 対 の雄 牛 と これ によ って

耕 作 さ れ る農 地 を 意 味 した。 マ ル ヴ ダ シ ト地 方 で は個 々 の農 民 の 持 分 権 は

くガ ー ウ〉と呼 ば れた が,ガ ー ウ権 を もっ 農 民2人 が 一 頭 ず つ の雄 牛 を持 ち寄 っ

て これ をつ な ぎ,共 同 で耕 作 をす る農地 ま た耕作 の 単位 が バ ンデ ガー ウで あ っ

た。

以 上 の よ うな概 念 を もっ ジ ョフ トは,イ ラ ンだ けで な く西 ア ジアの乾 燥 ・半

乾 燥 地 に広 くみ られ た。 トル コで は くチ フ ト(cift)〉 が これ に相 当 し,農 民 を意

味 す るチ フチ(cifti)は この派 生 語 で あ る。ま たi村 落 共 同体 が存 立 して い た前

近 代 の時 代 に は,農 家 は 〈チ フ トハ ー ネ(一 対の雄牛を もつ農家の意味)〉 と呼 ば

れ,国 によ る徴 税 の 単位 を な した が,こ れ は個 々の農 家 が一 対 の雄牛 で耕 す チ
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フ ト(=ジ ・フ ト)を 保 有 して いた こ とに由来 す ると理 解 され て し躍 。 いず れ に

せ よ,本 来,輻 や牛 を意味す る語が農地 の規模や耕作 の単位 と して も共通 に使

われて いたのであ る。

しか し,ジ ョフ トはどの地方で もみ られ た訳ではない。果樹栽培地帯や人力

による鋤で耕 す ところで はジ ョフ トはあ り得 ない。 たとえば,イ スファハ ンの

灌概農業地帯 には踏鋤 で耕作す る農村 があるが,こ こでは耕作地 の規模 は鋤で

耕 す農民の作業能 力やその他 の栽培管理の能力 によって規定 された。土壌管理

に労力がつ ぎ込 まれ る園芸的 な農業が営 まれ る地方 や水 田の広 がる湿潤 なカス

ピ海沿 いに もジ ョフ トの観念 はない。 したが って,ジ ョフ トは一対 の雄牛が農

作業 に重要 な手段 をなす麦作 を中心 と した灌概および乾地農業地帯 に固有の も

の といってよい。 さ らに地形 も条件 とな る。地形 的障害によ って耕地が小 さ く

分断 されて いない ことが必要で あ り,山 間地 の畑が不規則 に分布 しているとこ

ろで は一般的でない。 ジ ョフ トは,耕 地が広 が りを もっ灌概農業地帯 では平坦

地 のオアシス,非 灌概農業地帯 で は平坦地 ない しは緩傾斜地 において農業制度

上 の意味を もって いた とい うことがで きる。

2.農 耕の単位 としての ジ ョフ ト

ジョフ トの概念 には一対 の雄牛が黎 を牽引 して耕作す る農地 という意味が含

まれているが,こ れ は本来的 には雄牛 の馬 力 によ って規定 された規模で あった
(14)

と考 え られ て い る。 ラム トン も同様 の認 識 を もち,こ の規模 は7ha前 後 で あ る

と述 べ て い る。例 え ばaイ ラ ンの北 東部 の ホ ラーサ ン地方 の あ る村 で は7haず

つ3年2作 の 輪 作 体 系 を と り1ジ ョ フ トは お よ そ21haで あ っ た。 しか し,

ジ ョフ トの規模 は地 方 に よ って様 々で あ る。 た とえ ば,マ ル ヴ ダ シ ト地 方 の ヘ

イ ラー バ ー ド村 で は18ha前 後,農 地 改 革 前 の ポ レノ ウ村 で は ほぼ20haの 規

模 で あ った。 この地方 で は土 地 利 用 に ロー テ ー シ ョ ンが組 まれて い るた め,年

問 作付 け地 は この60%前 後 で あ る。また ザ ン ジ ャ ンの南 の肥 沃 な谷 合 い の村 で

は,年 間耕 作 地 が4ヘ ク ター ルの非 灌 概 農地 と2ヘ ク タール の灌 概 農地 が ジ ョ

フ トに相 当 した。 ここで は ジ ョフ トは一 対 の雄 牛 に よ って耕 され る土地 と同時
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に,1ハ ル ヴ ァー ル(330キ ロ)の 小 麦 が 撒 か れ る耕 地,灌 概 耕 地 で は1/2ハ ル

ヴ ァール の種 が撒 かれ る土 地 とされてLl逡.も っと も この規 模 は土 壌 の質 や地

形 に よ って 異 な り,重 粘 な土 壌 で はよ り狭 くな る。 た とえ ば・ 東 ア ラブで は・

耕 作 面 積 の 単位 で あ る フ ェ ッダー ン(feddan)は 本 来雄 牛 の能 力 を基 準 に した

面 積 で あ るが,上 壌 の 「軽 い」丘 陵地帯 で は一対 の雄 牛,海 岸 平 野地 方 で は二

対 の雄 牛,そ して土 壌 の 「重 い」地 方 で は四対 の雄 牛 の能 力 に相 当 した とい わ

れ て{1v6y」}Jfこれ は ジ ョフ トの規模 につG・て も言え る こ とで あ る・

しか し,雄 牛 の黎 耕 の能 力 が ジ ョフ トの規 模 を規 定 す るとす る理 解 で は農耕

の 諸作 業 に と って も農 民 の能 力 の側面 が抜 け落 ちて しま う。雄 牛 はあ くまで も

農 民 が耕 作 す る うえで の労 働 の手 段 で あ るか ら,基 本 とな るの は雄牛 を黎耕 に

用 い る農民 の耕 作 能 力 が ジ ョフ トの規 模 を規 定 す る とす るのが よ り現 実 的 な理

解 とい え る。 したが ってs農 業 に従事 す る農民 の家族 構 成 に よ って も能 力 は 異

な る し農 業 の集 約 度 に よ って も異 な る ことに な る。

農 民 とそ の家族 の労 働 力 とい う点 で いえ ば,農 家 の家 族 は イ ラ ンで は一 般 に

小家 族 で あ り,耕 作 権 を もっ農 民1人 が基 幹 的 な農 作業 に従 事 した。 家族 の農

業 労働 力 と して 女子 や子 供 は収 穫作 業 な ど に補助 的 に従 事 す る もの の,黎 耕,

播 種,灌 概 の諸 作 業 は耕 作権 者 で あ る農 民 が これ に当 た った。 地 主制 の時 代 に

は,地 主 の 「農 場 」 に雇 われ た の は家 族 の補助 的労 働 力 を含 む もの の雄牛 を保

有 す る農民 個 人 で あ り,こ の能 力 と農 業形 態 か らジ ョフ トの 規模 は決 ま り,こ

れ が地 方 的 な ジ ョフ トの規 模 で あ った と言 って よ い。 したが って・「農場 」の規

模 を ジ ョフ トの規 模 で 除 した ものが 地 主 の雇 用 す る農民 数 とい うこ とにな り,

村 の規模 もジ ョフ ト数 で表 わ され る こ とが多 くみ られ たの で あ る。 また,農 業

環 境 の共通 性 か ら ジ ョフ トの規 模 も地 方性 が あ り,こ の こ とか ら村 の もっ水利

権 の大 き さ もジ ョフ トで表 現 され た ことが あ った。 この一 つ の事 例 を ホ ラー サ

ン地 方 の パ ー ズ村 に み る こ とが で き る。 こ こで は,1ジ ョフ トに対 応 す る水利

権 は 〈ジ ョフ トアー ブ(joft-ab)〉(ア ーブは水の意味)で 表 現 され た。パ ー ズ村 が

灌 概 用水 を引 く河 川 の分水 堰 か ら取 水 され る総 水 量 は300ジ ョフ トア ー ブの持

分 権 か らな って い たが,こ れ は300ジ ョフ トの耕 地 を灌 概 す る水 量 に相 当 し
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た。この うち,パ ー ズ村 の持 分 は32ジ ョフ トアー ブで あ り
,こ の水 量 で灌 概 可

能 な農 地 の規 模 が32ジ ョフ トで あ り,こ こに は32の 黎 とこれ に相応 す る農 民

(17}

数 が配 置 され て いた。

また,マ ル ヴ ダ シ ト地 方 を流 れ る コル川 の場 合,一 つ の分 水 堰(ラ ームジェル

ド堰i)で 取 水 され た灌 概用 水 は840サ フム(sahm一 持分)で あ ったが,こ のサ フ

ム も ジ ョフ トア ー ブ と同 じ概 念 で あ る
。 この堰 か ら引 か れ た用 水 で840ジ ョフ

トに相 当す る農 地 が灌 概 され たの で あ る。 ポ レノ ウ村 の場 合,村 に配分 され た

の は この うち22サ フム,っ ま り22ジ ョフ ト(バ ンデガーウ)の 農地 を灌 概 で き

る水 墨 で あ る。 農 民2人 で1ジ ョフ トを耕 作 し,こ こに は農 民 数 は36人 二18

シ ョフ トと4サ フム分 の地 主 の園地 が存 在 して い た
。

ジ ョフ トの規 模 は一対 の雄牛 を手段 と して もっ農 民 の耕 作能 力 を基 準 と した

が,農 民 一 人 が 耕作 で きる規 模 は農 業 の集約 度 と関 係 して い た
。 集 約 度 の高 い

農 業 で は粗 放 な農 業 よ り規模 は小 さ く,灌 概 農 業 と乾地 農 業 とを比 べ る と労 力

的 な灌 概 の諸作 業 の あ る灌 概 農業 の方 が規 模 は小 さ くな る。 しか し,一 般 的 に

は この1人 の農民 の能 力 に よ って ジ ョフ トの規 模 が 決 ま らなか った
。 比較 的粗

放 な乾地 農 業 で ジ ョフ トは農 民1人 か らな る こ とが 多 く,農 民 は2頭 の雄 牛 で

1ジ ョフ トの 耕 地 を 耕 作 した。 これ に対 して 灌 概 農 業 地 帯 で は農 民2人 が1

ジ ョフ トを構 成 す る こ とが 多 か ったの で あ る。 前者 の場 合,農 民 は2頭 の 雄 牛

を もっ必 要 が あ り1頭 しか もた な い場 合 に は農 民 の間 で貸 し借 りに よ って 融通

しな けれ ば な らな いが,後 者で は,2人 の農 民 が そ れ ぞれ1頭 の雄牛 を もち こ

れ を結 ん で ジ ョフ トと し,ジ ョフ ト耕 地 を農民2人 が 共 同 で利 用 した
。 ラム ト

ンに よ る と,ア サ ダーバ ー ド(ハ メダン地方)
,ボ ル ー ジ ェル ド(ロ レスター ン地

(方18))では2人 儂 民 が そ れ ぞれ噸 の雄牛 を備 し1ジ ョフ トを綱 で耕 作 し
た。 マ ル ヴ ダ シ ト地 方 の ヘ イル ア ーバ ー ド村 や ポ レノ ウ村 も同様 で あ り

,こ こ

で は黎組 を作 る2人 は シ ェ リー キ(sherik=一 仲間の意)と 呼 ばれ た
。そ して,一 対

の雄 牛 が黎耕 な どの基 幹 的作 業 に使 役 され た た め に耕 地 は1ジ ョフ ト以 下 に は

分 割 され な か った。 本 来,複 数 の労 働 力 を要 す る ジ ョフ トで あ りなが ら一 人 の

農 民 が1な い し複 数 の ジ ョフ トに権 利 を もち黎組 を作 らな い場 合 に は この農民
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は2頭 な い しそれ以 上 の雄 牛 を もち,労 働 力 と して分益 労働 者(バ ルゼギャル)

を雇 う必 要 が あ った。 ア ゼル バ イ ジ ャ ン地 方 に は,一 人 の農 民 が1ジ ョフ トを
く　

もち2人 の分 益 労 働 者 が雇 わ れ る例 が み られ る し,マ ル ヴダ シ ト地 方 の キ ャ ミ

ジ ュ ン村 で は,一 人 の農民 が3ジ ョフ トを もち5人 の分 益労 働 者 を雇 用す る例

が み られ,こ の農民 は一般 に 〈ガ ー ウバ ン ド(gavband)〉 と呼 ばれ た。

3.ジ ョフ トへ の分 割 と農 業 制度

そ れで は,輌 を語 源 とす る ジ ョフ トはイ ラ ンの伝 統 的 な農 業制 度 に おい て ど

の よ うな意 味 を も って い た のか。 前近代 の イ ラ ンの村 落 にっ いて は資料 的制 約

か ら多 くの ことを知 る ことがで きな い が,サ フ ァ ビー朝 の時代 に関 して ケ ンブ

リ ッジ大学 で編纂 され た 『ペ ル シア史」 には次 の よ うに描 かれ て い る。

「す べ て の 農民 は村 落共 同体 の 構成 員 と して 同等 の権 利 を もった。 村落 の土

地 の一 部 と自分 の家,ま た共 同放 牧 場 と灌概 用 水 に利 用 権 を もった。 土 地 の地

片 は通常 ジ ョフ トで数 え られ た。1ジ ョフ トは一 対 の雄 牛 で 耕 す こ とが で きる

規模 の土地 で あ り,す べ て の農 民 は1ジ ョフ トに権 利 を もっ こ とが確 立 され た

原理 とな って い た。 村 の ジ ョフ トは どれ もで き る限 り同 じ価 値 の収穫 が得 られ

るよ うに設 定 され,場 合 に よ って は農 民 の間 で等 しい取 り分 を得 られ るよ うに
(za)

数年 に一度,割 替 が行 われ た」。

農民 によ って耕地が共有 され強 い耕地規制 と耕作規制 の下 で共同性 が維持 さ

れ,農 民の間の平等 を特徴 とす る村 落共同体が16,7世 紀 の農村 の姿 と して描

かれている。これをみると,先 に示 した1970年 代 のマルヴダシ ト地方 の村 と共

通 す る点が多い ことに気づ く。 つま り,全 体 の規制 の もとで農民の均等性 が維

持 され,農 民 の権利 は ジョフ トを単位 としていた。 これは西欧 の村落共同体 の

農業制度 にも似てい る。中 世の西欧で は,開 放耕地 の各耕区 に分散 した地条 は
(21)

その規模が黎 による一 日の作業量 に相 応す る場合が多か ったが,黎 は通常8頭

で牽引 されたゲルマ ン黎 と呼 ばれ る重 量有輪黎で,占 典荘園では,農 民家族 は

1,2名 の僕碑 を含む8名 程度 であ った と想定 されている。 しか し,こ の家族共

同体 では この重量有輪黎 を調達す ることが難 しく数家族 が役畜を持 ち寄 り共同
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に利用す 碑 隊が繊 されて耀.こ れ に対 してsイ ランの場合 に腱1ま 二頭

の雄牛で牽 引 され,ま た農家 は核家族 で労働力 は基幹的労働力で ある農民一 人

と補助 的な数人の家族労働 か らな り,ジ ョフ トはこの1な い し2家 族で構成 さ

れて いた。2家 族 が ジ ョフ トを構成 す る場合,各 家族が1頭 ずつの雄牛 を分担

す るか,そ の内の1家 族が2頭 の雄牛 を もっかのいつれかであ り,雄 牛 を もっ

ものが耕作 の権利 ももって いた。

類似の村落 は東 ア ラブ地域で も確認 されてい る。20世 紀前半 に調査 を行 った

グ ラノ ッ トは,多 様 な土地関係 の事例を紹介す る中で,雄 牛 の所有を条件 に農

民 が耕作権 を得 ることが できる共同体 に触れてい る。 この村で は共同体 の成員

の うち農作業の能力 のあ る男子 に限 って耕作権が保証 され たが
,こ こで は農作

業の能力 は裸 の人間労働 の能力で はな く役畜 などの労働手段 と結 びっいた能 力

であ った。一対 の雄牛 が黎耕 に使役 され,雄 牛 は農作業に欠 くことがで きない

役畜で あったか ら,農 地 の配分 を受 けるには雄牛 を もっ ことが条件 とな った こ

であ り,配 分 され る耕地 の大 きさは成年男子 と雄 牛 とか らな る作業能力が基準

とな った。 これ は いわ ゆ る ジ ョフ トに相 当す る規 模 とい って よ1雀。

以 上 に共 通 す るの は,雄 牛 を もっ ことに よ って農民 は均 等 な土地 の被 配 分 権

を もっ とい う点 に あ り,平 等 原 理 が 貫徹 して い るが,均 等 な農 地 は農 民 と雄 牛

の労 働 能 力 が基 準 にな って い た。 そ して,興 味 深 いの は マ ル ヴダ シ ト地 方 で は

この関 係 が村 落 共 同体 が解 体 した地 主 制 の時 代 に,さ らに1960年 代 の農 地 改

革後 の村 にお いて も存続 して い た ことで あ る。 ポ レノ ウ村 や ヘ イ ラーバ ー ド村

で み た農民2人 の共 同耕 作 組 は ま さに この ジ ョフ ト分 割 の伝 統 を引 き継 い だ も

の とい って よ い。

で は,ジ ョフ トへ の分割 が なぜ近 年 まで続 いた のか。 ラム トンは 「ジ ョフ ト

へ の分 割 が今 日ま で続 いて い るの は,そ の背 後 に強 い伝 統 が あ る ことを示 して

い る。 … …第 一 に,地 主 的 な集落 で は な しに,共 同体 的 な 集落 が 集落 の原 初形

態 で あ った とい うこ と,第 二 に,今 日の ペ ル シアに支配 的 な大地 主 によ る土地

所 有 は,個 人 が平 等 な権 利 を も った集 落 の 初 期 の共 同体 的 形 態 か ら発 展 した

か・ あ るい はそ の うえ に重 ね られ た もので あ る,と い う ことで あ る」 と述 べ て
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し耀 。 つ ま り,ジ ョフ トを耕 作 の最 小 単位 とす る制 度 は共 同体 の伝統 によ る も

のであ り,地 主的土地所有 も,農 民層 の分解に よってで はな く,領 主的支配権

が近代 的土地所有権 に転化 して村 の外部者 が この共同体を覆 うように して形成

されたため,農 民問の均等性 の原則が続 いたのだ とい うことである。 さらに,

均等性 については 「一 方で均等 に配分 されて きた持分 を維持 しよ うとす る傾向

は,他 の要因,す なわ ちイ スラム社会 の平等主義的伝統 によ って強化 された」
く　

とも言ってい る。 いずれにせよ,平 等 の原理 がイ ランの村落の伝統であ り,こ

れが ジ ョフ ト概 念を生 き伸 びさせてい ると理解 したのであ る。

しか し,共 同体の伝統や イスラムの伝統が あった として も,こ れですべてを

説 明す るには無理があ る。 なぜな ら,こ の時代,商 業的農業 の展開 によ って地

主 は経営 に積極的 に関わ り,次 章で詳 しく述べ るよ うに,と くに灌概農業地帯

で は村 は地主経営 の 「農場」と化 して いたか らで ある。20世 紀 の村で は共同体

的な 自治 は失われ,経 営 に積極 的に関わ った地主 にとって村 は地主経営 のいわ

ばr飯 場」 のよ うな もの と して観念 されて いた。農民 の権利 は弱 く,と くに農

村人 口が増加 して人 口圧力が強 ま る20世 紀 前半で いえば,地 主は所有地 で働

く農民 を容 易に入 れ替え農民 の権利 は著 しく不安定化 していた。

先 にのべたよ うに,地 主経営 の 「農場」 も農業 のや り方 は村落共 同体のそれ

を引 き継 いでいた。休閑農業の伝統 的農法 は引 き継 がれ,村 落共同体 の農耕方

式が踏襲 された。 ただ,村 落共 同体が農民 の文字通 り共同体 的関係 で成立 した

のに対 して,地 主経営 で は農民 は地主 に雇用 されていた とい う点で大 きな違い

はある。 しか も,農 業生産 の技術 にはなん ら発展がみ られなか ったか ら,地 主

制下 で も雄牛 は相変わ らず貴重 な労働手段 であ り続 け,農 民 は雄牛を保有す る

ことを条件 に ここで働 く権利 を得,こ の能 力に したが って均等 な耕地を耕作 し

たので ある。つ まり,農 民 は雄牛の所有 を条件 に ジ ョフ トを単位 に均等 に配分

された農地 で耕作す る権利 が与 え られた。 ジョフ トを単位 とす る農民 の配 置は

農耕 の技術 の面か らも合理 的な ものであ った。 したが って,ジ ョフ トへ の農地

の分割 は,伝 統的 な農業技術 に依存 した地主経営 における労働力編成 とみ るの

が妥当で あ り,農 地改革後間 もない1970年 代 に もこれが継続 していたのであ
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表2-5各 地の村 におけるポネを構成する農民数 る。

テヘ ラ ン周辺

北 東 イ ラ ン

マ ル ヴ ダ シ ト

村 名

フ ァル デ ィー ス

ター ジ ア ーバ ー ド

エ ブ ラ ヒー ム ァ ー バ ー ド

パ ー ズ

オ ズ ンザ レ

キ ャ ミジ ュ ン

ポ シテ バ ー グ

ヘ イ ラー バ ー ド耕 作 区

ポ レ ノ ウ

4

6

5

8

6

6

8

4

4

4.ポ ネ

この よ うに ジ ョフ トは耕 作 の

分割 され ない最 小 の 単位 を な し

て い た。 しか し,オ ア シス の灌

概 農 業 地 帯 で は共 同 耕 作 の グ

ル ー プ は よ り大 き く,複 数 の

ジ ョフ トを合 わせ た組 に編成 さ

れ て い る こ と の 方 が 多 い。 例 え ば,マ ル ヴ ダ シ ト地 方 で は ヘ イ ル ア ー バ ー ド村

(ヘ イラーバ ー ド耕作 区)や ポ レノ ウ村 で は2ジ ョ フ ト4人 が 組 を 作 り,ま た 同 地

方 の オ ズ ンザ レ村 や キ ャ ミジ ュ ン村 で は3ジ ョフ ト(6人)で 組 を作 って い た 。

表2-5は,調 査 が 行 わ れ た 村 の 事 例 か ら共 同 耕 作 組 を構 成 す る農 民 数 を示 した

もの で あ る。

こ の共 同 耕 作 組 の 名 称 は地 方 で 異 な る。 テ ヘ ラ ン周 辺 で は 〈ボ ネ(buneh)〉,

イ ラ ン東 部 で は 〈サ ハ ラ ー(sahra)〉 や くテ ィ ー一ル カ ー ル(tirkar)〉,ま た 南 イ ラ

ンで は 〈ハ ラー一セ(haraseh)〉 や 〈ボ ナ ッキ(bunak)〉 と様 々 に呼 ば れ,一 般 に

{26)

この組 お よ び 共同耕 作 の制 度 は ボ ネで総 称 され て い る。

で は,な ぜ イ ラ ンに こ う した共 同耕 作 制 度 が み られ たのか。 セ フ ィネ ジ ャー

ドは年 間降 水 量が おお よそ400mmを 切 る地 方 に偏 在 し,比 較 的降 水 量 が 多 い

L27)

西部 で はみ らない と述 べ て い る。 つ ま り,沙 漠 を囲 む乾 燥 地 に固 有 の制度 で あ

る と した。 降 水 量 が300mmを 切 る と天 水依 存 の農 業 は難 しく,こ こで の農 業

は人L的 な灌 概 が農 業経 営 を成 り立 た せ る条件 とな る。 しか も,こ の沙漠 を囲

む一 帯 は,地 理 的条件 を扱 った第一 章 でみ た よ うに,平 坦 部 が 開 けオ ア シス農

業地 帯 が発達 して い た と ころで あ り,多 くの事 例 で み る限 り この ボネ は オ ア シ

スの農 業 条件 にお いて特 徴 と され た農 業 制 度 と考 え られ るので あ る。

これ に は異 論 もあ る。 フー ク ラ ン ドはイ ラ ン西部 の アゼ ルバ イ ジ ャ ンや クル

(28)

デ ィス タ ン地 方 に お いて ボ ネの存在 を確 か めて い る。 この地 方 は いず れ も年 間
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図2-14ボ ネ を構成 す る4人 の収 穫の分 配風景(ポ レノ ウ村)
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降 水 量 が400mmを 越 え る半乾燥 地 で あ る。 ただ,年 間 降 水 量 を もって分 布 を

論 じるの はあ ま り意 味 が な い。 お そ ら くは広 くイ ラ ン全 土 に分 布 して い たで あ

ろ う。 重 要 な の はボ ネが灌 概 農業 地 帯 にお け る制度 で あ り,し か も耕 地 の規模

が 比較 的大 き く灌概 区 画 の畦 が毎 年 、Zて直 され水盤 法 を とる と ころで一般 的 で

あ った こ とで あ る。 例 え ば,東 イ ラ ンの ビル ジ ャ ン ド地 方 で は,同 じ乾燥 地 の

灌 概農 業 で も規模 の大 きな平 坦部 で ボ ネが み られ た が,段 畑 を なす 山地型 の農
czy>

村で ははみ られなか った。

平坦部 における灌概農業 は農作業 に協業 や分業 を必要 と した。 とりわけボー

ダー灌概 は畦r_て と灌概の諸作業 に多 くの労働 力が必要 とされ た。灌概区画を

作 る畦 は毎年作 り直 され,灌 概作業 と しては,水 路 か ら灌概溝 に水 を引 き,耕

地 に均等 に水を施 し,漏 水を防 ぐ作業を同時的 に行 わねばな らず,核 家族 か ら

な り基幹的作業 には農民一人が従事 した通常 の村 では これ ら作業 に複数 の農民

の共 同労働が不可避 であ った。っ ま り,伝 統 的な灌概技術 である水盤法 による

平坦地 の灌概農業地帯 にボネが分布 したのであ る。次 に,ボ ネの グループによ

る共 同作業を幾 っかの村 の事例でみてみよ う。
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表2-6キ ャミジ ュン村 にお けるボネ の構成

農 地 改 革 前

(普 通 の ボ ネ)

バ ンデ ガ ー ウ6

(

1ハ ンデ カー ウは

農 民1,雄 牛2,薙1

で構成 され る

馬1

農 地 改 革 後

(ボ ネA)

ガ ー ウ バ ン ド 農 民

雄 牛12,翠6,馬1を テ イ ラ ー(所 自;馬
　

バルゼギヤル6隣 牛
　

一 一 一/__

ρ
0

噌
⊥

-
↓

9
臼

ホ ラーサ ン地方 のパーズ村の場合,ボ ネは4ジ ョフ トの8人 によって構 成 さ

れていた。灌概 の諸作業で は,こ の うち もっと も技術 に優 れ指導 力を もった農

民 の一人が灌概作業 に 目を配 り,ま た他 のボネとの間 の調整役 をはた したが,

灌概 の諸作業で は,8人 の うち2人 は灌概用水路 か ら耕地 に引かれた灌概溝 に

導水 し途中での漏水 と水 の盗難 に注意を払 い,残 る6人 は2人 ずつ グループで

灌概溝 か ら畦で区 切 られた小 さな灌概 区画 に一 つずっ均 等 に灌水 す る作 業 を
(30)

行 った。

テ ヘ ラ ンに近 い フ ァル デ ィー ス村 で は,農 民4人 で ボ ネが形 成 され た。 灌 概

作 業 で は4人 の うち リー ダー に当 た る1人 が ボ ネ間 の番 水 時 間 を守 りy灌 概 用

水 を水路 か ら灌 概溝 に導 水 して耕 地 に導 く作 業 に従 事 した。 また1人 は これ を
(31)

補 佐 し,残 り2人 が灌 概 区 画 に導 水 す る作 業 に従 事 した。 各 ボ ネの リー ダー は

サ ル ア ーベ ヤ ー ル(灌 概長)と 呼 ばれ た が,こ の職 名 は ボ ネの編 成 に灌 概 の共 同

作 業 が 重要 な契 機 を な して いた ことを示 唆 して い る。

ビー ル ジ ャ ン ド地方 の ア ー ヴ ァー ズ村 で はa農 民2人 か らな る ジ ョフ トが2

組 で テ ィール カー ル と呼 ばれ るボ ネを構 成 した。 ボ ネは毎 年 組 み替 え られ,農

作 業 は共 同 で行 われ たが,共 同労 働 の 中心 を な した の は ここで も灌 概 の諸 作 業
(32)

で あ った。

筆 者 が調 査 を行 った マル ブ ダシ ト地方 の 事例 で み る と,ま ず ポ シテバ ー グ村

の場 合,耕 作 権 を もつ40人 の農 民 は8人 ず っ5つ の ボ ネ(こ の村ではボナ ッキと

呼んでいた)に 分 か れ て いた。 この村 で は マ ル ヴ ダ シ ト地 方 の村 が ほ とん どそ う

で あ る よ うに開放 耕 地制 を と り,耕 地 は耕 区 に区分 され,各 ボ ネ は各耕 区 に均
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等 に1っ の 地 条 を も って 共 同耕 作 を行 った。 ボ ネの 長 は リー シ ェセ フ ィー ド

(長老)と 呼 ば れ,地 主制 の時代 に は農 業 に長 け地 主 の信 頼 を得 た農 民 が指 名 を

受 け,彼 が農 民 の中 か らボネ を構 成 す る メ ンバ ーを選 ん だ。 地 主 が す で に村 を

去 った調 査 時点 で は,農 地 は個 々 の農民 に分 割 され共 同耕作 の制 度 は廃 止 され

て いた が,灌 概 作 業 で は共 同労働 が残 り,レ ー シ ェセ フ ィー ドは灌概 の輪番 制

に よ る く じ引 きな どの若 干 の事 が らで ボ ネを代 表 して い た。

また,ガ ナー トと畜 力井 戸 か ら灌 概 用水 を得 た オ ズ ンザ レ村 で は,農 業 が機

械化 され る以 前,ボ ネ は農民6人,6頭 の雄 牛 の3ジ ョフ トで構 成 され,さ らに

2頭 の馬 が配 置 され て い た。雄 牛 は摯耕,杷 耕 用 だが,馬 は灌概 用 の畜 力 井戸 か

らの揚 水 に使 役 す る た め の もの で あ る。 畜 力井 戸 で は2頭 の馬 が そ れ ぞ れ60

リッ トル入 る革 袋 を滑 車 に よ って くみ 上 げ る とい う方 式 が と られ,こ の灌概 作

業 に は農 民2人 が馬 を操 作 して揚 水 作 業 に当 た り,他 の4人 は灌 概 溝 の水漏 れ

の監視 や灌 概 区 画 で の灌 概 な ど圃場 に お け る作 業 に当 た った。

同 じマ ル ヴダ シ ト地 方 の キ ャ ミジ ュ ン村 で は,ボ ネをハ ラーセ,ジ ョフ トを

バ ンデ ガ ー ウと呼 ん で いた。1バ ンデ ガ ー ウ は,こ の地 方 の多 くの村 で は2人

の農 民 と2頭 の雄 牛 で構 成 され たが,キ ャ ミジ ュ ン村 で は1人 の農民 と2頭 の

雄 牛 か らな って い た。 これ は この村 が稲作 をtと した こ と と関係 が あ る。 そ し

て,ボ ネ(ハ ラーセ)は6バ ンデ ガ ー ウ,つ ま り農民6人,雄 牛12頭,黎6,馬

1頭 で構成 され た。 ボ ネの メ ンバ ーで あ る農 民 はそ れ ぞれ に雄 牛 と黎 を保有 し

馬 は共 同で 飼 育 され た。 雄 牛 は黎耕 と杷耕 に ま た田植 え の時 に は苗運 び に も使

役 され た。 水 田 の耕 地基 盤 は悪 く湛 水 時 の深 さが均 等 で な い。 このた あ稲 は長

茎 の在 来 種 が選 ば れ 田植 え時 の苗 はす で に7,80セ ンチ ほ どに伸 びて い る。 こ

れ を縄 を網 状 に編 ん だ農 具(ケ シャ)に 乗 せ,湛 水 した 田を牛 に よ って運 ばせ

た。 また馬 は刈 り取 った稲 束 を そ の背 に乗 せ脱 穀 場 に運 ぶ 作 業 等 に使 役 され

た。 耕 地 で の 田植 え と収 穫 の諸作 業 に は ボネ の農民 が共 同 で従 事 し,収 穫 は均

等 に分 配 され た が,農 地 改 革 以 前 はまず地 主 とボ ネが1対1で 分 け,そ の後,

ボ ネの取 り分 を6人 の農 民 が平等 に分 けた。

しか し,こ の村 で は ボ ネは常 に平等 な農 民 で構成 されて い る とは限 らなか っ
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た。 あ る ボ ネで は,ガ ー ウバ ン ドと呼 ば れ た一 人 の農 民が雄 牛12頭,黎6,馬

1頭 を 個 人 で もち,こ れ に役 畜 や農 具 を ま った くもた な い分 益 労 働 者(バ ルゼ

ギャル)6人 が雇 われ労 働 に従 事 した。 この場 合,収 穫 は1人 の ガ ー ウバ ン ドと

6人 の バ ル ゼ ギ ャル の 間 で1対1の 比 率 で 分 け られ,農 地 改 革 前 は,地 主 と

ガー ウバ ン ドが1対1で 分 け,そ の後 ガー ウバ ン ドの取 り分 の半分 が6人 の バ

ル ゼ ギ ャル に与 え られ た。

以 上 にみ る よ うに,ボ ネは本来 的 に は農 作 業 にお け る共 同作 業 を契 機 と し,

分業 と協 業 の必 要 性 か ら生 れ た共 同耕 作 の制 度 とい う こ とが で きる。 灌 概農 業

地帯 と くに オ ア シ スな どの平 坦地 の水 盤 法 を と ると ころで は,土 壌 条 件 が悪 く

か っ耕 地 基 盤 へ の蓄 積 が十 分 でな い た め に灌 概 の諸作 業 に複 数 の農民 に よ る共

同 が必 要 とされ た の で あ り,こ こで の固 有 の制 度 とい う こ とが で きる。
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